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２ 技術規則 

2.1  序章 

2.1.1 内燃エンジンにより 2 つのホイールで１本の軌道を作り、ライダーによって

 コントロールされる車両、モーターサイクルのための選手権とする。 

 

2.1.2 以下に記す規則は、デザイン、材質、モーターサイクルの構造に関するコンスト

 ラクターが自由に革新的となるための規則である。 

 

2.1.3 技術規則におけるオーガナイザーは選手権オーガナイザー及び/あるいはプロ

 モーターを指す。 

 

2.2 クラス 

 下記エンジンタイプによって指定されるクラスが設定される。 

 MotoGP（セクション 2.4） 

 1000 ㏄まで。４ストロークのみで最大 4 気筒とし、最大シリンダーボアは

 81mm とする。 

 

 Moto2（セクション 2.5） 

 Moto2 公式エンジンを使用 

 

 Moto3（セクション 2.6） 

 250 ㏄まで。4 ストロークのみの単気筒とし、最大シリンダーボアは 81mm と

 する。 
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2.4 MotoGP クラス技術規則 

2.4.1 定義 

MotoGP クラスに参戦するモーターサイクルはプロトタイプでなければならない 

MSMA の会員に帰属しないものは、参戦にあたりグランプリ委員会の承認を受けなければ

ならない。 

 

2.4.2 コンセッション(優遇処置) 

 １． 2013 年以降初めて参戦する新規の MotoGP メーカーおよび 2013 年セ 

      ッション以降ドライコンディションにおいて勝利のないメーカーに対して、

   競技および技術規則において様々なコンセッションが与えられる。 

 

 ２．完全なコンセッションは下記のとおりとする 

  ・ 各シーズン中各ライダー毎に 9 基のエンジンを使用できる。 

      （事項 2.4.3.3.1.b） 

   

・ エンジンは、エンジン公認規則から除外される。（事項 2.4.3.1.4.h） 

   

・ チームは、契約ライダー及びテストライダーを使用し（テスト禁止期

間事項 1.15.1.1.A.j を除く）、いつでも、どこのサーキットにおいて

も、チームに割り当てられたテストタイヤの範囲内でテストをするこ

とが認められる。事項 1.15.1.1.A..g)参照。 

 

 ３．コンセッションの付与および削除は、レース中、ドライまたはウェット状態

   でも全てのライダーが当該マニュファクチャラーのマシンを使用しメーカー

   が獲得するコンセッションポイントに基づいて行われる。コンセッションポ

   イントは、2015 年シーズン初めから累積される。 

  1 位 ＝ 3 コンセッションポイント 

  2 位 ＝ 2 コンセッションポイント 

  3 位 ＝ 1 コンセッションポイント 

  

    6 コンセッションポイントに到達したマニュファクチャラーは、 

 

・ 事項 1.15.1.1.A..g により制限なしにテストを行う権利を失う。この

時点より、チームは、事項 1.15.1.A.f)のテスト規制対象となりテス

トは最大 5 日間とされ、マニュファクチャラーは、事項 1.15.1.1.B
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の対象となりテストライダーのみとされる。 

 

・ 次のシーズンより GP サーキットにおけるテストライダーによるテ

ストがキャンセルされ、事項 1.15.1.1.B が適用され、マニュファク

チャラーはテスト用に現在の GP サーキットの中から 3 か所の候補

を上げなければならない。 

 

・ 次のシーズンより各シーズン各ライダー9 基のエンジンの使用がキ

ャンセルされる。次シーズンは、当該マニュファクチャラーのマシン

を使用する全ライダーは事項 2.4.3.3.1.a)の対象となり各シーズン

各ライダー７基のエンジンとなる。 

 

・ エンジン公認規則適用外も次シーズンからキャンセルされる。次シー

ズンはマニュファクチャラーの全エンジンは事項 2.4.３.1.4 に合致

するものとする。 

 

・ 次のシーズンは、最大 6 名のワイルドカードエントリーの権利を失う。

翌シーズンは、マニュファクチャラーはシーズンあたり最大 3 名のワ

イルドカードに限定される。（事項 1.11.10） 

 

  マニュファクチャラーが、一つのシーズン中にコンセッションポイント

  を獲得できない場合、当該マニュファクチャラーのマシンを使用する全

  ライダーは、次シーズンもフルコンセッションという利益を供与できる。 

 

  しかし、前シーズンにコンセッションを受け更にポイントが残っている

  （6 ポイント未満）マニュファクチャラーの場合、６コンセッションポ

  イントに到達するまでコンセッションを失うものとする。残存コンセッ

  ションポイントはその得た日和 2 年間有効とされる。コンセッションポ

  イントは、コンセッションによる利益の無いマニュファクチャラーに対

  して記録されない。 

 

2.4.3 エンジン 

2.4.3.1  エンジンの説明 

 1．使用を認められるエンジンは 4 ストロークの原理で作動するレシプロ式のも  

   のに限定される。 
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  各エンジンシリンダーの垂直切断面およびピストンの断面は、円形でなけれ   

  ばならない。シリンダーおよびピストンの円形断面の直径の相違は、どの 2   

  点で測定しても 5％以下の誤差でなければならない。 

 

 2．エンジンは自然吸気でなければならない。 

 

 3. エンジンの排気量はシリンダーの行程容積によって定められる。すなわち、   

  シリンダーボア面積×ストローク×気筒数である。 

 

    排気量の許容誤差は認められない。 

 

    エンジン排気量は外気温のもとで測定されなければならない。 

 

 4. エンジンの公認は、下記 h)のコンセッション対象となるマニュファクチャラ   

  ーを除き、全ての MotoGP エンジンに適用され、詳細は下記のとおりとする： 

 

 a) 公認済み MotoGP エンジンとは、最初の競技会の車検が終了する以前に     

   Moto GP テクニカルディレクターへ提出された封印済みのサンプルエンジ     

   ン（下記の第 2.4.3.1.5.e.ⅰを参照）とあらゆる面で部品を同一とする、封     

   印済みの全部品装備エンジン（第 2.4.3.3.2 を参照）を指す。 

     また、封印済みの全部品は、同一ライダーの全封印済みエンジン（下記事項

     2.4.3.1.5.e.ⅱを参照）について、同じものとする。封印されていない部品     

   は、すべて自由に変更してよい。これに従って公認された後のフルシーズン

     期間中は、公認済み部品の設計や構成の変更をしてはならない。 

 

 b) 例外として、密封された部分に安全性の問題に関することやパフォーマンス

   上の利点がないと認められた場合は、MSMA MotoGP 委員会における満場

   一致の可決をもって、公認期間中に変更を認めるものとする。このような例

   外は安全面への影響が出る可能性がある明確な問題（例：問題の部分が識別

   されてあるパーツサプライヤーの文書を添付した、部品の過誤部位）を修正

   する場合のみに厳密に限定される。使用済みエンジンを含み、すでに封印さ

   れたエンジンは、MSMA MotoGP 委員全員の同意と MotoGP テクニカル   

   ディレクターもしくはその担当者の監視のもとで、この方法により更新する

   ことができる。競技者がこの方法により公認済みエンジンを修正しようとす

   る場合、変更予定に関する正確な詳細を MSMA MotoGP 委員会へ提出しな

   ければならない。いずれの場合にも、承認された変更に限り許可される。 
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 ｃ）公認済みエンジンのサプライヤーおよび／もしくは公認済みエンジンを使用

   するチームは、大会で使用されるエンジンはテクニカルディレクターの承認

   した封印済みサンプルエンジンと同一のものでなければならない（下記の事

   項 2.4.3.5.1.e.i 参照）、とするレースディレクションによって決定された要   

   件に従わなければならない。 

 

 ｄ）テクニカルディレクターが検証のためにエンジンの封印除去を要求した場合

   下記手順が適用される：  

  

    ・ 検査は次のヨーロッパ大会の車検終了前のテクニカルディレクターお

   よびメーカーもしくは関係チームの間で定めた時間に、次のオプショ

      ンのいずれかで実施される： 

 

   Ⅰ. 検査依頼があった競技会の終了時点。 

 

   Ⅱ. 競技会と競技会の間、メーカーまたはチームのヨーロッパにある 

     ワークショップにおいて。テクニカルディレクターまたはその代

     表者が立ち会い、検査を監視する。 

 

   Ⅲ. 次のヨーロッパ内での競技会で、車検終了前 

 

    ・ インスペクションチェックはヨーロッパ以外の競技会では実施されず、

   次のヨーロッパ大会に予定が組み込まれる。 

 

      ・ 当該ライダーが配分され使用可能になったエンジンを 3 基もつまでは      

     インスペクションチェックは実施されない。 

  

      ・ 検査したエンジンが規則に準拠していることが判明した場合、メーカ     

     ーまたはチームは希望する新たな公認パーツを使用してエンジンをリビ

  ルドし、封印のためにエンジンを再提出する権利を有する。このような

  リビルドエンジンはインスペクション前の使用を含め、合計での使用が

  3600km に制限される。 

 

    ・ 検査したエンジンが規則に準拠しないことが判明した場合、割り当てか

  ら除外され、その分の交換はされない。レースディレクションは、規則

  に非準拠なエンジンが使用された大会にさかのぼり罰則を適用する場 
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  合がある。 

 

   ・ エンジン検査に抗議が生じる場合は、下記の条件が適用される： 

 

  Ⅰ. 全ての抗議はまずその訴えの承認のためレースディレクションに 

      提出される。 

          レースディレクションによって、抗議が軽薄物の場合や、もしくは

    抗議提出チーム自体を有利にする企てであると判断された場合、抗

    議手続き続行の承認を拒否される。 

 

  Ⅱ. エンジンが規則に準拠しているとの結果を得た場合の抗議の場合、

    抗議を提出した当事者は、抗議されたメーカーもしくはチームに       

    対し、輸送運賃およびエンジンを組みなおす費用の負担のために合

    計 5,000 ユーロの支払いが要求される。 

 

 e) 各マニュファクチャラーは、シーズン用に最大３つの仕様のエンジンを公認す

  る事が出来る。これら異なった仕様には前年に公認されたエンジンを含むこと

  ができるが当該年度の規則に準拠していなければならない。 

 

   マニュファクチャラーがコンセッションを失い、次シーズンのエンジン公認対

  象となった場合、最初のシーズンのみ、供給されるチーム数により仕様の最大

  数が定められる。 

 

  ・ ファクトリーチーム＋２つのサテライトチーム ＝ ３仕様 

  ・ ファクトリーチーム＋３つのサテライトチーム ＝ ４仕様 

  ・ ファクトリーチーム＋４つのサテライトチーム ＝ ５仕様 

 

  各マニュファクチャラーは、１つのチームをファクトリーチームとし、当該チ

  ームに所属するライダーは同じ仕様の公認エンジンを使用しなければならない。 

 

  各ライダーは、シーズンの第１戦前までにシーズンに使用する公認エンジンの

  内の一つの仕様を選択しなければならない。ファクトリーチームとして任命さ

  れなかった他のチームは、各ライダーの仕様がこれと異なってもよい。 
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ｆ）エンジン仕様の確認については、メーカーは以下の 2 種類の選択肢から選ぶ  

 ことができる： 

 

  Ⅰ. シーズン最初の競技会のテクニカルコントロール終了前に、事項 2.4.3.3.2

    に準拠して封印するために、仕様ごとに 1 基のサンプルエンジンを提出す

    る。このエンジンの部品で、例えばピストン、コンロッド、バルブなど、

    同一の部品が複数ある場合には、各部品につき、ピストン 1 個、コンロッ

    ド 1 個、バルブ 1 個など、1 個ずつが装備されていればよい。このエン 

    ジンの部品はすべて使用済みの部品でよい。あるいは、 

 

  Ⅱ. ひとりのライダーがそのシーズンで使用できる全てのエンジンを、最初の

    競技会の初日前に封印する。そのようなエンジンは全て、事項 2.4.3.3.2 

    の要件を満たすような封印ができるための準備がされていなければならず、

    シーズンの初戦、第一プラクティスセッション前にテクニカルディレクタ

      ーまたはその担当者によって封印されるものとする。ライダーのための全   

    てのエンジンは同一仕様である必要があり、このオプションを選択する場

    合には、初戦に先だち、テクニカルコントロール終了前にサンプルエンジ

    ンを提出しなくてもよい。しかしながら、エンジン寿命を終えてチームの

    割り当てから除かれた各ライダーの最初のエンジンは、エンジン精査にい

    つでも使用できるよう、サンプルエンジンとして封印されたまま保存され

    ているものとする。 

 

    サンプルエンジンが上記Ⅰにある封印のために提出された場合、その他異

    なる仕様のエンジンも提出できるがそれはパーツに限られる。本来の提出

    しなければならないサンプルエンジンと異なるパーツも、封印のため適切

    なコンテナに入れられ提出されなければならない。 

 

 g) 上記公認手順は、事項 2.4.3.3.4 の割り当てられたエンジン、使用した追加   

  のエンジンを含むライダーが使用する全てのエンジンに適用される。 

 

 h) 事項 2.4.２に則りコンセッション対象のマニュファクチャラーからのエン    

   ジンは、エンジン公認規則の適用外とされる。適用除外期間は事項 2.4.2.3   

   に従い定められる。 
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2.4.3.3  エンジン耐久性 

 MotoGP クラス 

1. 年間契約ライダーに使用が認められるエンジンの数は、そのシーズンに予定さ

れている最大 20 レースにおいて７基に規制される。この規制は、GP 競技会

において全プラクティスセッションおよびレースに適用される。GP 競技会以

外でテストに使用されるエンジンについては規制されない。 

 

        ただし以下の事項および例外が適用される： 

a) 事項 2.4.2 に従い、コンセッションの対象のマニュファクチャラーからの

マシンを使用する契約ライダーは、そのシーズンに予定されている最大

20 レースにおいてエンジン９基に規制される。コンセッション期間は事

項 2.4.2.3 に従い定められる。 

 

    b) 何らかの理由でライダーが交代する場合、その代替ライダーは、当初の     

     ライダーのエンジン割り当てを引き継ぐものとする。 

 

    c)  各ワイルドカードエントリーは、各競技会期間中に 3 基のエンジンを専        

        用使用することが認められる。 

 

2. 各ライダーが占有使用出来るエンジンは、初めて使用する前にテクニカルディ

レクターや担当者による刻印と封印がされなければならない。新たなエンジン

の使用についてはチームが責任を持ってテクニカルディレクターにエンジン

登録を申請することは義務とされる。登録され初めて使用した後は、同じチー

ム内であってもライダー間でのエンジンの交換は認められない。新エンジンは、

そのエンジンを搭載したモーターサイクルがピットレーン出口のトランスポ

ンダータイミングポイントを通過した時点で使用したものとみなされる。 

 

3. エンジンは以下の条件を満たすべく（ワイヤー、ID タブ、ステッカーなどによ

り）封印される： 

 

    a) タイミングシステムに手を加えることはできない 

      （例：ヘッドカバーはシリンダーヘッドにワイヤーで固定） 

 

    b) タイミングドライブシステムに手を加えることはできない 

      （例：ギアトレーン／チェーンカバーが取り外せないようワイヤーで固定） 
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    c) シリンダーヘッド、シリンダーブロック（もしある場合）はエンジンから    

       取り外すことはできない（例：シリンダーヘッドはシリンダーブロックに、

    シリンダーブロックはエンジンクランクケースにそれぞれワイヤーで固定） 

 

   d) クランクケースを開けることはできない（例：クランクケースの両半分が    

      ワイヤーで固定） 

 

  ワイヤリングの封印を取り外さずにアクセスできるパーツはすべて交換するこ

  とができる。テクニカルディレクターや担当者の監視外で封印やワイヤリング

  の開封もしくは取り外しを行った場合、エンジンの改造とみなされ、封印の破

  損、改ざんまたは損失したエンジンは割り当て上、新エンジンとみなされる。 

 

4. 何らかの理由により（例：マシンの故障、クラッシュによる大きな破損など）

参加者が上記の割り当て数を越えてさらなるエンジンの使用が必要とされる

場合、新エンジンを使用する前にテクニカルディレクターに対してその旨を通

知しなければならず、レースディレクションは競技規則に則り適切なペナルテ

ィを科す。事項 1.21.20 

 

     破損したエンジンは割り当て数から削除され、それが再度使用される場合は

   新エンジンとして扱われ、適切な罰則が適用される。 

 

5. 封印の破損や除去がされない限り、封印された割り当て済みエンジンのマシン

への搭載と使用可能回数に制限はない。ライダーの割り当て内で、封印済みの

別のエンジンへの交換（新規もしくは使用済み）はペナルティーの対象とはな

らない。 

 

2.4.3.5. エレクトロニクス 

1. GPS 

 MotoGP クラスにおいて、オーガナイザーによって供給され、メディアやプロモ

 ーション目的に使用される GPS ユニット以外のサテライトグローバルポジショ

 ニングシステム（GPS または同等のもの）は許可されていない。GPS や同

 様のシステムはチャンピオンシップオーガナイザー（以下「オーガナイザー」）

 の指示以外では、マシンのどの部分にも（有線または無線で）接続することがで

 きない。具体的には GPS 信号を用いてエンジンやバイクの性能のあらゆる側面

 を制御することが禁止されている。オーガナイザーは練習走行（またはレース）

 後のみ各チームへ GPS データを供給することができる。 
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2. タイヤセンサー 

 タイヤの空気圧および温度測定をし、記録するタイヤエアプレッシャーセンサー

 (TAPS)は下記条件の基に義務とされる。 

 

 ・ タイヤとともに全てのホイール（フロント及びリア）は、TAPS が備えられ、

   モーターサイクルにホイールが装着されている間は常にデータを記録してい  

  なければならない。 

 

 ・ テクニカルディレクター及びスタッフ、公式タイヤサプライヤーのスタッフ

   は如何なる時でもタイヤの圧と温度を確認することが出来る。 

 

 ・ その計測は通常携帯 RF 受信機で行われ、タイヤデータのみ受信できる。例   

   外的状況（例：事故または安全が懸念される場合）においては、テクニカル

   ディレクターは ECU/データロガーに記録されたタイヤデータの提供を要求

   することが出来、チームはこの要求に従わなければならない。 

 

 ・ TAPS 機器はテクニカルディレクターにより承認されたものでなければなら

   ない。現在マニュファクチャラーのセンサー公認書リストに明記されているセ

    ンサーは、2018 年末まで使用が認められ、改造センサーの公認申請を希望す

    るマニュファクチャラーは、まず初めにテクニカルディレクターに承認を得る

    ために提出される。 

 

・ 制御されたシグナルを持つ TAPS 機器を使用するチームは、全てのセンサー

のアクセスコード/アドレスをテクニカルディレクターに提供しなければな

らない。 

 

・ TAPS 機器が正確なデータを送信していない疑いのある場合、テクニカルデ

ィレクターは、当該 TAPS を取り外し、分析機関に送ることが出来る。 

 

・ 各センサーＩＤが承認されたCANを介してECUに伝達されなければならな

い、すなわちこの ID データが計時用トランスポンダー(X2)に CAN パケット

0x0CC に送られることは義務とする。公式 ECU サプライヤーま情報又はテ

クニカルディレクターによる詳細情報を参照すること。 
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3. ECU 及び IMU  

 a) ハードウェア 

 i) オーガナイザーによって供給される公式 MotoGP 電子コントロールユニット  

 （ECU）は、一切改造または追加が認められず、全マシンに義務とする。 

 

  公式 MotoGP ECU という特定のタイプのみ使用が認められ、GP イベントの 

   MotoGP マシンに使用されるいかなるタイプの ECU もテクニカルディレクタ

  ーへの申請が必要とされる。 

 

 ii) この ECU への/からのコネクションは MotoGP ECU コネクション図に従わ

   なければならない。本規則附則 MotoGP 図 2 を参照。 

 

 ⅲ) ECU からアクチュエータへの信号を変更してしまう如何なる追加の機器また

     はモジュールも禁止される。インジェクター、バイパスシステム、可変長イ

     ンテークシステム、イグニッション、バルブ（タイミングシステム及びエキ

     ゾースト含む）を含む全てのエンジンマネージメントシステムは、一切改造

     されていないオリジナルの ECU シグナルによって作動しなければならない。 

 

   ECU からのロジックシグナルを変更せず、パワーモジュールの使用が認めら

   れ、外部電源も認められる。 

 

  パワーモジュールとは、下記のモジュールのことをいう。 

  ・ 電力インプット 

   ・ MotoGP ECU からのインプット 

  ・ アクチュエータへのアウトプット 

 

 iv)公式 MotoGP 慣性計測装置（IMU）※の、非改造または非追加工せずに占用す

  ることは全てのマシンの義務とする。 

 

  この特殊タイプの公式 MotoGP 慣性計測装置（IMU）の使用のみ認められ、  

  MotoGP マシンに使用される全ての IMU はテクニカルディレクターに登録し   

  なければならない。 

 

  慣性計測装置（IMU）は、本規則においてはセンサーとは考慮されないことか

  ら、センサー規則は適用されない。 

  ※MotoGP 指定の IMU は Magneti Marelli IPS-160 とする。 
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 v)ＣＡＮデカプラーが必要な場合、公式 MotoGP 統一ＣＡＮデカプラー※※が使 

  用することが出来るが、非改造、非加工でなければならない。 

 

   この特殊タイプの公式 MotoGPＣＡＮデカプラーの使用のみ認められ、  

   MotoGP マシンに使用される全ての CAN デカプラーはテクニカルディレクタ

  ーに登録しなければならない。 

 

  本規則の範疇として、ＣＡＮデカプラーは、フリーデバイスとして考慮される。

  

  ※※MotoGP 指定の IMU は Magneti Marelli IPS-160 とする。 

 

 b) ソフトウェア 

 ⅰ) エンジン及びシャーシコントロールのための公式 MotoGP ECU 及びＩＭＵ

   ソフトウェアの使用は、全車両義務とされ、レースにおいては、それ以外の

   エンジン及びシャーシコントロールソフトウェアストラテジーのマシンへの

   使用は認められない。 

 

   ＣＡＮアルタネーターに内蔵されたロジック及び関連レギュレーター/パワ   

   ーボックス、並びにＣＡＮアクチュエーター[3.d）.i)参照]は。エンジンコン

   トロール手順には含まれない。しかし、そのようなデバイスとの交信は 3.d).ii)

   で規制される。 

 

   更に、公式 MotoGP ECU ソフトウェアストラテジーアウトプットへの如何

   なる書き換えも、それが例え ECU アウトプットからアクチュエータ―への変

   更が無い場合であっても認められない。（例：ダイノキャリブレーションのた

   めに設計された書き換えツールは、トラック上での使用が認められない。） 

 

   現行承認されている公式 MotoGP ソフトウェアのみ、レース時の MotoGP

   マシンに使用が認められる。 

 

 ⅱ) 選手権に年間契約をしている MSMA MotoGP マニュファクチャラーによる

   満場一致での公式ソフトウェアの変更が要望された場合、オーガナイザーは、

     この変更を受諾しなければならない。この改造にかかる経費はマニュファク

   チャラーの負担とする。 
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 iii) オーガナイザーによって要求された公式ソフトウェアストラテジーへの変更  

  は、選手権に年間契約をしている MSMA MotoGP マニュファクチャラーによ

  る満場一致での承認を得なければならない。承認は、通常のメンテナンスやバ

  グフィックス等ソフトウェアストラテジーを変更しない場合必要とされない。 

 

 ⅳ) ソフトウェア（SW）バージョンチェック。テクニカルディレクターは、   

   MotoGP マシンに使用されているマシンの公式 SW バージョンをどの   

   MotoGP イベントでも行うことが出来る。 

 

   これを実施するために、公認 ECU コネクターが義務とされる。（附則     

   MotoGP 図 1 参照）もしそれが別個のアイテムであったり、マシンに完全   

   に固定されていない場合、シーズンの最初のレース時の車検が終了するまで

     に、各マニュファクチャラー用の３ケーブルサンプルをテクニカルディレ      

   クターに提出しなければならない。 

 

   このチェックは通常、以下の手順を用い、タイムドプラクティス、クォリフ

   ァイセッション及びレース後に行われる。 

 

   ・ テクニカルディレクターは、どのマシンをチェックするか指定し、チェ

     ックはパルクフェルメで行われる。如何なるチームの人員もテクニカル

     ディレターの許可なしにマシンに近づくことは認められない。 

    

   ・ テクニカルディレクターまたは指定された代理の者のみが、承認された

     コンピューター※を使用し、ECU を繋げることが認められ、オフィシャ

     ルサプライヤーの SW チェックツールを使用し SW のバージョンをチ 

  ェックする。オフィシャルサプライヤースタッフとチームメンバーがそ

  のチェックに立ち会うことができる。 

    

   ・ テクニカルディレクターは、車両がＦＩＭ ＧＰ規則に準拠しているか

     確認する為にある特定のデータチャンネルを選択する。テクニカルディ

     レクターは、チームに対して使用されるデータチェンネルを通告し、そ

     の特定のチャンネルデーターが公式ＰＣにダウンロードされる。公式Ｐ

     Ｃから如何なるデータを削除したりチームやマニュファクチャラーの許

     可なしに第三者に提供することは認められない。 

      全てのデータ分析は、チーム及び/またはマニュファクチャラー監督の基

  公式ＰＣ上でのみ行うことが出来る。テクニカルディレクターは、確認



14 
 

  作業中に補助を目的として公式ＥＣＵサプライヤーに要請することが出

  来る。 

 

    ・データがＦＩＭＧＰ規則に準拠していることが確認されたら、直ちに公

     式ＰＣからデータが消去される。 

 

   ・ マシンはテクニカルディレクターの承諾後にチームに返還される。 

 

  もし、テクニカルディレクターが何らかの不可抗力により SW チェック

  に立ち会えない場合、このチェックに代理を立てることが出来る。代理

  者は、テクニカルディレクターの常勤スタッフでなければならず、公式

  ソフトウェアサプライヤーの従業員であってはならない。 

 

     ※承認 PC は安全かつ下記条件を備える。 

   

  ― PC は常に同じものとし、装備等何らかの変更のある場合、事前に 

    MSMA に通達される。 

   

  ― PC はパスワードで保護され、ハードドライブは BitLocker で暗号

    化される。 

   

  ― PC のアクセスポート、USB、SD、CD、はロックされ、ワイヤレ

    ス LAN も不可能とされる。（注：ECU とのコミュニケーションに 

    はイーサネットポートが必要とされるため、IP 及び ECU の 

    Netmask もオフィシャルサプライヤーによる仕様に従って全て同 

      じものとする。 

   

  ― PC は常にテクニカルディレクターの管理下に置かれ彼の許可がな       

     ければいかなるものも使用することはできない。特に、オフィシャ

       ルサプライヤースタッフがオフィシャルサプライヤーSW ツールを       

    ダウンロードする以外に触れることは禁止される。 

   

  ― PC にはオフィシャルサプライヤーの SW チェックツールを稼働さ 

      せるための最小限のオペレーションシステムしか備えられず、この

       目的にのみ使用される。（特にインターネットブラウジングに使用       

    されない） 
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 v) 公式 Moto GP ECU ソフトウェアの全キャリブレーションパラメーターは   

   マシンが MotoGP 大会のトラック上を走行している間は備えられたままで   

   なければならない。キャリブレーションパラメーターは、マシンがピットレ

   ーン、ピットボックス内またはパドックで停止している状態の場合、または

   トラックセッション以外（例：レース前のグリッド上）の場合、チームによ

   って変更が認められる。 

 

   備えられた異なるタイプのキャリブレーターを、マシンが動いている（例：

   マップスイッチング）状態である場合に変更することが出来る。しかし、こ

   れはライダーが手動で行わなければならない。 

 

   テクニカルディレクターは、トラック上を走行しているマシンがキャリブレ

   ーションパラメーターが変更されていないか確認することが出来る。そのた

   めには、チームは、公式 ECU サプライヤーに対して下記事項 2.4.3.5.3.e)   

   に従って特定チャンネルのデーターログを提出することが要求される場合   

   がある。 

 

   最新のチェッキングチャンネルリストは、公式 ECU サプライヤーによって、

   新たな公式 MotoGP ECU ソフトウェアのバージョンの発表と同時に提供   

   されなければならない。 

 

  c) センサー： 

      公式 MotoGP ソフトウェアにインプットするセンサーに認められる入力は   

   電力のみとする。そのセンサーの出力は、電力以外のものであってはならず

   測定するための物理的寸法（例：そのようなセンサーの出力は他のセンサー

   やコンピューターユニットからの信号によって交換、変更されてはならない）

   及び出力はＥＣＵに元のままのデータを送信するものとする。 

 

    MotoGP マシンの全てのセンサー及び捕捉デバイスは以下の手順に従って公

   認されなければならない。 

 

 ・ 各シーズン、モーターサイクルマニュファクチャラーは、センサー詳細、機

   能及び下記を記した公式用紙を使用し、テクニカルディレクターに公認申請

   を提出しなければならない。 

   Ⅰ.  第三者による一般向けセンサー： 

  必要とされる情報は、サプライヤーのセンサーID コードとする。 
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  そのようなセンサーは、サプライヤーから供給されるものを公認するが、

  ワイヤリング及びコネクターは変更または改造されても良い。 

 

   Ⅱ. モーターサイクルマニュファクチャラーによって登録されたセンサー： 

  必要とされる情報は、センサーID コード、価格及び入手の可能性/告知 

  期間。 

  そのようなセンサーは、マニュファクチャラーが生産したものを公認と

  するが、ワイヤリング及びコネクターは変更または改造されても良い。

  公認は、価格及びそのセンサーが市場に出回るものが同様のテクノロ 

  ジーを有し、適正に入手できものとし、テクニカルディレクターの単独

  裁量により決定される。 

 

 ・ 公認の申請は、第 3 回公式プレシーズンテスト（201９年 2 月 15 日）終了

   後 7 日以内に提出されなければならない。 

 

 ・ シーズン中、モーターサイクルマニュファクチャラーは、テクニカルディレ

   クターに対し、最新版公認用紙を提出し、リストにセンサーの追加を要請す

   ることができる。すでに公認されているセンサーはシーズ中にリストから除

   外されることはない。 

 

 ・ 公認期間は 1 シーズンとし、シーズン中のセンサー仕様の変更は特別な状況

   （安全上の改正等）及び MSMA 全会一致の要求がテクニカルディレクタ   

   ーになされた場合に認められる。 

 

 ・ 公認センサーリストは FIM より公表される。 

 

 ・ 要求された場合、関連マニュファクチャラーは、公認センサーを同価格及び

   同告知期間等の条件で全チームに供給することを請け負わなければならな   

   い。 

 

 ・ 公認に関して下記例外がある。 

    

   Ⅰ.  センサーは、フリーデバイスリストに含まれている場合（下記参照） 

 

   Ⅱ.  非公認センサーはテスト及び大会時のフリープラクティス４及びウォ     

  ームアップセッションで使用することが出来る。公認センサーは、大会
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  中のその他の走行枠でクォリファイ及びレースで使用することが可能 

  とされる。 

 

   Ⅲ.  各マニュファクチャラーは、全 MotoGP チーム供給できるできないに  

  関わらず、追加センサーを指定することが出来る。この指定センサーは、

  シーズン中のクォリファイ及びレースを含む全てのセッションに認め 

  られるが、データ記録（ロギング）としてのみ認められる。如何なるセ

  ンサーまたはデータロガーとして以外のデバイスを入力するために使 

  用されてはならず、ECU コントロールストラテジーにいかなる影響を 

  も与えてはならない。ワイヤリングハーネスへのコネクションは、テク

  ニカルディレクターが、センサーからのワイヤリングコネクションを黄

  色（最低 50mm の長さの黄色）とすることで判別できなければならな 

  い。センサーと CAN の間をコネクションワイヤリングでセンサーが 

  CAN コンバーターに直接繋がれる場合、全体的に黄色としなければなら

  ない。この追加センサーに関するテクニカルディレクターへの詳細通知

  は、公認センサーと同じ様式を使用し、同じ時期に行われなければなら

  ない。 

 

  d) フリーデバイス 

 ⅰ) 公認センサー以外に、認められるフリーデバイスリストが存在する。 

・ 全てのアクチュエーター（フュエルインジェクター、イグニッション

コイル、エレクトリックモーター、アクチュエーションコイル、フュ

エルポンプ、クーラントポンプ、エンジンラブリカントポンプ） 

 

・ オルタネーター及び関連レギュレーター/パワーボックス 

 

・ ダッシュボード及びメッセージディスプレイデバイス 

 

・ イナーシャル（慣性）プラットフォーム（オーガナイザーによって公

認された CAN プロトコールに最大 2IPs が認められる。） 

 

・ ワイヤリングハーネス 

 

・ オーガナイザーによって特に認められたその他デバイス 

（例：統一ＣＡＮデカプラー） 

  ⅱ) オーガナイザーによって個人所有の CAN デバイス（カリブレーションツー   
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   ル、外部データロガー）が認められた場合、全ての CAN プロトコールがオ   

   ーガナイザーによって承認されなければならない。 

 

   公式 MotoGP 統一ソフトウェア（ＵＳＷ）またはＵＳＷによって示されるデ

   ータ（例：車両速度）、特にＩＭＵシグナルを遮断する（別ルート及び/また

   はＥＣＵを介して転送するか）もののみがＣＡＮアルタネーター及び関連レ

   ギュレーターやパワーボックス並びにＣＡＮアクチュエーターを作動出来る。

  （3.d）i)参照 

 

   マニュファクチャラーまたはオフィシャル ECU サプライヤーが取られなけ   

   ればならない手順及び実施に要する経費、そのデバイスによって起こりうる

   リスクはマニュファクチャラーが負担しなければならない。 

 

 ⅲ) フリーデバイスは公認制度が適用されないが、他のマニュファクチャラーが

   チェックするために下記について開示しなければならない。 

・ マニュファクチャラー（チェックする側）は、他のマニュファクチャ

ラー（オーナー）の特定マシンのデバイスをチェックする。デバイス

はテクニカルディレクターによってレース後に取り外され、チェック

するマニュファクチャラーに渡される。 

 

・ チェックするマニュファクチャラーは、デバイスチェックのために 7

日間を許され、オーナーが要請した場合、オーナー代表がそのチェッ

ク時に立ち会うことが出来る。 

 

・ チェックのプロセス及びチェックの結果詳細は、MSMA MotoGP メ

ンバーに送られる。必要に応じてテクニカルディレクターにも送付さ

れる。 

 

・ 必要に応じて、チェックするマニュファクチャラーは構成部品に与え

た損傷または紛失に対して賠償しなければならない。 

 

・ マニュファクチャラーは、それが同じ構成部品または異なる構成部品

に関わらず、1 シーズンにおいて 5 つを超えるデバイスチェックを要

求することはできない。 
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 e) データロギング 

  マニュファクチャラーとオーガナイザー間の別で定める同意事項に記載され  

  ている特別条件によって捕捉チャンネルデータの確認が要求される場合がある。 

 

2.4.3.6  フュエルシステム 

 MotoGP クラス フュエルシステム 

 1.  MotoGP クラスで認められる最大燃料圧力は毎時 50 リットルの再循環流   

    量で 10 気圧とする。 

 

a) テクニカルディレクターによって指定されているように、公式に承認され

たフュエルプレッシャーレギュレーターを使用することが義務とされる。

この公式のレギュレーターは、インジェクターに使用可能な最大燃料圧力

が 10 気圧以上にならないよう、燃料ポンプの下流に装着されなければな

らない。 

 

    公式レギュレーターマニュファクチャラーは、MotoGP チームから要請

  があれば、毎時 50 リットルで 10 気圧以上提供することができないと 

  いう条件で、低い圧力及び／またはより高い流量に設定してレギュレー

  ターを供給することができる。 

 

b)  フュエルプレッシャーをより低下させ、制御する為、追加のレギュレー

ターを公式レギュレーターと組み合わせて使用することができる。しかし

10 気圧以上のインジェクターに燃料圧力の増加を促すデバイスやストラ

テジーはシステム内のどの場所においても使用できない。 

 

c)  承認されたフュエルプレッシャーレギュレーターは、レギュレーターマ

ニュファクチャラーによって封印、刻印そして認定される。またテクニカ

ルディレクターによっていつでも検査され、および／またはテストのため

に取り外される場合がある。 

 

d) テクニカルディレクターからのリクエストがあれば、チームは燃料圧力調

整器の位置が含まれている燃料システムの概略図を提出しなければならな

い。 

 

e) レギュレーターによってフュエルプレッシャーと供給される流量を測定す

る際、公式承認レギュレーターメーカーが指定する許容範囲が考慮される。 
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2.4.3.7  エキゾースト 

 1. エキゾーストの排出口は、リアタイヤの後端に沿って直線に引かれた線より  

  後ろに突出してはならない。 

 

 2. 安全上の理由から、エキゾーストパイプの露出した端部は鋭利な面とせず、  

  丸みをつけなければならない。 

 

 3. 可変長エキゾーストシステムの使用は認められない。 

 

 4. 排気ガス再循環（EGR）システムの使用は認められない。 

 

2.4.3.8  制御システム 

 1. MotoGP クラスについては、油圧および／または空気圧動力システムはシリ   

  ンダーの吸気口／排気バルブスプリングを除き、いずれも使用を認められない

  マシンに搭載された油圧系統は、以下に明確化されているとおり、ライダーの

  手動操作によってのみ作動すること、 

 

 ブレーキ／クラッチ用のマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による

一般的な油圧制御は許可される。 

 

 ニューマチック（空気圧）エンジンバルブ閉鎖システムは MotpGP クラスの

みで許可される。 

 

 エンジンの潤滑／冷却用のオイル／水ポンプは使用を認められる。 

 

 潤滑、冷却以外の目的（油圧制御システムなど）でのエンジン潤滑オイルの

使用は許可されない。 

 

 2. 油圧式および／または電気／電子システムによって駆動される可変バルブタイ

  ミングと可変バルブリフトシステムの使用は認められない。 
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2.4.3.9  トランスミッション 

 1.  ギア比は最大 6 速とする。 

 

a) MotoGP クラスでは、ギア比（ギアのペア）の許容総数 24 のギアレシ

オを使用でき、さらにシーズンごとにプライマリドライブに 4 つの異な

る全体比が加えられる。 

 

b) チームはシーズンの最初のレース前に各ギアの速度のために選択された

全てのギア比を申請する必要があり、そのギア比のみシーズンを通して

使用することができる。シーズンの最初のレース前に申請していないギ

ア比をシーズン中に使用することはできない。 

 

 2.  ツインクラッチトランスミッションシステム（DSG）の使用は認められな      

    い。 

 

 3.  無段変速機（CVT）の使用は認められない。 

 

 4.  自動変速装置は不可とされる。クイックシフターシステムの補助機能が付      

    いたマニュアルトランスミッションの使用は認められる。 

 

2.4.3.10 素材 

 備考：ここでの「X 基準合金」や「X の素材」は要素 X(例えば鉄、鉄または鉄を

       基準とした合金)が％w/w のもとに、合金の中でも最もすぐれた要素でなけ

       ればならないことを意味する。 

 

 1.  下記部品の構造にチタニウムを使用することは禁止される。 

  ・ フレーム/シャーシ、ただしボルト及びファスナーを除く。（シャー

    シがどのパーツによって構成されるかは、テクニカルディレクター

       ンも決定が最終とされる。） 

 

・ スイングアーム、ボルト及びファスナー除く。 

  

・ スイングアームスピンドル 

 

・ ホイールスピンドル（ホイールスピンドルについては軽合金の使用も

また禁止される。 
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・ ハンドルバー 

 

・ フロンとサスペンションインナー及びアウターチューブ及びボトム

（例：アクスルマウントポイント） 

 

・ ショックアブソーバーピストンシャフト及びダンパーチューブ 

 

2. クランクシャフトとカムシャフトの基本構造は鉄素材、スチールまたは鋳鉄     

  製のものでなければばらない。バランスを保つことを目的とした上でクラン 

  クシャフトに異なる材料を組み込むことは許可される。 

 

 3.  ピストン、シリンダーヘッドおよびシリンダーブロックについてはカーボン

    またはアラミドファイバー強化素材を用いた複合構造であってはならない。 

 

 4.  ブレーキキャリパーには、弾力係数 80Gpa 以下のアルミニウム素材を使用

   しなければならない。 

 

 ５ ブレーキホースからブレーキキャリパー及びブレーキマスターシリンダーへ

   の全てのコネクター（フロント及びリア）には、引張強度 500Mpa 以上の

   スチールまたはチタニウム合金性の構造部品でなければならない。 

 

 ６  モーターサイクルおよびエンジンのいかなる部分にも弾力 50Gpa/       

    (g/cm3)以上の金属素材を使用してはならない。 

 ７  MMC（金属マトリックス複合材料）と FRM（繊維強化金属）の使用は禁   

    止される。 

 

 ８  MotoGP クラスにおいては、空洞構造のコネクティングロッドの使用は認   

   められない。直径２㎜以下のオイルギャラリーをコネクティングロッドに組

   み込むことは認められる。 

 

2.4.4  シャーシ 

2.4.4.1  重量 

 1.  以下が許容される最低重量である： 

    MotoGP 800 ㏄まで  車両  150 ㎏ 

   801－1000 ㏄  車両  157 ㎏ 
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 2.  最低車両重量を満たすためにバラストの追加が認められる。 

 

 3.  車両重量は初回の車検にて検査される。しかしメインの重量検査は、プラ   

   クティスセッションあるいはレース終了後に実施される。マシンの重量は、

   競技出場時の状態、すなわち燃料タンクを搭載した状態でノーマルレベルの

   オイルと水に加え、計時用トランスポンダー、カメラ機材、電子データログ

   機材等の追加装備品を搭載した状態で計測される。 

 

2.4.4.2  安全性と構造基準 

 注：図１，２，３も参照のこと。 

 

 1.  シャーシデザインと構造 

   シャーシはプロトタイプのものであるとし、FIM グランプリ技術規則の定め

   る範囲内で、その設計や構造は自由とする。プロトタイプ以外の車両（つま

   り一般公道用として製作されるシリーズプロダクションなど）のメインフレ

   ーム、スイングアーム、燃料タンク、シートおよびフェアリング／ボディー

   ワークの使用は認められない。 

 

 2.  スロットルツイストグリップ 

   スロットルツイストグリップは、手を離したときに自動的に閉じられるもの

   とする。 

 

 3.  ステアリング 

   a) ハンドルバーの幅は最低 450 ㎜とし、先端はソリッドまたはゴムで覆  

  われたものとする。ハンドルバーの幅とは、ハンドルバーグリップまた

   はスロットルツイストグリップの外側の間隔を測定されたものとする。 

 

   b) ステアリングは中心線の両側に最低 15°にわたって可動しなくてはな 

  らない。 

 

   c) ステアリングロックした状態で、ハンドルバーと燃料タンクフレーム及び

  ／または車体の間に、最低 30 ㎜のクリアランスを確保するために、スト

     ップを設置しなければならない。 
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 4. フットレスト 

   フットレストの先端は丸みがあり、中空でなく、半径が最低 8 ㎜の球状であ

   ること。 

 

 5. ハンドルバーレバー 

   レバーの長さは回転軸から測定して 200 ㎜以上あってはならない。 

 

 6. クリアランス 

   a) マシンは荷重のかからない状態で、タイヤ以外が路面に接しないまま垂

  直状態から 50°の角度で傾けることが可能でなければならない。 

 

   b)  サスペンションおよび全てのリアホイールアジャストメントの位置にか

  かわらず、タイヤの円周に沿って常に最低 15 ㎜のクリアランスがなく 

  てはならない。 

 

 7. ブリザーパイプ 

   エンジンまたはギヤボックスからのブリザーパイプは、エアボックスおよび

   ／もしくは適切な容器に排出しなくてはならない。 

 

 8.  チェーンガード 

     チェーンガードは、リアホイールのロワードライブチェーンとドライブスプ

   ロケットの溝の間に挟まれないように取り付けられていなければならない。 

 

 9. エンジンカバー 

側面のエンジンカバーにはオイルが含まれており、衝突時に地面と接触する  

可能性があるので複合材料、例えばナイロンやカーボンまたはケブラー®で

   作られたセカンドカバーで保護しなければならない。アルミニウム

またはス  チールからできているプレートおよび／またはバーも許可され

ている。これ  らすべてのデバイスは、突然の衝撃や摩耗に対して耐性が

あるよう設計され  なければならず、適切かつ確実に固定しなければなら

ない。 

 

   このような保護はテクニカルディレクターの指示により、MotoGP クラスの

   ノンプロトタイプエンジンにも必須である。 
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 10. タイミングトランスポンダー 

  a)  全てのマシンは、正しい位置に、エントリーしているクラスに対して正

  しいタイプの計時トランスポンダーを取り付ける必要がある。トランス

  ポンダーはオフシャルタイムキーパーにより承認または供給されたもの

  でなければならず、タイムキーパーの助言およびテクニカルディレクタ

  ーの承認したマシンの位置に固定しなければならない。 

 

  b) トランスポンダーは、マシンがピットまたはトラック上にあろうと、また、

    ライダーがエンジンを切ったとしても常に電源が供給されるものでなけ    

    ればならない。 

 

  c) X2 トランスポンダーが能を最大限に発揮し十分な冷却を得るためにモータ

     ーサイクルの前部ラヂエターの下、モーターサイクルの後方に 10cm 以内     

   の誤差内で取り付けられていなければならない。フェアリングは、トランス

     ポンダーの下に下記寸法を持つケブラーウィンドーがなければならない。 

 

     トランスポンダー本体より前部に 6cm、後部に 6cm、また両側に 3cm を     

   カバーしていなければならない。トランスポンダー及びケブラーウィンドー

     は、メタリックテープまたはその他トランスポンダー機能を妨げる材質のも

     ので覆われてはならない。 

  

 d）トランスポンダーは、ワイヤリング、電源、データーやシグナルの入力／出   

   力を含め、オーガナイザーからの要求通りに完全に機能する必要がある。シ

   グナルがマシンに表示される必要がある場合、テクニカルディレクターの承

   認によって表示装置（例えばダッシュボード）が適合され、完全に機能され

   なければならない。 

 

 ｅ）モトＧＰクラスにおけるバーチャルピットボードメッセージシステム(VPB) 

   は任意とするが、使用される場合、ドルナタイムキーピングが定期的に発行

   するテクニカルプロトコールに従わなければならない。ダッシュボードは、

   現行の VPB 書類に含まれるプロトコールに従ってチームが送信したメッセ  

   ージそのもの及びタイムキーピング/ＴＶが受信したものが表示されるもの   

   でなけれなければならない。 
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 11. オンボードカメラ 

   オーガナイザーが車載カメラの搭載を、第 1.21.13 に記載されている通り、

   チームに要請した場合、カメラとその付属機器は全てのプラクティスセッシ

   ョンおよびレース中、またはオーガナイザーの要求通りに、搭載されていな

   ければならない。 

 

   カメラと付属機器は遅くとも競技会のプラクティス初日の前日午前 10 時ま  

   でに搭載を指定されたチームに供給される。 

 

   チームは、カメラ装着の供給を委託された業者が搭載作業を行いやすいよう、

   妥当な範囲で関係者を受け入れ協力しなければならない。 

 

   全ての車載カメラ装置は取付説明書に従ってオーガナイザーが指定したマシ

   ンの場所に装着しなければならない。このような装着の詳細については前シ

   ーズンの 7 月までにメーカーやチームに伝達される。 

 

 12. セーフティーライト 

   全てのモーターサイクルには、雨または視界が悪いコンディション時にレー

   スディレクションの指示により使用するレッドライト機能をマシンの後部に

   取り付けなければならない。チームは、レインタイヤが装着されているとき

   はいつでもライトがオンになっていることを確認する必要がある。 

 

   ライトは以下を遵守しなければならない： 

 

a) ライトの向きはマシンの中心線（モーターサイクル走行方向）と平行、

かつ後から少なくともマシン中心線の左右両側に 15°の角度にはっ

きりと見えなければならない。 

 

b) ほぼマシンの中心線上のシート／後部車体、テクニカルディレクター

が承認した位置に取り付けられる。取付位置や視界をめぐる問題が発

生した際には、テクニカル ディレクターが最終判断を下す。 

 

  c) 電源出力／同等光度：10－15W（白熱灯） 0.6－1.8W（LED） 

  

d) セーフティーライト用電源は、マシンのメインワイヤリングおよび  
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 電池から分離される。 

2.4.4.3  ブレーキ 

 1. モーターサイクルには各ホイールに最低１つ、独立操作のできるブレーキが   

   装備されていなくてはならない。 

 

 2.  MotoGP クラスにおいて、許可されているカーボンブレーキディスクの最   

   大径は、つまり：320 ㎜および 340mm である。 

  

   特定のサーキットでは、安全性を理由に、340mm のカーボンブレーキディ

   スクの使用がレースをする上で必須となっている。現在、340mm ブレーキ

   ディスクの使用が義務付けられているサーキットは次の通りである： 

 

   Ⅰ. もてぎ（日本） 

 

 3. 全クラスにおいて、ブレーキディスクのセラミック複合素材の割合は質量の   

   2％を超えてはならない。 

 

   セラミック素材とは、無機、非金属個体と定義されている。 

   （例：Al2O3, SiC, B4C, Ti5Si3, SiO2, Si3N4） 

 

   その他認められる材質に関してはブレーキ構造素材事項 2.4.3.10.4)及び 5)

   を参照 

 

 4. 誤って別のマシンと衝突した際に作動するハンドルブレーキレバーを保護す   

   るために、モーターサイクルは、ブレーキレバープロテクションを装着する

   必要がある。許容されるプロテクションには、正面から見てブレーキレバー

   をカバーするために十分に拡張されたフェアリングが含まれている。 

 

   このようなデバイスは効果的に機能するために十分な強度を持っていなけれ

   ばならない。また、負傷またはそれに引っかかるなどライダーのリスクにな

   らないよう設計されなければならない。またそれは（テクニカルディレクタ

   ーの判断で）危険なフィッティングとみなされないような装着が必要とされ

   る。 
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   ブレーキレバープロテクションがブレーキシステムの一部（例：ブレーキマ

   スターシリンダー）に接触している場合、適切なブレーキ操作を妨げている

   旨を、ブレーキシステムメーカーはテクニカルディレクターに対して書面で

   正式に申し出る必要がある。 

 

 ５．アンチロックブレーキシステム（ABS）の使用は許可されていない。ブレー

   キングはライダーの手動操作によってのみ作動、コントロールする必要があ

   る。ブレーキシステムのマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による

   従来の油圧制御は許可される（事項 2.4.3.8 制御システム 参照）。しかし

   電子的または機械的なシステムによるブレーキ圧の増加や制御は不可である

   ライダーの直接的マニュアル操作は許される。具体的には、ライダーがブレ

   ーキを適用する際にロックする車輪を防ぐよう設計されたブレーキシステム

     は禁止されている。 

 

6. MotoGP クラスにおいて、ブレーキサプライヤーはカスタマーチームに        

MotoGP シーズンパッケージのフロントブレーキを、ライダー1 人あたり   

70,000 ユーロ（付加価値税を除く、貨物運賃を除く）以下の価格で販売する

ことを約束する。 

  

   そのパッケージは、MotoGP ワンシーズンでライダー1 人に必要なベーシッ

   クな最低限のドライウェザー用の前輪ブレーキが含まれていることを意図   

   する。また、（チームの選択で、オプション A もしくは B）の構成となってい

   る： 

 

・ 左側 3 つ ＋ 右側 3 つのキャリパー（下記 d. 材料の制限に従って

いる） 

 

・ マスターシリンダー  3 個 

 

・ カーボンディスク  10 枚 ※ 

 

・ カーボンパッド  28 枚 ※ 

 

※ カーボンディスクのある特定部分のサイズが規則によって規制

される場合、最低限各規制サイズに加えて十分な数の当該サイズ
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のブレーキパッドも含まれていなければならない。 

a) 各ブレーキサプライヤーは、そのパッケージで使用可能なアイテムのリス

トを、個々の価格および識別文書とともに、オーガナイザーへ提出しなけ

ればならない。 

 

・ オーガナイザーによって決定される価格は、「合理的な市場価格」基

準に準拠していなければならない。 

 

・ 識別文書は、テクニカルディレクターが許可コンポーネントを識別で

きるよう、テクニカルディレクターが要求したように、また承認され

るものでなければならない（例えば、図面および／または刻印された

部品の主な寸法、重量および刻印された部品に対応する機能を示す

表）。このような識別文書はテクニカルディレクターの使用だけに限

られ、極秘で、公開はされない。 

 

・ このインフォメーションの提出期限は 7 日で、シーズンの第 3 回公

式 MotoGP テスト終了後(すなわち、2019 年 2 月 15 日)である。 

 

b) チームが選択できるよう、同じパーツの異なるバージョンがリストアップ

されている。全てのバージョンは、パーツパッケージリストに以下の実施

に限定されることなく、示されていなければならない 

 異なる仕様のマスターシリンダー 

 

 異なる複合カーボンディスク素材 

 

 様々なホイール／モーターサイクルブランドに取り付けるため

の異なるディスクキャリア 

 

  いくつかの装着アイテムは、パーツパッケージリストに個々に示されて

  いなくとも形状および仕様を変更してもよい。これらのアイテムとは以

  下のものが含まれる： 

 

 ライダーの好みによる、異なるマスターシリンダーブレーキレ

バー 

 

 異なるパッド形状のための異なるブレーキパッド保持装置 
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c) チームはパッケージで定義されているよりも余分な量を購入することを

許可されているが、ブレーキサプライヤーのオリジナルリスト内のアイテ

ムに限り、MotoGP マシンでの使用は可能である(例えば、2 つのマスタ

ーシリンダーがリストにある場合、チームがその 1 つを購入もしくは無制

限にその両方を購入できるが、リストにない第三の異なる仕様を使用する

ことはできない)。 

 

d) 本体に許可される構造素材の構成要素は次のようになる: 

  

  ・ キャリパー、マスターシリンダー、ディスクマウントハブ 

        Al2024, Al7075, Al6082, Al2618, Al6061 

    （特に Al-Li 素材は禁止される。） 

 

 ブレーキディスクローター - 鉄もしくは炭素（事項 2.4.4.3.4

参照）。 

 

 カーボンディスクブレーキパッド - カーボン。 

 

 鉄製ディスクブレーキパッド – 制限なし。 

 

e) パーツリストは、テクニカルディレクターの特別な同意なしには（例えば、

安全性の問題を軽減するため）、シーズン中の更新はされない。 

 

f) 1 つのシーズンから次のシーズンへ、進化および更新は、以下の制限つき

で、許可されている: 

 

  ・ 組立材料は認可マテリアルリストを遵守しなければならない（上記

    事項 2.4.4.3.6.d）。 

 

  ・ 個々の部品の価格およびパッケージ全体の価格は、3 年間（2018、

    2019、2020 シーズン）は増額してはならない。その後、サプラ

    イヤーが、承認のために新しい価格表をオーガナイザーに提出する

    ことができる。 
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2.4.4.4 サスペンションおよびダンパー 

  電気／電子制御式サスペンション、車高、ステアリングダンパーシステムの使

  用は認められない。サスペンションおよびステアリングダンパーシステムの調

  整は、人による手動操作と機械的／油圧式の調節装置により行われるものとす

  る。 

 

2.4.4.5  燃料タンク 

 1. 燃料キャップは漏れ防止ができ、確実な封鎖機能を備えていなければならな  

  い。 

 

 2. 燃料タンクブリーザーパイプは、モーターサイクル 1 台に一つの最小容量   

   200 ㏄、最大容量 250 ㏄（容量には燃料タンクからの全ての供給チューブ

   を含む）の適切なキャッチタンクに排出しなければならない。また、燃料タ

   ンクとキャッチタンクの間にバルブを備えていなければならない。燃料タン

   クからの如何なるオーバーフローもキャッチタンクにのみ排出されなければ

   ならない。 

 

   キャッチタンクは視認確認のために透明素材とし、車検時に確認しやすい位

   置に取り付けられなければならない。 

 

   テクニアカルディレクターまたは指定された車検員は、レースの為の燃料補

   充前に空の状態であるか確認しなければならない。 

 

 3.  全ての構造形式の燃料タンクには、難燃性素材が充填されているか、もしく

   は燃料セルブラダーで内部を覆われているものとする。 

 

   全てのクラスにおいて、非金属の複合素材製（カーボンファイバー、アラミ

   ドファイバー、グラスファイバー等）でできている燃料タンクは燃料セルブ

   ラダーを備えているか、もしくは FIM 燃料タンク公認基準に明記されている、

   燃料タンク素材検査に合格した素材のものでなければならない。 

 

    燃料セルブラダーを持たない複合素材製の燃料タンクの場合、FIM 燃料タン

   ク基準に合致している証明ラベルを貼付しなければならない。このラベルに

   は、燃料タンク製造会社名、タンク製造年月日、および検査機関名が明記さ

   れていること。 
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     各メーカーは FIM/CCR 事務局宛てに、合格した燃料タンクの形式と燃料タ

    ンクラベルの写しを送付しなければならない。 

 

     燃料タンク検査基準および基準に関する詳細は FIM より入手可能である。 

     ( http://www.fim-live.com/en/library/ ) 

 

     燃料セルブラダーは、FIM/FCB-2005 に適合するかまたはそれ以上のもの

    でなければならない。上記基準の詳細は FIM より入手可能である。 

 

 4.  燃料タンクが車体にボルトで固定されている場合を除き、燃料タンクからエ

     ンジン／インジェクターシステムへの全ての燃料ラインは、セルフシーリン

     グ分離バルブを備える必要がある。このバルブは、燃料ラインのある部分が

     破損したり、燃料タンクに取り付けたり、引っ張り出したりした場合に必要

     積載量の 50％以下に分離される。 

  

 5.  燃料タンク容量 

 MotoGP クラスの燃料タンク容量の上限は最大 22 リットルとする。 

 

 燃料タンク計測時には、キャブレター／インジェクターへ燃料を供給する容

器全ての容量が含まれてもよい。（フュエルキャッチタンク及び供給チューブ、

並びに燃料ポンプから流れる全てのデバイスを含む） 

 

 6.  燃料補給は、非圧力式の容器から行われるものとし、車両の燃料タンクは、

     人工的に大気圧以上の圧力をかけるものであってはならない。エアボックス

     と燃料タンク内の圧力を等しくするために、エアボックスを介して燃料タン

     クを大気に排出することは認められる。 

 

2.4.4.7  ボディーワーク 

 付録参照、図１、２、３、４、５、６ 

1. ウィンドスクリーンエッジ、また、その他すべてのフェアリングの露出し

た部分のエッジは丸みをつけられていなければならない。 

 

２． ボディーワークの最大幅は、仮想ラインの上 600 ㎜または仮想ラインよ

り 550ｍｍ下を超えてはならない。仮想ラインとは地上から 550ｍｍ上

の平行線とする（一般図 2、3、４参照） 

http://www.fim-live.com/en/library/
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  メインフェアリングの上部及び下部の最大寸法及び外観プロフィールは

     図３，４に示すとおりとし、テクニカルディレクターの示す条件の基、

     この寸法をひな形として管理される。 

 

シートまたはその後方にある全ての物の幅は、450 ㎜を超えてはならない。

（エキゾーストパイプは例外とする） 

   

     ウィンドスクリーンの幅は 300ｍｍを超えてはならない。（直線的に計 

  測される） 

 

  ウィンドスクリーンの長さは 370ｍｍを超えてはならない。（ウィンド 

  スクリーン表面に沿って計測される） 

 

 3.  ボディーワークは、フロントタイヤのフロント側先端ホイールスピンド

     ルの中心から垂直に引かれた線から 150ｍｍ以上及びリアタイヤの後端

     から垂直に引かれた線から突出してはならない。この測定は、サスペン

     ションが完全に伸びた状態で測定される。 

 

 4.  横から見た場合、下記が見えていなければならない： 

  a)  最低 180°にわたるリアホイールリム。 

 

  b) マッドガード、フォーク、または着脱式のエアーインテークに覆わ 

     れた部分を除くフロントホイールリム全体。 

 

  c) 上腕を除き、ノーマルポジションに座ったライダー。 

 

    注： 上記の規則を欺くように透明の材質を使用することは禁止される。     

     上記の規則に関して、ブレーキパーツまたはホイール用のカバーは、ホ

         イールリムの視界を遮るボディーワークとは見なされない。 

 

 5.   マシンのいかなる部分も、リアタイヤの後端から垂直に引かれた線より後方

    に突出してはならない。 
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 6.  シートユニットとライダーの着座位置の後方の差は最大（約）150 ㎜とする。

    シートパッドまたはカバーを除くライダーの着座位置のフラットベースの   

      上部表面に対して 90°の角度で計測される。シートユニットに装備されて

   いるいかなるオンボードカメラ／アンテナもこの計測には含まれない。 

 

 7.   マッドガードの装着は、義務付けられていない。装着された場合、フロント

   マッドガードは、以下に記す場所より先に突出してはならない： 

   

a) フロント先端： 

フロントホイールスピンドルを通る水平線から上と前に 45°に引かれた

直線より前。 

 

   b)  リア先端 

  フロントホイールスピンドルのリヤまで水平に引かれた線より下。 

 

      サスペンションレッグおよびホイールスピンドルに近いマッドガードマウ

    ント／ブラケットおよびフォークレッグカバーとブレーキディスクカバー

    は、マッドガードの一部とみなされない。 

 

 8.  フェアリングまたはボディーワークから突出しているデバイスまたは形状、

    及びエアロダイナミックは影響（ダウンフォースの強化、空気力学的な跡を

     乱す）を及ぼすボディーストリームライニング（例：ウィング、フィン、膨

     らみ等）は認められない。 

 

     テクニカルディレクターは装置またはフェアリングデザインが上記定義に   

    か なっているものかどうか唯一判断を下す。また、彼の判断基準とする最

    新のデザインガイドラインを発行する。 

  

     可動式エアロダイナミックデバイスは禁止されている。 

 

 9.  車両の下部フェアリングは、取り付けられていなければならず、エンジンの

    破損時に、そのエンジンに使用されるエンジンオイルとエンジンクーラント

     総量の最低半分（MotoGP クラスは最低 5 リットル）を保持できる構造に

    なっていなくてはならない。この測定はモーターサイクルにフェアリングが

    取り付けられている状態で行われる必要があると同時に、両方の車輪が地面 
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につきモーターサイクルが水平と 90°で直立している状態で行われる。 

      車両の下部フェアリングには、25 ㎜の孔が最大で 2 つ開けられているもの

    とする。これらの孔は、ドライコンディション時には閉じられ、レースディ

      レクターがウェットレースコンディションを宣言した場合には開けられば   

    ならない。 

 

 10 MotoGP エアロボディーの承認 

   MotoGP エアロボディーは、モーターサイクルが前進している状態時の気流

   によって直接影響を受けるモーターサイクルボディーワークの一部であり、

   ライダーの身体またはモーターサイクル車体パーツによる後流（エアロダイ

   ナミックシャドウ）には含まれない。そのため、図４、５、６に示す通り、

   エアロボディーは、フロントフェアリングとフロントフェンダー（マッドガ

   ード）という２つの異なったよう悪阻から構成されている。 

 

   ウィンドスクリーンを除く外形のみが本条項に規定され、以下のパーツはエ

   アロボディーの一部とはされない。（ウィンドスクリーン、冷却ダクト、フ   

   ェアリングサポート、その他ボディーワークの外観プロフィール内にあるパ

   ーツ） 

 

a) エアロボディーは公認され、サンプルまたは詳細図面（テクニカルディレ

クターが満足いくもの）が、第 1 戦の車検終了前までにテクニカルディレ

クターに提出されなければならない。図面は、エアロラインの位置が明示

されていなければならない。エアロラインとは、その側面が最低 1 か所で

ロワーボディープロフィールと接点がある平行である仮想ラインの上方

300ｍｍで、それより上の全てのエアロボディーの側面を指す。（図６参

照） 

 

b) 承認は、ライダーを基準に行われ、故に、同一モーターサイクルマニュフ

ァクチャラーであってもライダーによって異なるエアロボディーを所有

する。 

 

c) シーズン中、各ライダーは、コンポーネント毎（例：フロントフェアリン

グ及びフロントフェンダーは２つのコンポーネント）のアップデート（最

新化）が認められる。サンプルまたはアップデート（最新化）されたアイ

テムの図面が、当該アイテムがトラック上で使用される前にテクニカルデ

ィレクターに提出されなければならない。アップデートには、同一マニュ
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ファクチャラーの以前に公認されたエアロボディーコンポーネントから

構成されていても良い。最新化された物及びオリジナルのエアロボディー

の両方が使用されても良い。（例：各ライダー最大 2 つのエアロボディー

が認められる）しかし、それぞれのエアロボディーは別の公認を受け、パ

ーツを相互に入れ替えしてはならない。エアロボディーの２つのコンポー

ネントを混在させることは認められる。例：初めのフロントフェアリング

をその当時または最新化されたフロントフェンダーとともにモーターサ

イクルに使用することが出来る。（またはその逆） 

 

d) 各承認エアロボディーコンポーネント（フロントフェアリング及びフロン

トフェンダー）は、がモーターサイクルに合わせて取り付けられるような

異なるパーツで構成されても良い。各コンポーネントのパーツは、合わせ

てキットと称され、同じパーツで異なるオプションがあってはならない。

パーツの一部がモーターサイクルに取りつけられなくとも良い。（例：ウ

ェット時にのみされるハンドガード） 

 

e) 同時にエアロボディー承認は a)または c)の改訂により、d)を例外とする。

下記パーツを承認することも可能としアドオンと称する。 

 

i)  ハンドガード 

  ハンドガードのプロフィールは現行のフェアリングの取り付け

  位置におけるプロフィールを忠実に反映するものとし、ライダ

  ーの手の周囲の表面積を増加することによって降雨からの更な

  る保護を目的とする。 

 

ii)  サーフェスウォータースポイラー 

   フェアリングに取り付けられるスポイラーで、内側のロワーフ

   ェアリング後部に取り付けられ、リアタイヤから発生する水し

   ぶきを防ぐことを目的とする。 

 

 アドオンの使用は、最低 1 つのレインタイヤが車両に取り付けられてい

 る場合のみ認められる。そのような部品/デバイスがアドオンとして認め

 られていない場合、エアロボディーのパーツとしてみなされ、d)に従い

 常に車両に取り付けられていなければならない。 
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f) 公認に影響を及ぼざないエアロボディーパーツの素材をグライディング

やドリル、または切削し、取り除く（例：トリミング、穴開け等）ことは

承認されたデザインからのプロフィール変更とならない場合にのみ認め

られる。素材の削除は、追加のクリアランス及び冷却のためであり、全て

テクニカルディレクターの裁量により判断される。これに加え、取り外し

や同じエアロボディー構成部品として存在する取付け部の変更は、d)によ

り素材の削除と判断され、認めらない。 

 

g) 素材はエアロボディーに追加することは認められない、また形状の変更は

認められない。 

 

h) MotoGP クラスに初めて参加するマニュファクチャラーは、本規則の他

の条項に則っているエアロボディーデザインの場合、上記 c)にあるエアロ

ボディーの最新化は、限りなく行うことが認められる。 

 

i) エアロラインより下の承認エアロボディーの一部の側面は改造が認めら

れる。ただし、ダブルウォールドデザインの外部表面にあるパーツを除く。 

 

・ 改造の目的は車両の部品による干渉のためのクリアランス確保（例：

エキゾーストパイプ、エンジンケース等）のためデザインはその効果

を得るためのものでテクニカルディレクターの裁量による。 

 

・ 新たなボディー外部表面は、現行のものより３０ｍｍ以上オフセット

してはならない。 

 

・ 側面の変更面積は（例：左右両側の全変更箇所）300 ㎠以下とする。 

 

2.4.4.8  ホイールリム 

 1. 許可されるホイールリムのサイズは下記の通りである： 

   フロント   リア 

   MotoGP 最大幅 4.0 インチ 最大幅 6.25 インチ 

   直径１７インチのみ 直径１７インチのみ 

  

      MotoGP クラスは、メーカーが提供できるのは、上記の最大値以内の、2 種

   類のフロントホイールリム幅と 1 種類のリアホイールリム幅に制限されてい
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   る。全ての MotoGP クラスのホイールリムは直径１７インチとする。 

    MotoGP メーカーは、各シーズン初戦の車検終了までに各社の選択したホ   

   イールサイズをテクニカルディレクターに通知しなければならない。 

 

 2. 全クラスにおいて、複合構造ホイール（炭素繊維、ガラス強化繊維または同 

   等の物などを 含む）の使用は認められない。ホイール構造に許可される素材

   は、マグネシウムとアルミニウム合金である。 

 

 ３．全てのホイールは、発行されている基準「2018FIM グランプリホイール基

   準」に準拠ていなければならず、ホイールマニュファクチャラーによって証

   明されなければならない。 

 

   （FIM ウェブサイト http://www.fim-live.com/en/library モーターサイ    

    クルパーツテスト基準参照） 

 

   下記の手順がとられる。 

・ 異なったデザインの各ホイールまたはモデルは FIM 基準に記載され

ているテストに合格していなければならない。 

 

・ そのデザインまたはモデルの各ホイールにはタイヤに取り付け状態

で視認でき、そのホイールに定められている識別コードまたはモデル

コードが恒久的に記されていなければならない。 

 

・ 基準テストを合格した個々のデザインまたはモデルは、ホイールマニ

ュファクチャラーによって、当該ホイールが 2015FIM グランプリホ

イール基準である公認基準に準拠している旨を記載した証明書が発

行されなければならない。 

 

・ この遵守証明書は、MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・ア

ルドリッジ danny@irta.org.uk）及びレーシングホモロゲーション

プログラム(frhp@fim.ch)。この証明書コピーは、購入者に、購入し

た公認ホイールとともに渡さなければならない。 

 

2.4.4.9 タイヤ規制 

 1. 全クラスにおいて、公式 MotoGP テストを含むグランプリ競技会で使用で   

     きるのは、各クラスの公式タイヤサプライヤーのタイヤのみとする。 

http://www.fim-live.com/en/library
mailto:danny@irta.org.uk
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   オフィシャルタイヤサプライヤーは、競技会にエントリーしている全てのラ

   イダーに十分な数のタイヤを供給しなければならない。 

 

   各競技会に使用されるタイヤの仕様は、タイヤサプライヤーにより決定され

   る。関連クラスおよび／または指定された各仕様のタイヤは全てのライダー

   に提供されるものとし、また全ライダーに提供されるタイヤの総本数は均等

   であること。新たなタイヤの仕様はオフィシャルテストでテストされるまで

   レース時のタイヤ割り当てには含まれない。 

 

   オフィシャルタイヤサプライヤーは、全てのチームにタイヤが供給されるま

   でとどまっていなければならない。チームは、オフィシャルサプライヤーに

   全てのタイヤを各イベントまたはテスト終了後に返還しなければならない。 

 

   タイヤは公式タイヤサプライヤー、テクニカルディレクターおよびオーガナ

   イザーとの協議の上で合意されたパラメーターに従って使用しなければなら

   ない。パラメーターには圧力、温度、タイヤ毎の最大周回数、時間/タイヤウ

   ォーマーの温度またはその他の利用ガイドラインが含まれている。チームは、

   テクニカルディレクター、その担当者、および公式タイヤサプライヤーによ

   ってタイヤパラメーター及びデータロガーからのタイヤプレッシャーおよび

   /または温度データのチェックの要求を受けた場合、いかなるときでもその要

   求に従わなければならない。 

 

   トラック上にある間にタイヤプレッシャーを調整する為のホイールへの如何

   なるデバイスの使用も認められない。 

 

   MotoGP クラスにおいて、常に TAPS データーを計測することを含み全ホ 

   イール、フロント及びリアへのタイヤエアプレッシャーセンサー（TAPS）   

   の使用が認められる。 

 

   如何なるライダーまたはチームが運営パラメータ外のタイヤをしたことが   

   判明した場合、ペナルティーの対象となる。テクニカルディレクターのオフ

   ィシャルタイヤサプライヤーとの相談の上での決定は、最終のものとされる。 

 

 2. 公式プラクティス開始前の 2 日間に、タイヤサプライヤーは、大会で使用す

   るタイヤの仕様、本数および認証マークを含む詳細をテクニカルディレクタ
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   ーに提出しなければならない。 

 

   テクニカルディレクターとその担当者は、各出場ライダーに使用を限定され

   たタイヤを分配する。（第 2.4.4.9.3 記載の通り）各々のタイヤの分配は、   

   無作為に行うことを基本とし、タイヤサプライヤー、チームおよびライダー

   が関与しないようにする。 

 

   タイヤ分配終了後にライダー変更がある場合、代替ライダーは、元のライダ

   ーに分配されたタイヤを使用しなければならない。 

 

 3. グランプリレース競技会において、各ライダーは、タイヤ本数と仕様が各競   

   技会で下記の通り制限される： 

 

   A. MotoGP クラス 

   タイヤの本数、仕様および分配は、オフィシャルタイヤサプライヤーの協議

   の上、およびオーガナイザーとテクニカルディレクターの同意の上で決定さ

   れる。継続的な技術開発や状況の変化に起因して、タイヤ本数、仕様および

   分配は相互の合意によって随時変更してもよい。 

 

   相互の合意で変更された分配の基本は次の通りである： 

 

   全てのプラクティスセッション、ウォームアップおよびレース中のスリック

   タイヤ本数は最大２２本とされ、内訳は下記の通り： 

 

   フロントスリックタイヤ： 

   以下のいずれかの構成で合計 10 本： 

 

   スペック A 最大５本 

   スペック B 最大５本 

   スペックＣ 最大 5 本 

  

   ライダーが最終選択する翌日のフロントタイヤの仕様は、当該日のプラクテ

   ィスセッション終了後２時間以内に、タイヤサプライヤーに通知されるもの

   とする。プラクティススケジュールの変更により、この締切時刻に変更が出

   る場合には、テクニカルディレクターが事前にチームへ通知する。 
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   この締切時刻までに仕様選択の通知がない場合、割り当てられるタイヤはタ

   イヤサプライヤーによって、最大割り当て数を考慮し、決定される。 

 

   上記要領で定まった割り当ての内訳は最終決定であり。締切時刻を過ぎてか

   らの変更は認められない。タイヤ選択の締切時刻以降にライダーが変更され

   る場合、代替ライダーが使用できるタイヤは、元のライダーに割り当てられ

   たものに限定される。 

    

   リアスリックタイヤ： 

   以下のいずれかの内訳で合計１２本： 

   

   スペック A 最大６本* 

   スペック B 最大５本 

   スペックＣ 最大 4 本 

   

     * Ｑ１及びＱ２クォリファイセッションの両方に参加するライダー（最大 2  

    名）には、彼らの希望する仕様のフロントタイヤ（故に、もし希望する場

    合、当該仕様が最大 6 本）及び追加のスペックＡ（高グリップレベル）の

    リアスリックタイヤをＱ２後（故にスペックＡは最大 7 本となる）1 本が

    追加で割り当てられる。 

 

    Ｑ１及びＱ２セッションが共にレースディレクターによりウェット宣言が

    出された場合、追加の配布タイヤはレインタイヤ（ライダーの希望する仕

    様のフロント及びリアタイヤ）となる。Ｑ1 及びＱ２セッションが、異な

    る天候宣言（ドライまたはウェット）の場合、追加のタイヤは支給されな

    い。 

 

    ライダーが最終選択する翌日のリアタイヤの仕様は、当該日のプラクティ

    スセッション終了２時間以内に、タイヤサプライヤーに通知されるものと

    する。プラクティススケジュールの変更により、この締切時刻に変更が出

    る場合には、テクニカルディレクターが事前にチームへ通知する。 

 

 

    この締切時刻までに仕様選択の通知がない場合、割り当てられるタイヤは

    タイヤサプライヤーによって、最大割り当て数を考慮し、決定される。 
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    上記要領で定まった割り当ての内訳は最終決定である。締切時刻を過ぎて

    からの変更は認められない。 

 

    タイヤ選択の締切時刻以降にライダーが変更される場合、代替ライダーが

    使用できるタイヤは、元のライダーに割り当てられたものに限定される。 

 

    公式タイヤサプライヤーの単独裁量権において、全てのトラック、天候を

    カバーするために追加の仕様（フロント及びリア）が割り当てられる場合

    がある。この仕様は、タイヤサプライヤーの決定（MotoGP セーフティー

    アドバイザー及びテクニカルディレクターとの協議の上）により割り当て

    られる。割り当てられた場合、ライダー1 名に付き最大 3 本とされ、最初

    に割り当てられた未使用の 3 本と交換される。 

 

    レインタイヤ 

    プラクティスセッション、ウォームアップ及びレースでの標準配分はレイ

    ンタイヤ１３本とする。具体的には： 

 

    フロントレインタイヤ： 

    ２つの仕様で６本とする。 

    

    リアレインタイヤ： 

    ２つの仕様で７本とする。 

 

    5 つのセッションの内４つのセッション、ＦＰ１、２、３、４及びクォリ

    ファイセッション（ウォームアップ除く）がレースディレクターによりウ

    ェット宣言が出された場合、追加の 1 セット（１×フロント及び 1×リア）

    のレインタイヤが各ライダーに割り当てられ、その割り当ては自動的に下

    記のとおりとなる。 

  

    フロントレインタイヤ 7 本及びリアレインタイヤ８本 

 

     各サーキットにおけるトラック路面の状況が様々であることから、各レ

     インタイヤ仕様の数については大会前に公式タイヤサプライヤーが決定

     する。 
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     オフィシャルタイヤサプライヤーがスリックまたはレインの分類を決定

     する。何らかの議論のある場合、テクニカルディレクターの決定が最終

  のものとされる。 

 

 4. a)  ライダーは、（事項 2.4.4.9.3 の記載の通り）彼／彼女に分配されたタイ

  ヤのみの使用が認められる。 

 

    b)   タイヤは個々に識別されるため、チームメート間を含むライダー間の交

        換が禁止されている。また、テクニカルディレクターの許可がある場合 

        を除き（例：第 2.4.4.9.8 に該当する場合など）、配給後にタイヤサプラ

        イヤーによって交換されてはならない。 

   

    c)  タイヤの配給後に、タイヤサプライヤーが必要と判断する場合を除き、タ

        イヤの性能（タイヤウォーマーの使用は例外）に影響を及ぼすようなハ 

        ンドカット、その他の行為、処理などにより、タイヤを著しく変化させ 

        ることは一切認められない。そのような加工はタイヤサプライヤーのみ        

     に許可されるものであり、その場合は全ライダーに対し平等に実施され

        る。 

 

 5. 分配された各タイヤは、そのタイヤ仕様がマーキングされ、固有のシリアル     

   ナンバーを付した公式の識別ラベルが貼られなければならない。もし、ラベ

   ルの破損や損失があった場合は、タイヤ会社はタイヤの仕様について、テク

   ニカルディレクターに満足のいく説明をしなければならない。タイヤは、使

   用前後のいかなる時でも、規則に適合しているか検査を受ける場合がある。 

 

 6.  レースが中断された場合、ライダーは、レース再スタートの際にも最初に割     

   り当てられマーキングタイヤを使用しなければならない。 

 

 7.  稀なケースとして、（例えばタイヤフィッティングの段階で）タイヤが偶発     

   的に破損し、テクニカルディレクターが使用不可と判断した場合、テクニカ

     ルディレクターの承認を受け、同仕様のタイヤへの交換が認められる。その

     場合、交換されたタイヤにはマーキングが施され、当該ライダーの割り当て

   本数に含むものとする。ダメージを受けたタイヤは割り当て分より除外され

     再び割り当てられることはない。 

    

     一旦使用された（すなわちピットレーンを出た）タイヤは、損傷や欠陥を理



44 
 

     由に交換することを認められない。ただし以下の条件に該当する場合を除く： 

   a) タイヤサプライヤーが、タイヤの破損は製造工程上の欠陥やタイヤフィ

         ッティングの問題（すなわちチームのコントロール外）により生じたも

         のであり、衝撃、切断、摩耗または事故など、その他の理由によるもの

         ではないということを、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

   b)  タイヤサプライヤーが、破損の度合いが高く、タイヤの使用には安全上

         問題があると、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

   c) レースの 3 分の 2 以上走っているとみなされているタイヤは、交換を考

     慮されることはない。走行距離についてはタイヤサプライヤーとの協議

     の上、テクニカルディレクターによってのみ判断が下される。またチー

     ムはクレームを裏付けるためにラップチャートやロガーデータなどの情

     報の提出を求められることがある。 

   

         交換が許可されるかどうかという決定については、テクニカルディレク

     ターの判断が最終決定となる。 

  

   d) タイヤ交換が認められる場合、損傷したタイヤと同じスペックの中から、

     テクニカルディレクターおよび／またはその担当者が任意に選択したタ

     イヤが割り当てられる。 

  

 8.  競技会期間中、安全を損なうような異例の不測事態がタイヤサプライヤーに   

   生じ、その供給を受けているライダーが安全にレースに臨むことができない

   場合、タイヤサプライヤーはテクニカルディレクターおよびレースディレク

   ションに対し、その問題を早急に報告しなければならない。 

 

   適切なタイヤの再割り当てはテクニカルディレクターの監視の下で行われ   

   る。再度割り当てられるタイヤについては、全てのライダーに対して同じ仕

   様と本数となり、本数はタイヤサプライヤーとテクニカルディレクターの協

   議の上で決定される。 

 

 9.  テスト、MotoGP クラスの場合： 

   公式テストに関する事項である。 

   プライベートテストに関するタイヤ仕様の詳細に関しては、事項 1.15.1.1.C 

   テストタイヤの割り当てを参照 
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   A.  レース後 1 日間行われる公式テストに関しては、各ライダーが使用でき

     るタイヤの本数と仕様は、1 回あたり以下の通り限定される: 

 

  全てのプラクティスセッション中、スリックタイヤは最大 8 本とし、そ

     の内訳は： 

 

  フロントスリックタイヤ： 

  準備されたスペックからフロントタイヤ 4 本を選択、どちらか一方の仕

     様からは最大でタイヤ 3 本まで 

 

  リアスリックタイヤ： 

  準備されたスペックからリアタイヤ 4 本を選択、どちらか一方の仕様か

     らは最大でタイヤ 3 本まで 

 

  全てのプラクティスセッション中、レインタイヤは最大４本とし、その

  内訳は： 

  

  フロントレインタイヤ 

  準備されたスペックから 2 本を選択する。 

 

  リアレインタイヤ 

  準備されたスペックから 2 本を選択する。 

 

  各ライダーはさらに、前の大会の分配で保持してあった 1 セットの新し

  いスリックタイヤ（フロント 1 本＋リア 1 本）及び 1 セットのレイン 

  タイヤ（フロント 1 本＋リア 1 本）を使用することができる。 

 

  更に、以前の大会で使用しホイールに装着したままの使用済みタイヤも

  使用することが出来る。チームは、次のテスト用に保持しておきたいタ

     イヤがある場合には、どのタイヤのセット（フロント 1 本＋リア 1 本）

     であるかを前のレースが終わる 2 時間以内にタイヤサプライヤーに通知

     しなければならない。 

 

   B.  2 日間（またはそれ以上）の全公式冬季テストおよびレース後に行わ 

  れる公式テストの期間中、各ライダーが１回のテストイベントで使用す
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  るタイヤの本数と仕様は、 以下の通り限定される： 

  1日目の全プラクティスセッション中、スリックタイヤは最大8本とし、

  その内訳は： 

 

  フロントスリックタイヤ：  

  準備された仕様からフロントタイヤ 4 本を選択、どちらか一方の仕様か

     らは最大でタイヤ 3 本まで 

 

  リアスリックタイヤ： 

  準備された仕様からリアタイヤ 4 本を選択、どちらか一方の仕様からは

     最大でタイヤ 3 本まで 

 

  追加で実施される全プラクティスセッション中、スリックタイヤは最大

  6 本とし、その内訳は： 

   

  フロントスリックタイヤ： 

  準備された仕様からフロントタイヤ３本を選択、どちらか一方の仕様か

     らは最大でタイヤ２本まで 

 

  リアスリックタイヤ： 

  準備された仕様からリアタイヤ３本を選択、どちらか一方のスペックか

     らは最大でタイヤ２本まで 

 

  テストが 2 日間（またはそれ以上）にわたるプラクティスセッション中、

  レインタイヤ 1 日あたり最大 4 本まで、その内訳は： 

 

  フロントレインタイヤ：準備されたスペックから２本 

 

  リアレインタイヤ：準備されたスペックから２本 

 

   C.  レース後に行われる公式テストまたは冬季テスト全てにおいて、タイヤ

  サプライヤーは異なる仕様の追加のタイヤセットの割り当てを選択する

     ことがある。この追加割り当ては、タイヤサプライヤーが独自に決定す

     る。 

 

  同一仕様の同じ本数のタイヤが、テストでファクトリーチームに、少な
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  くとも全ての年間契約 MotoGP ライダーに割り当てられる。 

  新しい仕様タイヤが導入される際には、タイヤサプライヤーは全チーム

     へ、冬季テストの場合は少なくとも１か月前までに、レース後のテスト

     の場合は 2 週間前までに新しいスペックタイヤのテスト実施日の提案を

     通知しなければならない。 

 

2.4.4.10 ナンバーとバックグラウンド 

   1. レーシングナンバーは、中央の位置にマシンフェアリングの前部に装着 

  しなければならない。リアやサイドはオプションとする。 

 

   2. 数字の縦寸法は、最低 140 ㎜でなければならない。 

    

   3. ナンバーは読み取りやすく、シンプルなフォントで、バックグラウンド 

  色に対し目立つ色彩で表記されること。 

 

   4. バックグラウンドは単色とし、番号の周囲に最低 25 ㎜の余白があるも 

  のとする。 

 

   ５. ナンバーの視認性に関する疑義がある場合には、テクニカルディレクタ

  ーの決定が最終のものとされる。 

 

2.4.5 全般 

2.4.5.1 燃料およびオイル 

   1. 全てのモーターサイクルは、各レースクラスの FIM グランプリ仕様を遵

  守し、無鉛ガソリンを燃料としなければならない。 

 

   2.  無鉛ガソリンは下記の場合、FIM グランプリ仕様に合致しているものと

  みなされる： 

 

 (a)下記の特性を持っている場合： 

特性 単位 最低 最高 テスト方式 

          

RON   95.0 102.0 ISO 5164 

MON   85.0 90.0 ISO 5163 

酸素 % (m/m)  2.7 ISO 22854 

ベンジン % (v/v)  1.0 ISO 22854 
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蒸気圧（DVPE) kPa  90 EN 13016-1 

鉛 mg/L  5.0 EN 237 

１５℃での密度 kg/㎥ 720.0 775.0 ASTM D 4052 

酸化安定度 分 360  ASTM D 525 

ゴム存在量 mg/100mL  5.0 EN ISO 6246 

硫黄 mg/kg  10 ASTM D 5453 

窒素 % (m/m)  0.2 ASTM D 4629 

銅腐食 比率  Class 1 ISO 2160 

蒸留度：      

70℃で % (v/v) 22.0 50.0 ISO 3405 

100℃で % (v/v) 46.0 71.0 ISO 3405 

150℃で % (v/v) 75.0  ISO 3405 

最終沸点 ℃  210.0 ISO 3405 

残留物 % (v/v)  2.0 ISO 3405 

オレフィン（*） % (v/v)  18.0 ISO 22854 

芳香物質（*） % (v/v)  35.0 ISO 22854 

ダイオレフィン総

量 
% m/m  1.0 

GCMS/HPLC 

GCMS/HPLC 

外観   
透明で 

明るい 
 視覚による検査 

 

  全てのテスト方式は正確なステートメントを含める。議論が生じた場合、

  テスト方法の精度に基づいた結果の解釈と論争を解決するための手順、

  ISO 4259 の記載事項を使用しなければならない。 

 

  (b)  水素と炭素のみを含有の場合、5% m/m 未満の濃度において存在する 

  個々の炭化水素成分の合計は、燃料の少なくとも 30% m/m でなけれ 

  ばならない。 

 

  構成物に関する規定は、以下の測定方法に従うものとする。 

 

  A ＝１００－ B － C 

 

  つまり： 
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  A とは 5%m/m 未満の濃度において存在する個々の炭化水素成分の合 

  計（% m/m） 

 

  B とは燃料に含まれる酸化物濃度の合計（ % m/m ） 

 

  C とは 5% m/m 以上の濃度において存在する個々の炭化水素の合計 

  （%m/m） 

 

  テスト方式はガスクロマトグラフィーによるものとする。 

 

   (c) 各炭素数のナフテン、オレフィン、および芳香物質の総濃度は、下記の 

  表に示される限度を超えてはならない。 

 

 

 

 

  

  二環および多環オレフィンは許可されない。外気酸素が不在の状態で発

  熱反応を起こす可能性のある物質が燃料に含まれていてはならない。 

 

    (d)  下記に記す酸化添加物のみ許可される: 

  メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコ

  ール、メチルターシャリーブチルエーテル、エチルターシャリーブチル

  エーテル、第三アミルメチルエーテル、ジ‐イソプロピルビニルエーテ

  ル、n-プロピルアルコール、第三プチルアルコール、n-プチルアルコー

  ル、第二プチルアルコール 

 

   (e)  マンガン（<1 ㎎/L）、鉛（<5mg/L）、鉄（<5mg/L）、およびニッケル

  （<5mg/L）添加物はいずれも、上記記載の限度を超えてはならない。 

 

   4. 燃料規制の実施 

    MotoGP クラスにおいて、大会に出場するライダーが、特定ブランドの燃

    料またはオイルの使用に関して契約や合意を交わしている場合、オーガナ

    イザーはその燃料またはオイルを当該サーキットへ自由に持ち込めるよう

    にしなくてはならない。最終的な議論は「FIM グランプリ規律及び裁定規 

% m/m C4 C5 C6 C7 C8 C9+
ナフテン 0 5 10 10 10 10
オレフィン 5 20 20 15 10 10
芳香物質 1.2 35 35 30
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則」に基づいて解決される。 

  5. 燃料の承認 

  1． 選手権で使用される全ての燃料は、その燃料が使用されるレース 

    の前に承認を受けなければならない。参加チームにガソリンを供給

    する燃料会社は、使用の適合性を調べるために、10 ㍑（2×5L） 

    の燃料を、FIM/Dorna が指定した検査機関に提出しなくてはなら 

    ない。燃料が仕様に適合した場合、テストレポート番号の付された

       証明書が発行される。そのテストレポート番号は、レース出場前に

       該当するチームに渡されなければならない。 

 

  2.  木曜日の車検時に、各チームは使用する燃料とオイルに関して証明 

      書に記されたテストレポート番号を申し出る。この情報はグランプ

    リごとに、各モーターサイクルのテクニカルコントロールブックに

       記入される。 

 

    したがって、使用される燃料は、その燃料が使用されるレース直前

       の木曜日の午後までに承認されなければならない。 

 

  3.  グランプリサーキットで、プラクティス、ウォームアップ中、ま 

    たはレース後に燃料サンプルの提示が求められた場合、チームはグ

    ランプリテクニカルディレクターに、燃料およびオイルのテストレ

    ポート番号を申告しなければならない。誤った番号を申告したチー

    ムには、罰則が科される。 

 

  4.  各燃料会社および／またはオイル会社はバッチ分析および基本的 

      フィンガープリントの確定に関する費用の支払いを研究所に対し 

      て行う責任がある。 

 

 6. 燃料サンプル採取および検査 

  1. グランプリテクニカルディレクターは、燃料サンプル採取の実施お 

      よび管理の責任者となるシニアテクニカル車検員 1 名を任命する。 

 

  2．通常、燃料検査の対象として選択されるマシンは、上位 3 位の中か 

      ら選ばれ、車両検査のため「パークフェルメ」に誘導される。 
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  3．他の完走者も燃料検査のために、無作為抽出される場合がある。 

     選ばれたライダーのピットボックス入口に車検員が配置され、当該車

      両は直ちに車検員に引率されて車検場または「パークフェルメ」に移

   動しなければならない。 

 

  4．検査される燃料は、ライダー名、チーム名および燃料の採取された 

      マシン名の記された「A」と「B」の 2 本のボトル容器に移し替えら 

    れる。ボトルはテクニカルディレクターおよび／または車検員によっ

   て閉じられ、封印され、ラベルを貼られる。 

 

  5．燃料サンプル用には新品のボトルのみが使用され、燃料を移すため 

      には新品の用具のみが使用される。 

 

  6．直ちに、燃料サンプル申告書に次のような記入が行われる。これは 

   シート例に明記されているように、すなわち当該ライダーおよびマシ

   ンの識別、採取実施日および場所を含むすべての必要な情報を記載す

   る。チームの担当責任者は、これら全ての情報が正しいということを

      確認した上で、申告書に署名する。 

 

  7．サンプル「A」は、燃料サンプル申告書の写しを添え、正式に指定 

   された検査機関に送付される。燃料サンプルは、ガスクロマトグラフ

    ィーにより公認のガソリンおよびオイルと比較検査される。必要に応

   じて、オクタン価向上剤や燃料促進剤が添加されていないことを確認

   するため、鉛、マンガン、鉄、ニッケル、窒素、および酸素を含め、 

    何らかの成分の濃度測定がテクニカルディレクターの要請により行 

    われることがある。 

 

   もし偏差が、FIM/Dorna によりチームの使用が認められていた別の燃

      料と混ざってしまったことを示している場合、燃料サンプルが事項    

      2.4.5.1.2 に記載れている FIM グランプリ仕様の範囲内である限り、

      当該燃料サンプルは適合しているとみなされる。 

 

   サンプル「A」の分析費用は FIM/Dorna によって支払われる。 
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  8．サンプル「B」は、抗議が生じた場合および／もしくは FIM の指定検

    査機関による再検査が必要とされる場合に備えた安全策として、FIM

      指定の保管所に引き渡される。サンプル「B」の分析費用は、当該チ

       ームにより支払われるものとする。 

 

  9． 両サンプルは、許可された輸送業者により運搬されるものとする。 

 

  10．検査機関は、サンプルを受け取った後、可能な限り速やかに燃料 

    分析結果をグランプリテクニカルディレクターへ送付し、さらにそ

       の写しを FIM に送らなくてはならない。 

 

  11．分析結果が規則に合致していないことが判明した場合、テクニカル

    ディレクターは分析結果の受理後できるだけ早く、FIM、グランプリ

       レースディレクションおよびライダー／チーム代表者にその旨を通

     知しなければならない。 

 

    検査機関によるサンプル「A」の分析結果の報告を受けてから 48 

    時間以内に、当該チームは FIM およびテクニカルディレクターに対

    して、サンプル B の二次的専門検査が必要か否かを通知しなければ

    ならない。 

 

    レースディレクションは、最終的な検査結果に基づき競技会会場で

    裁定を下す。その決定に対する抗議は、レースディレクションが裁

    定を下したグランプリ競技会に際し任命された FIM スチュワード 

      によって審問される。 

 

    最終検査結果が出された後に開催されるグランプリがない場合、レ

    ースディレクションはできる限り迅速に裁定を下す。レースディレ

    クションの決定に対する抗議はその特定の目的のために指名され       

       た FIM スチュワードにより審問される。 

 

  12．公式検査機関の燃料分析の責任者はテクニカルディレクターに対し、

    サンプル「B」の検査が行われる前に、サンプル「B」の識別と封印

    の状態が正確であるということを確認しなければならない。 
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  13．事項 2.4.5.1.6.7 に記載されているように、サンプルがガソリンの

    承認仕様に適合しないおよび／またはオクタン価向上剤や燃料促進

    剤が添加されていると判明した場合、当該ライダーは自動的に選手

    権に失格したものとみなされる。 

 

    競技者の燃料サンプル分析結果（サンプル「A」もしくは「B」サン

    プル）は、競技者に有利な方が考慮される。 

 

 7.  燃料温度 

   MotoGP レースにおいて、車両に搭載されている燃料は外気温よりも 15℃

   以上低くなってはならない。燃料を外気温以下に冷却する装置をマシンに取

   り付けることは禁止されている。 

 

   本規則の目的のために、MotoGP レースのスタート 75 分 1 時間前に、公式

   外気温が発表され、計時モニターに表示される。 

 

   チームには、レースのスタート 75 分 1 時間前に車検員が配置される。車検

   員は、燃料がマシンの燃料タンクに移される前に、全ての燃料の計測をする

   ことが認められている。 

 

   燃料が入れられる前に、全ての燃料容器および燃料補給容器、マシンの燃タ

   ンクが公式の外気温よりも 15℃以上低くなっていてはならない。 

 

   マシンに燃料が補給される直前の燃料容器は、公式に認可されたもののみ使

   用することができる。これらの容器や燃料は、レース前の１時間に車検員が

   検査できるよう常に用意しておかなければならない。 

・ 容器は、シーズン初戦の前に車検にてテクニカルディレクターによっ

て承認され、マーキングされなくてはならない。 

 

・ 各チームはライダー1 人につき最大で 2 つの公式に承認された燃料

容器を持つことが許される。 

 

・ 外断熱材以外に、容器の温度を制御するような器具を装着することは

認められない。具体的には燃料温度を低下させることができるような

装置を使用することはできない。 
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   燃料が許容温度範囲内であることが確認された時点で、チームは燃料をマシ

   ンの燃料タンクに移すことができる。承認され、温度チェックを受けた容器

   からの燃料だけがマシンの燃料タンクに移送することができる。またチーム

   が補充燃料の追加、または変更の場合も含まれる。 

 

 ８．燃料取扱いにおける安全性 

   ・ モーターサイクルへの燃料供給に使用する燃料容器に給油する際には，

     帯電防止マット及びアースリストバンドの使用が義務とされる。 

 

・ モーターサイクルの燃料タンクに給油する際には、公認された給油口/

 燃料ダンプを使用することは義務とする。 

 

・ 全ての燃料を取扱う装備は、テクニカルディレクターの承認が必要とさ

 れる。 

 

2.4.5.2 ライダーの安全装備 

 １．各契約ライダーは、各大会最低 2 セットの如何なる損傷も受けていない安全

   装備を準備して臨まなければならない。 

   準備しなければならない安全装備とは以下をいう。 

   ・ヘルメット 

   ・レザースーツ（ワンピース） 

    ・グローブ 

    ・ブーツ 

    ・バックプロテクター 

    ・チェスト（胸部）プロテクター 

 

   トラック上で活動する際は、常に装備を装着し、確実に留めていなければな

   らない。 

 

 ２．安全装備コントロール 

 a) シーズン第 1 戦の車検において、損傷を受けていない安全装備 1 セット（事

   項 2.4.5.2.1 参照）が提示され、下記について確認を受けなければならない。 

    

   ・ ヘルメット  

  事項 2.4.5.2.3.a に明記されている安全規格マーク 
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  有効な FIM 公認であることを示すＦＩＭ公認ラベル 

   ・ レザースーツ、ブーツ、グローブ   

  各アイテムのモデル名は、事前にテクニカルディレクターに提出した自

  己保証に準拠したものと同じものでなければならない。 

 

     ・ バックプロテクター次の規格マークが貼付されていなければならない。 

  EN1621-2:2014 または EN1621-2:2010  

 

     ・ チェストプロテクター その適正についてはテクニカルディレクターの

  判断による。 

  下記 2.4.5.2.3.c.v)に準拠するマークが貼付されていなければならない。 

 

 b) シーズン中、テクニカルディレクターは事項 2.4.5.2.3 に適合しているか確

   認のためにライダー装備の提出を要請する場合がある。提出された装備は、

   公式な指定試験機関に送られる。装備の提供及びテスト結果は下記のとおり

   とする。 

 

 ・ 装備マニュファクチャラ―は、複製品をテスト用に提供しなければならない。 

 

・ 転倒等により損傷を受けた装備は損傷を受けていない部分でテストを行う。 

 

・ 基準値に満たずテストに不合格となったアイテムについては、当該アイテムの

マニュファクチャラ―は、彼らの経費で使用された装備の複製品を使用する更

なるテストを要求する事が出来る。 

 

・ 初めのテスト及び追加のテストの双方で否定的な結果を得た場合、マニュファ

クチャラ―による自己保証は停止され、マニュファクチャラ―は 30 日以内に

問題部分を修正し、証明しなければならない。 

 

・ この期間内に問題解決が出来ない場合、マニュファクチャラ―は不合格となっ

た製品の供給が認められない。 

 

 ３．ＦＩＭライダー装備の最低要件(REMR) 

 a) ヘルメット及びバイザーの基準 

     付録、図６参照 
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 ・ ヘルメットはフルフェースタイプでなければならず、最低限以下の国際規格

   のどれかに適合しいていなければならない。FIM 公認とし、有効な FIM 公認

   ラベルがなければならない。 

    

   － ヨーロッパ ECE 22-05 （“P”タイプのみ） 

   － 日本  JIS T8133:2007 (2019 年 12 月 31 日まで) 

    JIS T 8133:2015（タイプ２フルフェースのみ） 

    ― 米国  SNELL M 2010(2019 年 12 月 31 日まで) 

    SNELL M 2015 

 

・ バイザーは、飛散防止材質のものでなければならない。 

 

・ ディスポ―ザブルバイザーの“ティアオフ”は認められる。 

 

・ ワイルドカードエントリーのヘルメット規則は事項 2.4.6.5 参照。 

 

・ 例外として、代理ライダーまたは代替えライダーは、他の世界選手権サーキッ

トレースクラスに参加することが認められる FIM の認める国際規格のヘルメ

ットでの参加が認められる。この例外規則はあるシーズンの最初の 2 つの GP

イベントのみ（もしイベントが連続して開催される場合は 3 つのイベント）

認められ、以降は事項 2.4.5.2.3 が適用される。 

 

 b) レザースーツ及びエアバッグシステム、グローブ、ブーツ、バックプロテク

   ターの認証資格 

   全てのライダーの安全装備は事項 2.4.5.2.3.c セクション i から vi に明記さ   

   れている要件に合致していなければならない。以下の手順が適用される。 

 

・ デザイン毎のサンプルまたはモデルは、ＦＩＭ規格テーブル１の要件を満たし

ていなければならない。またエアバッグシステムについてはグランプリエアバ

ッグ 2018 の要件を満たしていなければならない。 

・ このデザインまたはモデルの各サンプルは、パーマネントマーキングによるモ

デルコード同等のものでなければならない。 

 

・ テストに合格した個々のデザインまたはモデルは、マニュファクチャラ―によ

る自己証明ガ認められ、公式書類にＦＩＭ公認規格取得と明記する事が出来る。 
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・ この証明書コピーが MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・アルドリッ

ジ氏：danny@irta.org.uk ）及びＦＩＭレーシングホモロゲーションプログ

ラム(frhp@fim.ch )に送られる。 

 

・ レザースーツに限り、ライダーの為にマニュファクチャラ―はライダーレース

スーツで―タフベースファイルに完全に記録されなければならない。 

 

・ このデータベースは MotoGP テクニカルディレクターにも提供され、ライダ

ーに提供されたり、提供を取りやめた時に最新の情報にしなければならない。 

 

・ テクニカルディレクター及びライダーもまたデータベースからレザースーツ

の情報を撤廃する権利を有する。 

 

 c) レザースーツ、グローブ、ブーツ、バック及びチェストプロテクターの規格 

 i) レザースーツ 

 ・ テーブル１コラム１を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

   ない。 

 

・ 表面エリアの最大 50％までの耐摩擦伸縮素材の使用が認められるが、テーブ

ル１コラム１の要件を満たしていなければならない。 

 

・ 肩、ひじ、ひざ及びすねは EN1621-1:2012 に適合するガ―ド（パッド）

が含まれても良い。 

 

・ 下記要件を満たしたエアバッグシステムを装備したレザースーツが義務とさ

れる。 

 

― エアバッグシステムは上記 b)の承認を受けていなければならない。 

 

― 各ライダーは、各トラックセッションを機能するエアバッグシステムでス     

  タートしなければならない。エアバッグが展開した後、プラクティスまた  

  はレースの継続する責任はライダーにある。（本規則により MotoGP の 

  FP4、QP1、ＱＰ２、は一つのトラックセッションと考慮される） 

 

   ― 代理または代替えライダーについて、エアバッグシステムの使用はシー

mailto:danny@irta.org.uk
mailto:frhp@fim.ch
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     ズン最初の大会時は推奨とし、それ以降のシーズンは義務とする。 

   － MotoGP ワイルドカードライダーのエアバッグの使用は義務とされる。

     ワイルドカードライダーの装備は大会前の車検時にテクニカルディレク

     ターに提示されなければならない。 

 

 ii) グローブ 

・ テーブル１コラム３を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

 

・ 最低 50 ㎜にわたりレザースーツの手首迄を覆う長さがなければならない。 

 

・ 手にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不可） 

 

・ 適切なこぶし（指関節部）プロテクションが施されていなければならない。 

 

 iii) ブーツ 

・ テーブル１コラム４を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

 

・ 表面エリアの最大 40％までの屈曲ゾーンが認められるが、テーブル１コラム

５の要件を満たしていなければならない。 

 

・ 最低 70 ㎜にわたりレザースーツを覆う長さがなければならない。 

 

・ 足にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不可） 

 

 iv) バックプロテクター 

・ EN1621-2:2014 または EN1621-2:2010 に適合していなければならな

い。 

 

・ 背部全般的または部分的なものでも良い。 

 

 v) チェストプロテクター 

 ・ フルチェストプロテクター（シングルピースとしてデザインされたプロテク

   ター）及び部分的チェストプロテクター（2 分割式にデザインされたプロテ

   クター）が認められる。 
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・ 全てのタイプのチェストプロテクター（フルまたは分割式）は、保護する範囲 

は 230㎠以下であってはならない。 

 

・ prEN1621-3（レベル１または２）に準拠したＢタイププロテクターが認め

られる。 

 ・ 適切な素材及び長さのものでなければならない。 

・ チェストプロテクターの承認は、テクニカルディレクターの決定が最終のもの

とされる。 

 

 vi)  マーキング 

・ 装備マニュファクチャラ―が上記 i)から iv)及び下記テーブル１に適合する事

をテストし、証明した時点で、製品のモデルナンバーを付したパーマネントマ

ーキングを貼付することができる。 

 

・ レーススーツのマーキングは、独自のシリアルナンバーも追記される。 

 

  テーブル１ 材質特性 

  １ ２ ３ ４ ５ 

テスト テスト方法 スーツ 

皮 革 及

び メ イ

ン素材 

スーツ 

伸縮エリ

ア 

グローブ 

手のひら 

及び 

手の甲 

ブーツ 

全 エ リ

ア 

ブーツ 

屈 曲 エ リ

ア 

引 き 裂

き 

ISO 3377-1

または 

EN338(N) 

＞50 ＞５０ ＞３０ ＞100 ＞６０ 

摩擦 EN338 

（サイクル） 

＞600 ＞400 ＞300 ＞800 ＞500 

縫い目 EN13935-1 

（スーツ、ブ

ーツ） 

EN13594 

（グローブ） 

＞１２ ＞１２ ＞８ ＞１５ ＞１５ 
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 ４．クラッシュ後のライダー装備チェック 

   クラッシュ後、テクニカルディレクターは、次のプラクティス、ウォームア

   ップまたはレースに出走する前に、ライダーの装備を確認するよう彼の自由

     裁量により要請する場合がある。 

 

   テクニカルディレクターまたは当該アイテム製造マニュファクチャラ―代表

     により、装備のアイテムが走行するためには損傷を受け過ぎていると判断し

   た場合、ライダーは、コースに入る前に当該アイテムを交換するか修理しな

   ければならない。 

 

   装備の状態、ライダーの保護具としての適切性に関してはテクニカルディレ

   クターが事前に当該アイテムのマニュファクチャラ―と協議し、最終判断を

   下す。 

 

 ５．ワイルドカードライダーの安全装備 

   ワイルドカードエントリーの場合、ヘルメット及びバイザーは必要要件を備

   えた規格のものを使用しなければならない。 

   公認モデルナンバーやシリアルナンバーの無いその他安全装備の使用につ     

   いてはテクニカルディレクターの承認が必要とされる。 

 

2.4.5.3 車検の手順 

 1. 各サーキットには、車検用エリアが設置されるものとする。このエリアには、

   テクニカルディレクターの監視の下に車検長の監督によって、様々な検査の

   実施に向け適切な器具類が準備されること、すなわち： 

   ⅰ) マシンの音量測定機材 

 

   ⅱ) 較正用の分銅つき重量測定器 

 

   ⅲ) エンジン排気量測定機材 

 

   ⅳ) その他の寸法や技術規則に明記された基準を測定するために必要な器     

     材やゲージ類 

 

 2. 車検の手順は、規則に定められたスケジュールに従って実施される。車検員   

   は、テクニカルディレクターの要望に応じ、マシンおよび装備品のチェック
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   ができるよう、大会期間を通して待機していなければならない。 

 3. 車両の提示は、技術規則に適合しているとの絶対的な供述とみなされる。 

   全ての技術規則及び安全規則に車両が適合しているかの責任はチームにある。 

 

 4. 初回の車検時のライダーの出席は必須ではない。ただし、Moto2 及び Moto3

   クラス場合は例外で、ライダーが重量検査のためにヘルメット及び全ての防

   護装具を持参しなければならない。 

 

 5. モーターサイクルは、チームの名のもとに初回の車検で検査され、各マシンは、

   車両仕様および車検結果を記録する車検カードを用意する車検員によって登

   録される。そしてそのチームのライダーはそのマシンを使用する権利を持つ。 

 

６．初めの車検時に、車検員は重量（Moto3 および Moto2 クラスはライダーの   

  体重を加算）、音量を含め、車両の技術的詳細を検査、記録しなければならず、   

  テクニカルディレクターの要請により、規則の他の観点でも技術的に適合し   

  ているかを検査する場合もある。 

 

7. 各競技会において、最初のプラクティス前の車検終了時に車検員は、当該レー

ス用のチームライダーによって使用されるマシンの登録が済み、車検に合格し

たことを示す小さなステッカーを、マシンに貼付する。 

 

8. 車検長は、車検結果報告書を作成し、テクニカルディレクターを介し、大会運

営委員会に提出する。 

 

9. 車検員は、事故に関係した全てのマシンに対して再車検を行わなくてはならな

い。また、必要に応じて、修復されたマシンに新しい車検合格ステッカーを発

行する。この再車検は通常、当該ライダーのピット内で行われる。チームは、

マシンのいかなる修理作業およびその使用が可能であるかに関して、全責任を

負うものとする。 

 

10. 車検員は、テクニカルディレクターの指示に従い、大会期間中またはレース後

にマシンが技術規則と適合しているかを再検査するため、および技術に関する

抗議が出された場合に車検を監視できるよう、待機していなくてはならない。 

 

11. レース終了後、車検長は、上位 3 台のモーターサイクルとテクニカルディレク

ターが指定した 1 台のモーターサイクルが、抗議に対応するため６０分間車検
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場に保管されるよう手配しなくてはならない。 

   モーターサイクルは、いかなる FIM グランプル技術規則に対しても適合して

   いるかどうかテクニカルディレクターの監視の下、テクニカルディレクター

   の決定に基づきチェックされる場合がある。 

 

12. テクニカルディレクターが必要とした場合、チームに対して当該パーツまたは

サンプルの提出をするよう要請することができる。 

 

13.  クォリファイまたはレース後のテクニカルチェックにおいて、トラック上で  

 損傷又は技術的問題により不合格となった場合、常に MotoGP テクニカル  

 ディレクターの判断により下記プロトコールが適用される。 

 

a) 最低重量に達していないマシンの場合 

i)液体の流出 

  ・ テクニカルディレクターによりトラック上における事故または技術

    的問題により液体の流出があったとの物的証拠が確認された場合、

    シーズンスタート時におけるマニュファクチャラーの公表地まで       

       液体の補充を認めることができる。 

 

     ・ 液体を保持する部品（例：ラヂエター）の損傷により交換が必要と

     なる場合、テクニカルディレクターが新しい部品が損傷部品と同一

       のものであると確信した場合に限り、テクニカルディレクター監視

    下で交換が認められる。MotoGP クラスにおいては、テクニカルデ

       ィレクターは、ライダーの第 2（スペア）マシンから交換部品を流用

       することを要請する場合がある。 

 

  ii) 材質又は部品の損失 

   ・ テクニカルディレクターは、マシンがトラック上での事故または

     技術的問題による部品または材質の損失を確認した場合、下記条

        件に則り部品の交換を認める場合がある。 

 

   ・ テクニカルディレクターは、新たな部品がオリジナルのものと同

     じものであるか確認しなければならない。 

 

   ・ MotoGP クラスにおいて、テクニカルディレクターは、レファ 

     レンスとして使用されるライダーの第 2 マシン（スペア）から交
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     換部品として使用することを要請する。 

・ テクニカルディレクターが、部品または材質の損失があったと 

  認めうる実証に欠ける場合、交換する前にオリジナルのパーツが確   

  認できなければならない。 

 

   ・ バラストの紛失の場合、オーガナイザーがそれを発見し、車検に

     戻された時点で、新たなものに交換することが認められる。 

 

b) 音量規制値を超えるマシンの場合 

   ・ テクニカルディレクターが、トラック上での事故または技術的な

     問題から損傷または紛失されたと十分な物的証拠があると認める

     場合、その損傷又は紛失したエキゾーストパイプを交換する事を

     許可することが出来る。その後マシンは再スタートすることが出

        来る。 

 

   ・ MotoGP クラスにおいて、テクニカルディレクターは、ライダ 

     ーの第 2（スペア）マシンのエキゾーストパーツを交換部品とす

        るよう要請することが出来る。 

 

2.4.5.4  音量検査 

 1. 音量検査は、検査されるモーターサイクルと壁またはその他の障害物の間に   

   最低 10m の空間のある屋外で行われなければならない。またその場所は、   

   周囲の音が最小限でなくてはならない。 

 

 2. 測定機器は検査実施前および定期的に誤差修正されなければならない。 

 

 3. 測定機器はエキゾーストパイプの先端から 50 ㎝後方、またパイプに対して 

   45°の角度で上方または左右いずれかに設置されなければならない。 

 

 4. 常に適用される最大音量は： 

   MotoGP： 130dB/A 

 

   便宜上、検査は固定 RPM で実施されてもよい。 

 

 
 

1気筒 2気筒 3気筒 4気筒
MotoGP 5,500rpm 5,500rpm 5,500rpm 5,500rpm
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2.4.6  ワイルドカード 

  ワイルドカードエントリーは、上記 MotoGP 技術規則の全て遵守するとともに、

 下記条件が科される。 

 

１． 各ワイルドカードエントリーは、各大会期間中最大 3 基のエンジンが認め

られる。 

 

２． MotoGPクラスに現在エントリーしているMSMAマニュファクチャラー

のマシンを使用するワイルドカードエントリーは、ECU ハードウェア及び

ソフトウェア、センサー公認（事項 2.4.3.5.3.c）及びフリーデバイスチ

ェッキング（事項 2.4.3.5.d.iii）を含む全ての技術規則に適合していなけれ

ばならない。 

 

MotoGP クラスに現在エントリーしていないマニュファクチャラーのマ  

シンを使用するワイルドカードエントリーは、ECU ハードウェア及びソ  

フトウェア、データロガー、センサー及びフリーデバイスを網羅する規則

から除外される。 

 

 ３．  ワイルドカードエントリーは、現行のボディーワーク規則（事項 2.4.4.7）

  に準拠していなければならない。 

 

 ４．  ワイルドカードのシーズン最初の車検終了前に、マニュファクチャラー

  は下記情報をテクニカルディレクターに提供しなければならない。 

  ― エアロボディーサンプルまたは図面 

 ― ギヤボックスレシオ 

  ― ホイールリムサイズ 

 ― 燃料システムの概要 

 
 ５． ワイルドカードライダーのライダー安全装備（事項 2.4.5.2） 

    ― 事項 2.4.5.2 の例外として、代理ライダーまたは代替えライダーは、

      他の世界選手権サーキットレースクラスに参加することが認められる

      FIM の認める国際規格のヘルメットでの参加が認められる。この例外

      規則はあるシーズンの最初の 2 つの GP イベントのみ（もしイベント

      が連続して開催される場合は 3 つのイベント）認められ、以降は事項

      2.4.5.2.3（FIM ヘルメットホモロゲーション）が適用される。 
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    － 承認モデルナンバー及びシリアル（管理）ナンバーのないその他安全

      装備は、その仕様に関してテクニカルディレクターの許可を必要とす

      る。 

 

    － 大会開始前の車検に他の装備と共に提出される彼らのエアバッグシス

      テムが現行の FIM 規則に準拠しているかどうか確認することは全ての

      ワイルドカードライダーの責任とする。 

 

    － レザースーツにエアバッグシステムを使用することは義務とされる。 

 

  



66 
 

2.5 Moto2 クラス技術規則 

2.5.3 エンジン 

2.5.3.1  エンジンの説明 

 1．使用を認められるエンジンは 4 ストロークの原理で作動するレシプロ式のも  

   のに限定される。 

   

  各エンジンシリンダーの垂直切断面およびピストンの断面は、円形でなけれ   

  ばならない。シリンダーおよびピストンの円形断面の直径の相違は、どの 2   

  点で測定しても 5％以下の誤差でなければならない。 

 

 2．エンジンは自然吸気でなければならない。 

 

 3. エンジンの排気量はシリンダーの行程容積によって定められる。すなわち、   

  シリンダーボア面積×ストローク×気筒数である。 

 

    排気量の許容誤差は認められない。 

 

    エンジン排気量は外気温のもとで測定されなければならない。 

 

2.5.3.2  Moto2 エンジン供給 

    １．  公式サプライヤーのエンジンのみ使用が認められる。公式サプライヤ 

  ーとは、エンジンプロデューサー及び/またはエンジンアッセンブル、リ

  ビルド、メンテナンス及び運搬機能を有する感謝組織を言う。 

 

 2．  封印されたエンジンが各チームに提供され、それはテクニカルディレクタ

  ー及びスタッフによって割り当てられる。 

 

３． 封印は取り外されたり破られたりされてはならず、チームは、事項

2.5.3.2.4 に規定されているメンテナンスのために封印されていないカバ

ーを取り外す以外にエンジンを開けてはならない。特に、カムカバー、シ

リンダーヘッド、クランクケースは開けたり取り外したりしてはならない。 
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 ４．  チームは、封印されたｈシールを剥がすことの無い、選手権オーガナイ

  ザーから特に認められたパーツのメンテナンスのみ認められる。これに

  はオイルの変更や冷却、燃料、電子システム、プレート・ハブ・コント

  トールメカニズムを含むクラッチパーツが含まれる以下に記す外部アイ

  テムが認められる。 

 

 ５．  その他メンテナンス及び修理、特に封印シールをはがさなければならな

  いようなことについては公式サプライヤーが行う。通常のメンテナンス、

  リビルド及びエンジン交換は選手権オーガナイザーの裁量及び定められ

  る佑ジュールによる。 

 

 ６．  メンテナンス、修理または交換の為に戻されるエンジンは、配布された

  時のオリジナルの状態でなければならず、以下が含まれる。 

 

  ― カバー、ホース及びコネクターを含む冷却システム、ワイヤリング

    及びコネクターを含む電子システム、クラッチ 

 

 ７ エンジンが壊れた場合や損傷した場合、テクニカルディレクターより別

  のエンジンが供給される。その割り当ては、Moto2 プラクティスセッシ

  ョン中またはレースサイティングラップのためにピットレーン開放され

  てから 30 分以内とする。 

 

 エンジンの定義、仕様及び改造 

 ８ i) コンプリートエンジンの使用が義務とされる。本規則に規定されてい

    るか、またはテクニカルディレクターの指示による場合を除き改造は

       認められない。改造に関する争いが生じた場合、テクニカルディレク

       ターの決定を最終のものとする。 

 

  ii) エンジンデザイン及び仕様は公式サプライヤーがオーガナイザーと協

   議の上決定する。エンジンデザイン及び仕様は、公式サプライヤー及

     びシリーズオーガナイザーの双方の合意があった場合、いつでも変更

   することが出来る。シリーズの基本理念であるコスト削減及び長期経

   費管理に合うもので公式サプライヤーとシリーズオーガナイザー同意

   を得られるような新たな技術（例：材質、シリンダーヘッド及びバル

   ブデザイン、バルブ作動メカニズム、代替え燃料等）は、奨励される。 
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  iii)公式サプライヤーは、性能や耐久性の向上のために個々のパーツの仕様

      を変更することは通常のことである。 

 

     iv)全てのチームに支給されるエンジンは、公式サプライヤーが通常のダ

   イノメーター条件の基計測された同等の仕様及びエンジン性能とし、

   オーガナイザーと公式サプライヤーによって同意された許容誤差の範

   囲内でなければならない。 

 

  v)チームは、エンジンが標準以下の性能である根拠を基にエンジン交換を

   要請することが出来る。 

   a)エンジンの問題が明確で、エンジン性能が標準以下であると明確に証

    明されテクニカルディレクターが満足する者であった場合、事項    

       2.5.3.2.7 に従いレースディレクションの承認を得てエンジン交換 

    を認める。 

 

      b)テクニカルディレクターがエンジン問題に関する明確な証拠ではな

    いと判断した場合であっても、チームはエンジン交換を要請するこ

       とが出来る。 

 

   そのような要請は、エンジン毎に書面でテクニカルディレクター保証

    金 7500 ユーロと共に提出され、その保証金は IRTA に支払われる。 

 

    レースディレクションの承認の上、エンジンは交換され元のエンジン

   は公式サプライヤーに返却され、公式サプライヤーにより通常どおり

   にされ、ダイノメーター検査結果がテクニカルディレクターに送られ

   なければならない。 

 

   エンジンが性能パラメーターの範囲内で使用出来る物であった場合、

   同じエンジンが次の大会時にチームに戻され、チームの補償金は没収

   される。 

 

    エンジンが性能パラメーターの範囲外で使用出来ない物であった場 

     合、保証金は全額チームに返却される。 
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   チームまたはライダーの根拠のないエンジン変更のための補償金が没

   収された場合、シーズン中に同じチームまたはライダー（代替えライ

   ダー含む）からの次回からのクレームの度に追加補償金 2500 ユーロ

    が加算される。 

 

  vi)エンジンコンプリート（以下エンジンという）は供給されたエンジン

   ケース、カバー及び内部パーツ全て、また公式サプライヤーから供給

   された全ての外部パーツを指すがそれに限られてはいない。 

 

   a)エアボックス、エアフィルター、燃料ポンプ及びレギュレーター、ス

    ロットルボディー、インテークマニホールド、エアインテークファ

    ンネル、フュエルインジェクター、燃料供給ラインホース及びブリ

    ーザーを含む燃料システム。 

 

   b)ジェネレーター、イグニッションコイルを含む電子システム 

 

   c)オイルフィルター、オイルクーラー、オイルプレッシャースイッチ（ま

    たはテクニカルディレクターが承認したオイルプレッシャーセンサ

    ー）を含む潤滑システム 

 

 ９ 耐久性と性能を確実なものとするため、公式サプライヤーはエンジンに手を

   加えることを推奨しない。しかし、チームの責任において下記アイテムの交

   換または改造することが出来る。 

  

a) クーラントホース及び取り付けは、個々のラヂエターのデザインに合わせ

るように変更することが出来る。インレット/アウトレットパイプが取り

付けられている武部は、オリジナルの部品と同じ内径でなければならない。 

  

b) 燃料ポンプとプライマリーインジェクター間の燃料デリバリーラインは、

長さを合わせるか一列のコネクターを合わせるために改造することが認

められる。 

 

 10 以下の外部アイテムは交換、取り外しまたは改造が認められない。但し、機

   能不全や損傷のためにオリジナルのパーツへの交換は認められる。（テクニカ

   ルディレクターの承認が必要） 
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a) ギヤボックスポジションセンサー 

b) オイルクーラー（熱交換器） 

c) オイルフィルター 

d) オイルプレッシャーセンサー 

e) ギヤボックス出力スピードセンサー 

f) 水温センサー 

g) エンジンのパーツとして供給された電子ケーブル及びコネクター 

 

 クーリングシステム 

 11 クーリングシステムのデザイン及び構造は自由とするが、事項 2.5.3.2.9 及

   び 2.5.3.2.10、及び 2.5.3.2.15 に準拠していなければならず、エンジンは

   公式サプライヤーによって示されるオペレーティングパラメーターに合って

   いなければならない。（付録 Moto2 図 5 参照） 

 

 12 スタンダードのエンジンオイルクーラーは義務とされ、追加のオイルクーラ

   ーは認められない。 

 

 エンジンの使用 

 13 エンジンは、選手権プロモーターが規定する公式 Moto2 イベント時にのみ

   使用することが出来る。Moto2 イベントとは、公式テスト及びグランプリレ

   ースイベントを指す。 

 

 14 選手権オーガナイザーは、イベント及び/またはメンテナンス期間（事項 

   2.5.3.2.5）終了時点で返却しなければならない。これは選手権オーガナイ   

   ザーの自由裁量で行われるものとし、チームはそれに従わなければならない。 

 

15 エンジンは、故意による不正使用を避けるため、常に公式サプライヤーによ 

って提供されたオペレーティングパラメーターの範囲内で使用されなけれ

ばならない。付録 Moto2 図５参照。 

 

2.5.3.5. エレクトロニクス 

 2. タイヤの温度/圧センサーは全てのクラスで認められる。 
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 Moto2 イグニッション及びエレクトロニクス 

 11 公式サプライヤーが供給する公式電子イグニッション/フュエルイグニッ   

   ションコントロールユニット（データロガー内蔵ＥＣＵ）、慣性計測装置   

   （IMU）、ダッシュボード及びスイッチパネルは認められる。またＧＰイベン

   トで Moto2 マシンに使用されるＥＣＵはテクニカルディレクターに申請し   

   ていなければならない。 

 

   この ECU は、ハードウェアは無改造のままとし、ソフトウェアは公式サプラ

   イヤーの提供した状態とする。但し、Moto2 キットの一部として供給される

   スタンダードのソフトウェアセッティングツールを使用する通常のチューニ

   ング調整は認められる。ECU から送られるシグナルを追加のデバイスやモジ

   ュールを使用して変更することは禁止される。インジェクター、バイパスシ

   ステム及びイグニッションはオリジナルかつ非改造のＥＣＵシグナルによっ

   て作動しなければならない。 

 

 13 テクニカルディレクターは、いつでも記録された情報を含むハードウェア及

   びソフトウェアを検査することが出来る。テクニカルディレクターはチーム

   に対し、マシンに搭載されているＥＣＵを同等のものと交換することを要求

   することが出来る。 

 

 14 ワイヤリングハーネスのデザイン及び構造は、異なるマシンデザインに対応

   するために自由とするが、公式サプライヤーのワイヤリング図式は守られな

   ければならない。スタンダード ECU、データロガー及びインジェクションユ

   ニットがハーネス及び事項2.5.3.2.8及び2.5.3.2.10に表記されている部品

   と接続されなければならない。 

 

 データロガー 

 15 選手権オーガナイザーによって承認され供給された公式 ECU 内蔵のスタン

   ダード Moto2 データロガーシステムのみ公式な Moto2 レース及びテストイ

   ベントでの使用が認められる。如何なる追加のロガー、カリブレーション及

   びデータロギング/ダウンロードツール（MMMのSysma及びWintax以外）

   は認められない。ソフトウェア/ツール分析は自由とするが、ECU と共に供

   給される。 
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 16 エンジン/シャーシコントロール策、ロギング及び幾つかのチャンネルの伝

   達の安全かつ正しい作動の確認並びにモニタリングは義務とする。必須チャ

   ンネルのリストはテクニカルディレクターから提供される。 

 

 17 公式 ECU、IMU、ダッシュボード、データロガー、スイッチパネル、ギヤ

   シフトロードセル、タイヤプレッシャーセンサーの使用義務以外に、特殊セ

   ンサーのための追加のチャンネルがある。 

 

公式 Moto2 イベントにおけるマシンへのその他センサーの追加は認められ

ない。また使用可能としてリストされたセンサーはテクニカルディレクター

の承認が必要となる。付録 Moto2 図４及び公認データロガー及びセンサー最

新版はＦＩＭウェブサイトにて知ることが出来る。          

（http://www.fim-live.com/en/library/）。 

    次の事項 2.5.4.9.1)によりリアスリックタイヤプレッシャーを記録すること

   は義務とされる。 

 

 18 スロットルコントロールバルブは ECU ソフトウェアによって作動しなけれ

   ばならない。その他手段による作動は禁止される。 

 

2.5.3.6  フュエルシステム 

 Moto２クラス フュエルシステム 

 ６  公式サプライヤーによるフュエルシステムの使用（事項 2.5.3.2.8.vi）a)参

   照）が義務とされ、それは公式サプライヤーが供給したスタンダードの状態

   を維持されなければならない。本規則に特に明記された部分のみ改造が認め

   られる。テクニカルディレクターはフュエルシステムの如何なるパーツも他

   のスタンダードパーツに交換するようチームに要請することが出来る。 

 

 ８ 燃料タンクデザイン及び燃料タンクの構造は自由とするが、FIM グランプリ

   規則事項 2.5.4.5 が守られなければならない。容量規制は設けられない。 

 

 ９ 燃料デリバリーホース：燃料デリバリーホースの取り付けは供給時のスタン

   ダードのままとする。しかし、フュエルラインにクイックコネクター（例：

   ドライブレークコネクター）を取り付けることが認められる。 

 

 

 

http://www.fim-live.com/en/library/


73 
 

 10 エアボックス：公式サプライヤーにより供給されたスタンダードのエアボッ

   クス（エアフィルター含む）のみ使用が認められる。このボックスへの改造、

   変更または追加は認められない。但し、下記事項 2.5.3.6.11 の場合を除く。 

 

 11 正しい性能を発揮する為、公式サプライヤーはエアボックスへの変更を推奨

   しない。しかし、チームがリスクを負うことにより、下記の変更は認められ

   る。 

 

a) トランジションダクト：エアボックスからヘッドストックまで、エアフィ

ルターより先は個々のシャーシデザインに合わせる為変更が認められる。 

 

b) カムカバーとエアボックスの間のエンジンブリーザーにキャッチタンク

を取りつけることが出来る。キャッチタンクはエンジンからの液体を集め

るだけを目的とし、その他機能を持っていてはならない。（例、プレッシ

ャー変更）また、カムカバー、キャッチタンク及びエアボックス間のブリ

ーザーのコネクションは直結することが出来る。キャッチタンク及びコネ

クションは常にインスペクションのために視認できるものでなければな

らない。（恒久的にシャーシまたはその他パーツ内に取り付けられてはな

らない） 

 

2.5.3.7  エキゾースト 

 1. エキゾーストの排出口は、リアタイヤの後端に沿って直線に引かれた線より  

  後ろに突出してはならない。 

 

 2. 安全上の理由から、エキゾーストパイプの露出した端部は鋭利な面とせず、  

  丸みをつけなければならない。 

 

 3. 可変長エキゾーストシステムの使用は認められない。 

 

 4. 排気ガス再循環（EGR）システムの使用は認められない。 

 

 Moto2 クラスエキゾースト 

 ６ Moto2 エキゾーストシステムのデザイン及び構造は自由とするが、公式エン

   ジンサプライヤーの指定レイアウトを準拠し、全ての寸法、パイプ長及び直

   径の許容誤差が守られなければならない。エンジンサプライヤーの指定寸法

   は、付録 Moto2 図３を参照。 
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 ７ リニアエアフュエルセンサーは、エキゾーストの 3into1 結合部より後方   

   125ｍｍに位置し、その教養誤差は 20ｍｍ（3 into 1 結合部の後最低 105

   ｍｍ、最高 145ｍｍ）付録 Moto2 図３参照。 

 

2.5.3.8  制御システム 

 １ 油圧および／または空気圧動力システムはシリンダーの吸気口／排気バルブ

   スプリングを除き、いずれも使用を認められないマシンに搭載された油圧系

   統は、以下に明確化されているとおり、ライダーの手動操作によってのみ作

   動すること、 

 

 ブレーキ／クラッチ用のマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による

一般的な油圧制御は許可される。 

 

 ニューマチック（空気圧）エンジンバルブ閉鎖システムは MotpGP クラスの

みで許可される。 

 

 エンジンの潤滑／冷却用のオイル／水ポンプは使用を認められる。 

 

 潤滑、冷却以外の目的（油圧制御システムなど）でのエンジン潤滑オイルの

使用は許可されない。 

 

 2. 油圧式および／または電気／電子システムによって駆動される可変バルブタイ

  ミングと可変バルブリフトシステムの使用は認められない。 

 

2.5.3.9  トランスミッション 

 1.  ギア比は最大 6 速とする。 

 

 2.  ツインクラッチトランスミッションシステム（DSG）の使用は認められな      

    い。 

 

 3.  無段変速機（CVT）の使用は認められない。 

 

 4.  自動変速装置は不可とされる。クイックシフターシステムの補助機能が付      

    いたマニュアルトランスミッションの使用は認められる。その他電子制御式

   のクイックシフトの方法は認められなず、クイックシフト共に干渉するいか

   なる追加の電気的/電子式デバイスも認められない。 
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 Moto2 クラスクラッチ及びトランスミッション 

 ６ 一切の改造無に全ての公式 Moto2 イベントでは、公式レーシングスリッパ―

   クラッチ（バックトルクリミッター）及びクラッチカバーのみの使用が認め

   られる。 

 

 ７ 取り付け、調整及びクラッチ関連のパーツ全てはチームの責任とする。メン

   テナンス、修理または交換の為に戻されたエンジンのレーシングクラッチは

   取り外され、チームは、代わりのエンジンに自身のクラッチを使用するため

   に管理しておかなければならない。 

 

 ８ 公式クイックシフターロードセルのみの使用が認められる。付録 Moto2 図４

   参照。 

 

   公式大会においては、クイックシフターのロードセル信号データを記録する

   ことは義務とされます。この情報は IRTA データダウンロードの一部として主

   催者に提供されます。 

 

2.4.3.10 素材 

 備考：ここでの「X 基準合金」や「X の素材」は要素 X(例えば鉄、鉄または鉄を

       基準とした合金)が％w/w のもとに、合金の中でも最もすぐれた要素でなけ

       ればならないことを意味する。 

 

 1.  下記部品の構造にチタニウムを使用することは禁止される。 

  ・ フレーム/シャーシ、ただしボルト及びファスナーを除く。（シャー

    シがどのパーツによって構成されるかは、テクニカルディレクター

       ンも決定が最終とされる。） 

 

・ スイングアーム、ボルト及びファスナー除く。 

  

・ スイングアームスピンドル 

 

・ ホイールスピンドル（ホイールスピンドルについては軽合金の使用も

また禁止される。 

 

・ ハンドルバー 
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・ フロンとサスペンションインナー及びアウターチューブ及びボトム

（例：アクスルマウントポイント） 

 

・ ショックアブソーバーピストンシャフト及びダンパーチューブ 

 

2. クランクシャフトとカムシャフトの基本構造は鉄素材、スチールまたは鋳鉄     

  製のものでなければばらない。バランスを保つことを目的とした上でクラン 

  クシャフトに異なる材料を組み込むことは許可される。 

 

 3.  ピストン、シリンダーヘッドおよびシリンダーブロックについてはカーボン

    またはアラミドファイバー強化素材を用いた複合構造であってはならない。 

 

 4.  ブレーキキャリパーには、弾力係数 80Gpa 以下のアルミニウム素材を使用

   しなければならない。 

 

 ５ ブレーキホースからブレーキキャリパー及びブレーキマスターシリンダーへ

   の全てのコネクター（フロント及びリア）には、引張強度 500Mpa 以上の

   スチールまたはチタニウム合金性の構造部品でなければならない。 

 

   リアブレーキホースのみ真鍮製のコネクターが認められる。 

 

 ６  モーターサイクルおよびエンジンのいかなる部分にも弾力 50Gpa/       

    (g/cm3)以上の金属素材を使用してはならない。 

 

 ７  MMC（金属マトリックス複合材料）と FRM（繊維強化金属）の使用は禁   

    止される。 

 

2.5.4  シャーシ 

2.5.4.1 重量 

 1.  以下が許容される最低重量である： 

    Moto2 モーターサイクル＋ライダー：  ２１７Ｋｇ  

  

 2.  最低車両重量を満たすためにバラストの追加が認められる。 
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 3.  車両重量は初回の車検にて検査される。しかしメインの重量検査は、プラ   

   クティスセッションあるいはレース終了後に実施される。マシンの重量は、

   競技出場時の状態、すなわち燃料タンクを搭載した状態でノーマルレベルの

   オイルと水に加え、計時用トランスポンダー、カメラ機材、電子データログ

   機材等の追加装備品を搭載した状態で計測される。 

 

   Moto2 の重量チェックは、フル装備のライダーと車両の重量の合計とする。

   指定された重量測定エリアでは、プラクティス中にランダム重量チェックが

   行われる。 

 

2.5.4.2 安全性と構造基準 

 注：図７，８，９も参照のこと。 

 

 1.  シャーシデザインと構造 

   シャーシはプロトタイプのものであるとし、FIM グランプリ技術規則の定め

   る範囲内で、その設計や構造は自由とする。プロトタイプ以外の車両（つま

   り一般公道用として製作されるシリーズプロダクションなど）のメインフレ

   ーム、スイングアーム、燃料タンク、シートおよびフェアリング／ボディー

   ワークの使用は認められない。 

 

 2.  スロットルツイストグリップ 

   スロットルツイストグリップは、手を離したときに自動的に閉じられるもの

   とする。それらはテクニカルディレクターの承認も必要とされる。付録   

     Moto2 図４、及び FIM ウェブサイトにおける公認センサーリスト最新版も

   参照。(http://www.fim-live.com/en/library) 

 

 3.  ステアリング 

   a) ハンドルバーの幅は最低 450 ㎜とし、先端はソリッドまたはゴムで覆  

  われたものとする。ハンドルバーの幅とは、ハンドルバーグリップまた

   はスロットルツイストグリップの外側の間隔を測定されたものとする。 

 

   b) ステアリングは中心線の両側に最低 15°にわたって可動しなくてはな 

  らない。 
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   c) ステアリングロックした状態で、ハンドルバーと燃料タンクフレーム及び

  ／または車体の間に、最低 30 ㎜のクリアランスを確保するために、スト

     ップを設置しなければならない。 

 

 4. フットレスト 

   フットレストの先端は丸みがあり、中空でなく、半径が最低 8 ㎜の球状であ

   ること。 

 

 5. ハンドルバーレバー 

   レバーの長さはピボットっポイント（回転軸）から測定して 200 ㎜以上あっ

   てはならない。 

 

 6. クリアランス 

   a) マシンは荷重のかからない状態で、タイヤ以外が路面に接しないまま垂

  直状態から 50°の角度で傾けることが可能でなければならない。 

 

   b)  サスペンションおよび全てのリアホイールアジャストメントの位置にか

  かわらず、タイヤの円周に沿って常に最低 15 ㎜のクリアランスがなく 

  てはならない。 

 

 7. ブリザーパイプ 

   エンジンまたはギヤボックスからのブリザーパイプは、エアボックスおよび

   ／もしくは適切な容器に排出しなくてはならない。 

 

 8.  チェーンガード 

     チェーンガードは、リアホイールのロワードライブチェーンとドライブスプ

   ロケットの溝の間に挟まれないように取り付けられていなければならない。 

 

 9. エンジンカバー 

側面のエンジンカバーにはオイルが含まれており、衝突時に地面と接触する  

可能性があるので複合材料、例えばナイロンやカーボンまたはケブラー®で

作られたセカンドカバーで保護しなければならない。アルミニウムまたはス  

チールからできているプレートおよび／またはバーも許可されている。これ  

らすべてのデバイスは、突然の衝撃や摩耗に対して耐性があるよう設計され  

なければならず、適切かつ確実に固定しなければならない。 
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   このような保護はテクニカルディレクターの指示により、MotoGP クラスの

   ノンプロトタイプエンジンにも必須である。 

 

 10. タイミングトランスポンダー 

  a)  全てのマシンは、正しい位置に、エントリーしているクラスに対して正

  しいタイプの計時トランスポンダーを取り付ける必要がある。トランス

  ポンダーはオフシャルタイムキーパーにより承認または供給されたもの

  でなければならず、タイムキーパーの助言およびテクニカルディレクタ

  ーの承認したマシンの位置に固定しなければならない。 

 

  b) トランスポンダーは、マシンがピットまたはトラック上にあろうと、また、

    ライダーがエンジンを切ったとしても常に電源が供給されるものでなけ    

    ればならない。 

 

  c) X2 トランスポンダーが能を最大限に発揮し十分な冷却を得るためにモータ

     ーサイクルの前部ラヂエターの下、モーターサイクルの後方に 10cm 以内     

   の誤差内で取り付けられていなければならない。フェアリングは、トランス

     ポンダーの下に下記寸法を持つケブラーウィンドーがなければならない。 

 

     トランスポンダー本体より前部に 6cm、後部に 6cm、また両側に 3cm を     

   カバーしていなければならない。トランスポンダー及びケブラーウィンドー

     は、メタリックテープまたはその他トランスポンダー機能を妨げる材質のも

     ので覆われてはならない。 

  

 d）トランスポンダーは、ワイヤリング、電源、データーやシグナルの入力／出   

   力を含め、オーガナイザーからの要求通りに完全に機能する必要がある。シ

   グナルがマシンに表示される必要がある場合、テクニカルディレクターの承

   認によって表示装置（例えばダッシュボード）が適合され、完全に機能され

   なければならない。 

 

 11. オンボードカメラ 

   a)  オーガナイザーが車載カメラの搭載を、第 1.21.13 に記載されている通

     り、チームに要請した場合、カメラとその付属機器は全てのプラクティ

  スセッションおよびレース中、またはオーガナイザーの要求通りに、搭

  載されていなければならない。 
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     b) カメラと付属機器は遅くとも競技会のプラクティス初日の前日午前 10 

  時までに搭載を指定されたチームに供給される。 

 

c) チームは、カメラ装着の供給を委託された業者が搭載作業を行いやすいよ

う、妥当な範囲で関係者を受け入れ協力しなければならない。 

 

d) 全ての車載カメラ装置は取付説明書に従ってオーガナイザーが指定した

マシンの場所に装着しなければならない。このような装着の詳細について

は前シーズンの 7 月までにメーカーやチームに伝達される。 

 

e) オーガナイザーによりオンボードカメラの搭載を要請されなかった全て

のマシンは、カメラに代わり、カメラ搭載場所にダミーウェイトを取り付

けることを要請される。位置と各ダミーウェイトの重量は、公式カメラ、

トランスミッター（全てのワイヤー類の重量含む）及びバッテリーの取り

付け位置と同じ位置でなければならない。各アイテムの公式重量はオーガ

ナイザーによって定められ各ダミーウェイトは許容誤差10グラム以内と

する。チームはダミーウェイトを準備しなければならず、そのデザイン及

び材質は自由とする。 

 

 12. セーフティーライト 

   全てのモーターサイクルには、雨または視界が悪いコンディション時にレー

   スディレクションの指示により使用するレッドライト機能をマシンの後部に

   取り付けなければならない。チームは、レインタイヤが装着されているとき

   はいつでもライトがオンになっていることを確認する必要がある。 

 

   ライトは以下を遵守しなければならない： 

 

a) ライトの向きはマシンの中心線（モーターサイクル走行方向）と

平行、かつ後から少なくともマシン中心線の左右両側に 15°の

角度にはっきりと見えなければならない。 

 

b) ほぼマシンの中心線上のシート／後部車体、テクニカルディレク

ターが承認した位置に取り付けられる。取付位置や視界をめぐる

問題が発生した際には、テクニカル ディレクターが最終判断を

下す。 
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c) 電源出力／同等光度：10－15W（白熱灯） 0.6－1.8W（LED） 

 

d) セーフティーライト用電源は、マシンのメインワイヤリングおよ

び電池から分離される。 

 

2.5.4.3  ブレーキ 

 1. モーターサイクルには各ホイールに最低１つ、独立操作のできるブレーキが   

   装備されていなくてはならない。 

 

 ２ Moto2 クラスにおいて、鉄製ブレーキディスクのみ認められる。 

  

 ４ 全クラスにおいて、ブレーキディスクのセラミック複合素材の割合は質量の

   2％を超えてはならない。 

 

   セラミック素材とは、無機、非金属個体と定義されている。 

   （例：Al2O3, SiC, B4C, Ti5Si3, SiO2, Si3N4） 

 

   その他認められる材質に関してはブレーキ構造素材事項 2.5.3.10.4)及び 5)

   を参照 

 

 ５. 誤って別のマシンと衝突した際に作動するハンドルブレーキレバーを保護す

   るために、モーターサイクルは、ブレーキレバープロテクションを装着する

   必要がある。許容されるプロテクションには、正面から見てブレーキレバー

   をカバーするために十分に拡張されたフェアリングが含まれている。 

 

   このようなデバイスは効果的に機能するために十分な強度を持っていなけれ

   ばならない。また、負傷またはそれに引っかかるなどライダーのリスクにな

   らないよう設計されなければならない。またそれは（テクニカルディレクタ

   ーの判断で）危険なフィッティングとみなされないような装着が必要とされ

   る。 

 

   ブレーキレバープロテクションがブレーキシステムの一部（例：ブレーキマ

   スターシリンダー）に接触している場合、適切なブレーキ操作を妨げている

   旨を、ブレーキシステムメーカーはテクニカルディレクターに対して書面で

   正式に申し出る必要がある。 
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 ６ アンチロックブレーキシステム（ABS）の使用は許可されていない。ブレー

   キングはライダーの手動操作によってのみ作動、コントロールする必要があ

   る。ブレーキシステムのマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による

   従来の油圧制御は許可される（事項 2.5.3.8 制御システム 参照）。しかし

   電子的または機械的なシステムによるブレーキ圧の増加や制御は不可である

   ライダーの直接的マニュアル操作は許される。具体的には、ライダーがブレ

   ーキを適用する際にロックする車輪を防ぐよう設計されたブレーキシステム

     は禁止されている。 

 

2.5.4.4 サスペンションおよびダンパー 

  電気／電子制御式サスペンション、車高、ステアリングダンパーシステムの使

  用は認められない。サスペンションおよびステアリングダンパーシステムの調

  整は、人による手動操作と機械的／油圧式の調節装置により行われるものとす

  る。 

 

2.5.4.5  燃料タンク 

 1. 燃料キャップは漏れ防止ができ、確実な封鎖機能を備えていなければならな  

  い。 

 

 2. 燃料タンクブリーザーパイプは、モーターサイクル 1 台に一つの最低容量   

   200 ㏄の適切なキャッチタンクに排出しなければならない。 

 

 3.  全ての構造形式の燃料タンクには、難燃性素材が充填されているか、もしく

   は燃料セルブラダーで内部を覆われているものとする。 

 

   全てのクラスにおいて、非金属の複合素材製（カーボンファイバー、アラミ

   ドファイバー、グラスファイバー等）でできている燃料タンクは燃料セルブ

   ラダーを備えているか、もしくは FIM 燃料タンク公認基準に明記されている、

   燃料タンク素材検査に合格した素材のものでなければならない。 

 

    燃料セルブラダーを持たない複合素材製の燃料タンクの場合、FIM 燃料タン

   ク基準に合致している証明ラベルを貼付しなければならない。このラベルに

   は、燃料タンク製造会社名、タンク製造年月日、および検査機関名が明記さ

   れていること。 
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     各メーカーは FIM/CCR 事務局宛てに、合格した燃料タンクの形式と燃料タ

    ンクラベルの写しを送付しなければならない。 

 

     燃料タンク検査基準および基準に関する詳細は FIM より入手可能である。 

     ( http://www.fim-live.com/en/library/ ) 

 

     燃料セルブラダーは、FIM/FCB-2005 に適合するかまたはそれ以上のもの

    でなければならない。上記基準の詳細は FIM より入手可能である。 

 

 4.  燃料タンクが車体にボルトで固定されている場合を除き、燃料タンクからエ

     ンジン／インジェクターシステムへの全ての燃料ラインは、セルフシーリン

     グ分離バルブを備える必要がある。このバルブは、燃料ラインのある部分が

     破損したり、燃料タンクに取り付けたり、引っ張り出したりした場合に必要

     積載量の 50％以下に分離される。 

  

 6.  燃料補給は、非圧力式の容器から行われるものとし、車両の燃料タンクは、

     人工的に大気圧以上の圧力をかけるものであってはならない。エアボックス

     と燃料タンク内の圧力を等しくするために、エアボックスを介して燃料タン

     クを大気に排出することは認められる。 

 

2.5.4.7  ボディーワーク 

 付録参照、図７，８，９ 

１ ウィンドスクリーンエッジ、また、その他すべてのフェアリングの露出した   

  部分のエッジは丸みをつけられていなければならない。 

 

 ２ ボディーワークの最大幅は、600 ㎜を超えてはならない。シートまたはその

   後方にある全ての物の幅は、450 ㎜を超えてはならない。（エキゾーストパイ

   プは例外とする） 

   

 ３ ボディーワークは、フロントホイールスピンドルの中心から垂直に引かれた

   線及びリアタイヤの後端から垂直に引かれた線から突出してはならない。こ

   の測定は、サスペンションが完全に伸びた状態で測定される。 

 

 

 

 

http://www.fim-live.com/en/library/
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 ４ 横から見た場合、下記が見えていなければならない： 

  a)  最低 180°にわたるリアホイールリム。 

 

  b) マッドガード、フォーク、または着脱式のエアーインテークに覆わ 

     れた部分を除くフロントホイールリム全体。 

 

  c) 上腕を除き、ノーマルポジションに座ったライダー。 

 

    注： 上記の規則を欺くように透明の材質を使用することは禁止される。     

     上記の規則に関して、ブレーキパーツまたはホイール用のカバーは、ホ

         イールリムの視界を遮るボディーワークとは見なされない。 

 

 5.   マシンのいかなる部分も、リアタイヤの後端から垂直に引かれた線より後方

    に突出してはならない。 

 

 6.  シートユニットとライダーの着座位置の後方の差は最大（約）150 ㎜とする。

    シートパッドまたはカバーを除くライダーの着座位置のフラットベースの   

      上部表面に対して 90°の角度で計測される。シートユニットに装備されて

   いるいかなるオンボードカメラ／アンテナもこの計測には含まれない。 

 

 7.   マッドガードの装着は、義務付けられていない。装着された場合、フロント

   マッドガードは、以下に記す場所より先に突出してはならない： 

   

a) フロント先端： 

フロントホイールスピンドルを通る水平線から上と前に 45°に引かれた

直線より前。 

 

   b)  リア先端 

  フロントホイールスピンドルのリヤまで水平に引かれた線より下。 

 

      サスペンションレッグおよびホイールスピンドルに近いマッドガードマウ

    ント／ブラケットおよびフォークレッグカバーとブレーキディスクカバー

    は、マッドガードの一部とみなされない。 
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    フェアリングまたはボディーワークから突出しているデバイスまたは形状、

    及びエアロダイナミックは影響（ダウンフォースの強化、空気力学的な跡を

     乱す）を及ぼすボディーストリームライニング（例：ウィング、フィン、膨

     らみ等）は認められない。 

 

     テクニカルディレクターは装置またはフェアリングデザインが上記定義に   

    か なっているものかどうか唯一判断を下す。 

  

     可動式エアロダイナミックデバイスは禁止されている。 

 

 9.  車両の下部フェアリングは、取り付けられていなければならず、エンジンの

    破損時に、そのエンジンに使用されるエンジンオイルとエンジンクーラント

     総量の最低半分（MotoGP クラスは最低 5 リットル）を保持できる構造に

    なっていなくてはならない。この測定はモーターサイクルにフェアリングが

    取り付けられている状態で行われる必要があると、同時に、両方の車輪が地

      面についており、モーターサイクルは水平に対して 90°で直立している状

      態で行われる。 

 

      車両の下部フェアリングには、25 ㎜の孔が最大で 2 つ開けられているもの

    とする。これらの孔は、ドライコンディション時には閉じられ、レースディ

      レクターがウェットレースコンディションを宣言した場合には開けられば   

    ならない。 

 

 10 Moto2 エアロボディーの承認 

   Moto2 エアロボディーは、モーターサイクルが前進している状態時の気流   

     によって直接影響を受けるモーターサイクルボディーワークの一部であり、

   ライダーの身体またはモーターサイクル車体パーツによる後流（エアロダイ

   ナミックシャドウ）には含まれない。そのため、図１０，１１に示す通り、

   エアロボディーは、フロントフェアリングとフロントフェンダー（マッドガ

   ード）という２つの異なったよう悪阻から構成されている。 

 

   ウィンドスクリーンを除く外形のみが本条項に規定され、以下のパーツはエ

   アロボディーの一部とはされない。（ウィンドスクリーン、冷却ダクト、フ   

   ェアリングサポート、その他ボディーワークの外観プロフィール内にあるパ

   ーツ） 
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a) エアロボディーは公認され、サンプルまたは詳細図面（テクニカルディレ

クターが満足いくもの）が、第 1 戦の車検終了前までにテクニカルディレ

クターに提出されなければならない。図面は、エアロラインの位置が明示

されていなければならない。エアロラインとは、その側面が最低 1 か所で

ロワーボディープロフィールと接点がある平行である仮想ラインの上方

300ｍｍで、それより上の全てのエアロボディーの側面を指す。（図 11

参照） 

 

b) 承認は、ライダーを基準に行われ、故に、同一モーターサイクルマニュフ

ァクチャラーであってもライダーによって異なるエアロボディーを所有

する。 

 

c) シーズン中、各ライダーは、コンポーネント毎（例：フロントフェアリン

グ及びフロントフェンダーは２つのコンポーネント）のアップデート（最

新化）が認められる。サンプルまたはアップデート（最新化）されたアイ

テムの図面が、当該アイテムがトラック上で使用される前にテクニカルデ

ィレクターに提出されなければならない。アップデートには、同一マニュ

ファクチャラーの以前に公認されたエアロボディーコンポーネントから

構成されていても良い。最新化された物及びオリジナルのエアロボディー

の両方が使用されても良い。（例：各ライダー最大 2 つのエアロボディー

が認められる）しかし、それぞれのエアロボディーは別の公認を受け、パ

ーツを相互に入れ替えしてはならない。エアロボディーの２つのコンポー

ネントを混在させることは認められる。例：初めのフロントフェアリング

をその当時または最新化されたフロントフェンダーとともにモーターサ

イクルに使用することが出来る。（またはその逆） 

 

d) 各承認エアロボディーコンポーネント（フロントフェアリング及びフロン

トフェンダー）は、がモーターサイクルに合わせて取り付けられるような

異なるパーツで構成されても良い。各コンポーネントのパーツは、合わせ

てキットと称され、同じパーツで異なるオプションがあってはならない。

パーツの一部がモーターサイクルに取りつけられなくとも良い。（例：ウ

ェット時にのみされるハンドガード） 

 

e) 公認に影響を及ぼざないエアロボディーパーツの素材を取り除く（例：ト

リミング、穴開け等）ことは認められる。但し、素材の追加は認められな

い。 
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f) エアロラインより下の承認エアロボディーの一部の側面は改造が認めら

れる。 

 

・ 改造の目的は車両の部品による干渉のためのクリアランス確保（例：

エキゾーストパイプ、エンジンケース等）のためデザインはその効果

を得るためのものでテクニカルディレクターの裁量による。 

 

・ 新たなボディー外部表面は、現行のものより３０ｍｍ以上オフセット

してはならない。 

 

・ 側面の変更面積は（例：左右両側の全変更箇所）300 ㎠以下とする。 

 

2.5.4.8  ホイールリム 

 1. 許可されるホイールリムのサイズは下記の通りである： 

   フロント   リア 

   Moto2 最大幅 3.75 インチ 最大幅 6.00 インチ 

   直径１７インチのみ 直径１７インチのみ 

  

 2. 全クラスにおいて、複合構造ホイール（炭素繊維、ガラス強化繊維または同 

   等の物などを 含む）の使用は認められない。ホイール構造に許可される素材

   は、マグネシウムとアルミニウム合金である。 

 

 ３．全てのホイールは、発行されている基準「2018FIM グランプリホイール基

   準」に準拠ていなければならず、ホイールマニュファクチャラーによって証

   明されなければならない。 

 

   （FIM ウェブサイト http://www.fim-live.com/en/library モーターサイ    

    クルパーツテスト基準参照） 

 

   下記の手順がとられる。 

・ 異なったデザインの各ホイールまたはモデルは FIM 基準に記載され

ているテストに合格していなければならない。 

 

・ そのデザインまたはモデルの各ホイールにはタイヤに取り付け状態

で視認でき、そのホイールに定められている識別コードまたはモデル

コードが恒久的に記されていなければならない。 

http://www.fim-live.com/en/library
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・ 基準テストを合格した個々のデザインまたはモデルは、ホイールマニ

ュファクチャラーによって、当該ホイールが 2018FIM グランプリホ

イール基準である公認基準に準拠している旨を記載した証明書が発

行されなければならない。 

 

・ この遵守証明書は、MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・ア

ルドリッジ danny@irta.org.uk）及びレーシングホモロゲーション

プログラム(frhp@fim.ch)。この証明書コピーは、購入者に、購入し

た公認ホイールとともに渡さなければならない。 

 

2.5.4.9 タイヤ規制 

 1. 全クラスにおいて、公式 MotoGP テストを含むグランプリ競技会で使用で   

     きるのは、各クラスの公式タイヤサプライヤーのタイヤのみとする。 

 

   オフィシャルタイヤサプライヤーは、競技会にエントリーしている全てのラ

   イダーに十分な数のタイヤを供給しなければならない。 

 

   各競技会に使用されるタイヤの仕様は、タイヤサプライヤーにより決定され

   る。関連クラスおよび／または指定された各仕様のタイヤは全てのライダー

   に提供されるものとし、また全ライダーに提供されるタイヤの総本数は均等

   であること。 

   オフィシャルタイヤサプライヤーは、全てのチームにタイヤが供給されるま

   でとどまっていなければならない。チームは、オフィシャルサプライヤーに

   全てのタイヤを各イベントまたはテスト終了後に返還しなければならない。 

 

   タイヤは公式タイヤサプライヤー、テクニカルディレクターおよびオーガナ

   イザーとの協議の上で合意されたパラメーターに従って使用しなければなら

   ない。パラメーターには圧力、温度、またはその他の利用ガイドラインが含

   まれている。チームは、テクニカルディレクター、その担当者、および公式

   タイヤサプライヤーによってタイヤパラメーター及びデータロガーからのタ

   イヤプレッシャー及び/または温度データのチェックの要求を受けた場合、い

   かなるときでもその要求に従わなければならない。 

 

   トラック上にある間にタイヤプレッシャーを調整する為のホイールへの如何

   なるデバイスの使用も認められない。 

 

mailto:danny@irta.org.uk
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   如何なるライダーまたはチームが運営パラメータ外のタイヤをしたことが   

   判明した場合、ペナルティーの対象となる。テクニカルディレクターのオフ

   ィシャルタイヤサプライヤーとの相談の上での決定は、最終のものとされる。 

 

 2. 公式プラクティス開始前の 2 日間に、タイヤサプライヤーは、大会で使用す

   るタイヤの仕様、本数および認証マークを含む詳細をテクニカルディレクタ

   ーに提出しなければならない。 

 

   テクニカルディレクターとその担当者は、各出場ライダーに使用を限定され

   たタイヤを分配する。（第 2.4.4.9.3 記載の通り）各々のタイヤの分配は、   

   無作為に行うことを基本とし、タイヤサプライヤー、チームおよびライダー

   が関与しないようにする。 

 

   タイヤ分配終了後にライダー変更がある場合、代替ライダーは、元のライダ

   ーに分配されたタイヤを使用しなければならない。 

 

 3. グランプリレース競技会において、各ライダーは、タイヤ本数と仕様が各競   

   技会で下記の通り制限される： 

 

   Ｂ. Moto2 クラス 

     全てのプラクティスセッション、ウォームアップおよびレース中のスリッ

        クタイヤ本数は最大２２本とされ、内訳は下記の通り： 

 

   フロントスリックタイヤ： 

   2 種類のスタンダード仕様で構成される 8 本のフロントタイヤ 

 

   リアスリックタイヤ： 

   2 種類のスタンダード仕様で構成される９本のリアタイヤ※ 

    

   ※Ｑ１、Ｑ２クォリファイセッションの両方に参加したライダー（最大 4 名）

    には、ソフトコンパウンド（最もグリップ力のある）のリアタイヤ 1 本が

    Ｑ２後に追加支給される。（よって、支給された場合は最大 10 本となる） 

   

 

   フロント及びリアタイヤ共に、各ライダーに供給される各大会毎の仕様およ

   び仕様毎の本数は公式タイヤサプライヤーの単独裁量で決定される。全ライ
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   ダーは同じ供給を受ける。 

 

   レインタイヤの本数制限は無いが、公式タイヤサプライヤーの現行仕様が使

   用される。タイヤサプライヤーは、各ライダーに 4 セットのレインタイヤを

   準備しなければならない。前大会からの正しい仕様のタイヤは使用すること

   が出来る。 

 

 4. a)  ライダーは、（事項 2.5.4.9.3 の記載の通り）彼／彼女に分配されたタイ

  ヤのみの使用が認められる。 

 

    b)   タイヤは個々に識別されるため、チームメート間を含むライダー間の交

        換が禁止されている。また、テクニカルディレクターの許可がある場合 

        を除き（例：第 2.5.4.9.8 に該当する場合など）、配給後にタイヤサプラ

        イヤーによって交換されてはならない。 

   

    c)  タイヤの配給後に、タイヤサプライヤーが必要と判断する場合を除き、タ

        イヤの性能（タイヤウォーマーの使用は例外）に影響を及ぼすようなハン 

ドカット、その他の行為、処理などにより、タイヤを著しく変化させるこ 

とは一切認められない。そのような加工はタイヤサプライヤーのみに許可 

されるものとしその場合は全ライダーに対し平等に実施される。 

 

 5. 分配された各タイヤは、そのタイヤ仕様がマーキングされ、固有のシリアル     

   ナンバーを付した公式の識別ラベルが貼られなければならない。もし、ラベ

   ルの破損や損失があった場合は、タイヤ会社はタイヤの仕様について、テク

   ニカルディレクターに満足のいく説明をしなければならない。タイヤは、使

   用前後のいかなる時でも、規則に適合しているか検査を受ける場合がある。 

 

 6.  レースが中断された場合、ライダーは、レース再スタートの際にも最初に割     

   り当てられマーキングタイヤを使用しなければならない。 

 

 7.  稀なケースとして、（例えばタイヤフィッティングの段階で）タイヤが偶発     

   的に破損し、テクニカルディレクターが使用不可と判断した場合、テクニカ

     ルディレクターの承認を受け、同仕様のタイヤへの交換が認められる。その

     場合、交換されたタイヤにはマーキングが施され、当該ライダーの割り当て

   本数に含むものとする。ダメージを受けたタイヤは割り当て分より除外され

     再び割り当てられることはない。 
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     一旦使用された（すなわちピットレーンを出た）タイヤは、損傷や欠陥を理

     由に交換することを認められない。ただし以下の条件に該当する場合を除く： 

 

   a) タイヤサプライヤーが、タイヤの破損は製造工程上の欠陥やタイヤフィ

         ッティングの問題（すなわちチームのコントロール外）により生じたも

         のであり、衝撃、切断、摩耗または事故など、その他の理由によるもの

         ではないということを、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

   b)  タイヤサプライヤーが、破損の度合いが高く、タイヤの使用には安全上

         問題があると、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

   c) レースの 3 分の 2 以上走っているとみなされているタイヤは、交換を考

     慮されることはない。走行距離についてはタイヤサプライヤーとの協議

     の上、テクニカルディレクターによってのみ判断が下される。またチー

     ムはクレームを裏付けるためにラップチャートやロガーデータなどの情

     報の提出を求められることがある。 

   

         交換が許可されるかどうかという決定については、テクニカルディレク

     ターの判断が最終決定となる。 

  

   d) タイヤ交換が認められる場合、損傷したタイヤと同じスペックの中から、

     テクニカルディレクターおよび／またはその担当者が任意に選択したタ

     イヤが割り当てられる。 

  

 8.  競技会期間中、安全を損なうような異例の不測事態がタイヤサプライヤーに   

   生じ、その供給を受けているライダーが安全にレースに臨むことができない

   場合、タイヤサプライヤーはテクニカルディレクターおよびレースディレク

   ションに対し、その問題を早急に報告しなければならない。 

 

   適切なタイヤの再割り当てはテクニカルディレクターの監視の下で行われ   

   る。再度割り当てられるタイヤについては、全てのライダーに対して同じ仕

   様と本数となり、本数はタイヤサプライヤーとテクニカルディレクターの協

   議の上で決定される。 
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 9.  テスト、Moto２クラスの場合： 

   D) 全ての冬季及びレース後のテストに関して、各ライダーは、各テストで

     使用することが出来るタイヤの本数と仕様が規制される。タイヤサプラ

     イヤーは、各テストに持ち込む仕様の種類と本数を決定する。テストに

     参加する各ライダーは同一のスタンダード仕様及び本数のタイヤを使用

     する。 

  

     タイヤサプライヤーは、異なる仕様の追加のタイヤを開発を目的として

     選択することが出来る。開発用タイヤの割り当てに関する決定はタイヤ

     サプライヤーの独断裁量による。 

 

2.5.4.10 ナンバーとバックグラウンド 

   1. レーシングナンバーは、中央の位置にマシンフェアリングの前部に装着 

  しなければならない。リアやサイドはオプションとする。 

 

   2. 数字の縦寸法は、最低 140 ㎜でなければならない。 

    

   3. ナンバーは読み取りやすく、シンプルなフォントで、バックグラウンド 

  色に対し目立つ色彩で表記されること。 

      

     Moto2 クラス において、ナンバーは地色と明確に異なる一つの色でな

     ければならない。細い枠線を入れることは認められる。2 桁番号の場合、

     数字の間は開け（最低 10ｍｍ）、その封じの間部分から地色が見得なけ

     ればならない。反射色（例：銀色、金色等）の使用は禁止される。 

 

   4. バックグラウンドは単色とし、番号の周囲に最低 25 ㎜の余白があるも 

  のとする。 

 

     Moto2 において、反射色（例：銀色、金色等）の使用は禁止される。 

 

   ５ Moto2 クラスにおいて、1 名以上のライダーのあるチームは、異なるナ

     ンバー及び/あるいは地色でライダーを区別しなければならない。 

 

   ６ ナンバーの視認性に関する疑義がある場合には、テクニカルディレクタ

  ーの決定が最終のものとされる。 
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2.5.5 全般 

2.5.5.1 燃料およびオイル 

   1. 全てのモーターサイクルは、各レースクラスの FIM グランプリ仕様を遵

  守し、無鉛ガソリンを燃料としなければならない。 

 

   2.  無鉛ガソリンは下記の場合、FIM グランプリ仕様に合致しているものと

  みなされる： 

 

 (a)下記の特性を持っている場合： 

特性 単位 最低 最高 テスト方式 

          

RON   95.0 102.0 ISO 5164 

MON   85.0 90.0 ISO 5163 

酸素 % (m/m)  2.7 ISO 22854 

ベンジン % (v/v)  1.0 ISO 22854 

蒸気圧（DVPE) kPa  90 EN 13016-1 

鉛 mg/L  5.0 EN 237 

１５℃での密度 kg/㎥ 720.0 775.0 ASTM D 4052 

酸化安定度 分 360  ASTM D 525 

ゴム存在量 mg/100mL  5.0 EN ISO 6246 

硫黄 mg/kg  10 ASTM D 5453 

窒素 % (m/m)  0.2 ASTM D 4629 

銅腐食 比率  Class 1 ISO 2160 

蒸留度：      

70℃で % (v/v) 22.0 50.0 ISO 3405 

100℃で % (v/v) 46.0 71.0 ISO 3405 

150℃で % (v/v) 75.0  ISO 3405 

最終沸点 ℃  210.0 ISO 3405 

残留物 % (v/v)  2.0 ISO 3405 

オレフィン（*） % (v/v)  18.0 ISO 22854 

芳香物質（*） % (v/v)  35.0 ISO 22854 

ダイオレフィン総

量 
% m/m  1.0 

GCMS/HPLC 

GCMS/HPLC 

外観   
透明で 

明るい 
 視覚による検査 
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  全てのテスト方式は正確なステートメントを含める。議論が生じた場合、

  テスト方法の精度に基づいた結果の解釈と論争を解決するための手順、

  ISO 4259 の記載事項を使用しなければならない。 

 

  (b)  水素と炭素のみを含有の場合、5% m/m 未満の濃度において存在する 

  個々の炭化水素成分の合計は、燃料の少なくとも 30% m/m でなけれ 

  ばならない。 

 

  構成物に関する規定は、以下の測定方法に従うものとする。 

 

  A ＝１００－ B － C 

 

  つまり： 

 

  A とは 5%m/m 未満の濃度において存在する個々の炭化水素成分の合 

  計（% m/m） 

 

  B とは燃料に含まれる酸化物濃度の合計（ % m/m ） 

 

  C とは 5% m/m 以上の濃度において存在する個々の炭化水素の合計 

  （%m/m） 

 

  テスト方式はガスクロマトグラフィーによるものとする。 

 

   (c) 各炭素数のナフテン、オレフィン、および芳香物質の総濃度は、下記の 

  表に示される限度を超えてはならない。 

 

 

 

 

  

  二環および多環オレフィンは許可されない。外気酸素が不在の状態で発

  熱反応を起こす可能性のある物質が燃料に含まれていてはならない。 

 

 

% m/m C4 C5 C6 C7 C8 C9+
ナフテン 0 5 10 10 10 10
オレフィン 5 20 20 15 10 10
芳香物質 1.2 35 35 30



95 
 

    (d)  下記に記す酸化添加物のみ許可される: 

  メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコ

  ール、メチルターシャリーブチルエーテル、エチルターシャリーブチル

  エーテル、第三アミルメチルエーテル、ジ‐イソプロピルビニルエーテ

  ル、n-プロピルアルコール、第三プチルアルコール、n-プチルアルコー

  ル、第二プチルアルコール 

 

   (e)  マンガン（<1 ㎎/L）、鉛（<5mg/L）、鉄（<5mg/L）、およびニッケル

  （<5mg/L）添加物はいずれも、上記記載の限度を超えてはならない。 

 

     (f)  Moto2 クラスにおいて、エンジン潤滑用オイルは、FIM グランプリ   

     Moto2 仕様に準拠していなければならず、指定オイルサプライヤによっ

     て設定された当該クラスの公式オイルフィンガープリントに合致されて

     いなければならない。 

 

   (g)  Moto2 クラスにおいて、燃料及びオイルの仕様は指定燃料サプライヤー

      が決定し、オーガナイザーとともにオイルサプライヤー並びに公式エン

  ジンサプライヤーの完全合意によっていつでも変更することが出来る。 

 

  ３ Moto2 クラスの燃料及びオイル 

a) 指定燃料サプライヤーからの燃料のみ認められる。この燃料は全ての

公式イベント時に入手出来、FIM グランプリ規則の仕様に合致するも

のである。この燃料は如何なる添加物も変更もせずに使用されなけれ

ばならない。 

 

b) 指定オイルサプライヤーからのエンジンオイルのみ認められる。この

オイルは全ての公式イベント時に入手出来、FIM グランプリ規則の当

該クラスの仕様に合致するものである。この公式オイルは如何なる添

加物も変更もせずに使用されなければならない。テクニカルディレク

ターはいつでも如何なるチームまたはマシンからもオイルサンプル

を要求することが出来る。 

 

  5. 燃料の承認 

  1． 選手権で使用される全ての燃料は、その燃料が使用されるレース 

    の前に承認を受けなければならない。参加チームにガソリンを供給

    する燃料会社は、仕様の適合性を調べるために、10 ㍑（2×5L） 
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    の燃料を、FIM/Dorna が指定した検査機関に提出しなくてはなら 

    ない。燃料が仕様に適合した場合、テストレポート番号の付された

       証明書が発行される。そのテストレポート番号は、レース出場前に

       該当するチームに渡されなければならない。 

 

     ２ Moto2クラスに参加するチームにエンジン潤滑用にオイルを供給す

       る全ての会社は、仕様の適合性を調べるために、２㍑（2×１L） 

    のオイルを、FIM/Dorna が指定した検査機関に提出しなくてはなら

    ない。オイルが仕様に適合した場合、テストレポート番号の付され

    た証明書が発行される。そのテストレポート番号は、レース出場前

       に該当するチームに渡されなければならない。 

 

  ３  木曜日の車検時に、各チームは使用する燃料とオイルに関して証明

    書に記されたテストレポート番号を申し出る。この情報はグランプ

    リごとに、各モーターサイクルのテクニカルコントロールブックに

       記入される。 

 

    したがって、使用される燃料は、その燃料が使用されるレース直前

       の木曜日の午後までに承認されなければならない。 

 

  ４  グランプリサーキットで、プラクティス、ウォームアップ中、又は

    レース後に燃料サンプルの提示が求められた場合、チームはグラン

    プリテクニカルディレクターに、燃料およびオイルのテストレポー

       ト番号を申告しなければならない。誤った番号を申告したチームに

      は、罰則が科される。 

 

  ５  各燃料会社および／またはオイル会社はバッチ分析および基本的 

      フィンガープリントの確定に関する費用の支払いを研究所に対し 

      て行う責任がある。 

 

 6. 燃料サンプル採取および検査 

  1. グランプリテクニカルディレクターは、燃料サンプル採取の実施お 

      よび管理の責任者となるシニアテクニカル車検員 1 名を任命する。 

 

  2．通常、燃料検査の対象として選択されるマシンは、上位 3 位の中か 

      ら選ばれ、車両検査のためパルクフェルメに誘導される。 
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  3．他の完走者も燃料検査のために、無作為抽出される場合がある。 

     選ばれたライダーのピットボックス入口に車検員が配置され、当該車

      両は直ちに車検員に引率されて車検場または「パークフェルメ」に移

   動しなければならない。 

 

  4．検査される燃料は、ライダー名、チーム名および燃料の採取された 

      マシン名の記された「A」と「B」の 2 本のボトル容器に移し替えら 

    れる。ボトルはテクニカルディレクターおよび／または車検員によっ

   て閉じられ、封印され、ラベルを貼られる。 

 

  5．燃料サンプル用には新品のボトルのみが使用され、燃料を移すため 

      には新品の用具のみが使用される。 

 

  6．直ちに、燃料サンプル申告書に次のような記入が行われる。これは 

   シート例に明記されているように、すなわち当該ライダーおよびマシ

   ンの識別、採取実施日および場所を含むすべての必要な情報を記載す

   る。チームの担当責任者は、これら全ての情報が正しいということを

      確認した上で、申告書に署名する。 

 

  7．サンプル「A」は、燃料サンプル申告書の写しを添え、正式に指定 

   された検査機関に送付される。燃料サンプルは、ガスクロマトグラフ

    ィーにより公認のガソリンおよびオイルと比較検査される。必要に応

   じて、オクタン価向上剤や燃料促進剤が添加されていないことを確認

   するため、鉛、マンガン、鉄、ニッケル、窒素、および酸素を含め、 

    何らかの成分の濃度測定がテクニカルディレクターの要請により行 

    われることがある。 

 

   もし偏差が、FIM/Dorna によりチームの使用が認められていた別の燃

      料と混ざってしまったことを示している場合、燃料サンプルが事項    

      2.4.5.1.2 に記載れている FIM グランプリ仕様の範囲内である限り、

      当該燃料サンプルは適合しているとみなされる。 

 

   サンプル「A」の分析費用は FIM/Dorna によって支払われる。 
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  8．サンプル「B」は、抗議が生じた場合および／もしくは FIM の指定検

    査機関による再検査が必要とされる場合に備えた安全策として、FIM

      指定の保管所に引き渡される。サンプル「B」の分析費用は、当該チ

       ームにより支払われるものとする。 

 

  9． 両サンプルは、許可された輸送業者により運搬されるものとする。 

 

  10．検査機関は、サンプルを受け取った後、可能な限り速やかに燃料 

    分析結果をグランプリテクニカルディレクターへ送付し、さらにそ

       の写しを FIM に送らなくてはならない。 

 

  11．分析結果が規則に合致していないことが判明した場合、テクニカル

    ディレクターは分析結果の受理後できるだけ早く、FIM、グランプリ

       レースディレクションおよびライダー／チーム代表者にその旨を通

     知しなければならない。 

 

    検査機関によるサンプル「A」の分析結果の報告を受けてから 48 

    時間以内に、当該チームは FIM およびテクニカルディレクターに対

    して、サンプル B の二次的専門検査が必要か否かを通知しなければ

    ならない。 

 

    FIM MotoGP スチュワードは、最終的な検査結果に基づき競技会会

    場で裁定を下す。その決定に対する抗議は、FIM MotoGP スチュワ

       ードが裁定を下したグランプリ競技会に際し任命された FIM アピー

       ルスチュワードによって審問される。 

 

    最終検査結果が出された後に開催されるグランプリがない場合、FIM 

    MotoGP スチュワードはできる限り迅速に裁定を下す。FIM  

    MotoGP スチュワードの決定に対する抗議はその特定の目的のため

    に指名された FIM アピールスチュワードにより審問される。 

 

  12．公式検査機関の燃料分析の責任者はテクニカルディレクターに対し、

    サンプル「B」の検査が行われる前に、サンプル「B」の識別と封印

    の状態が正確であるということを確認しなければならない。 

] 
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  13．事項 2.5.5.1.6.7 に記載されているように、サンプルがガソリンの

    承認仕様に適合しないおよび／またはオクタン価向上剤や燃料促進

    剤が添加されていると判明した場合、当該ライダーは自動的に選手

    権に失格したものとみなされる。 

 

    競技者の燃料サンプル分析結果（サンプル「A」もしくは「B」サン

    プル）は、競技者に有利な方が考慮される。 

 

 7.  燃料温度 

   Moto2 クラスにおいて、車両に搭載されている燃料は、テクニカルディレク

   ターによる検査によって外気温よりも低くなってはならない。燃料タンクカ

   バーを取り外す以外、燃料を外気温以下に冷却する装置をマシンに取り付け

   ることは禁止されている。 

 

 ８．燃料取扱いにおける安全性 

   ・ モーターサイクルへの燃料供給に使用する燃料容器に給油する際には，

     帯電防止マット及びアースリストバンドの使用が義務とされる。 

 

・ モーターサイクルの燃料タンクに給油する際には、公認された給油口/

 燃料ダンプを使用することは義務とする。 

 

・ 全ての燃料を取扱う装備は、テクニカルディレクターの承認が必要とさ

 れる。 

 

2.5.5.2 ライダーの安全装備 

 １．各契約ライダーは、各大会最低 2 セットの如何なる損傷も受けていない安全

   装備を準備して臨まなければならない。 

   準備しなければならない安全装備とは以下をいう。 

   ・ヘルメット 

   ・レザースーツ（ワンピース） 

    ・グローブ 

    ・ブーツ 

    ・バックプロテクター 

    ・チェスト（胸部）プロテクター 
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   トラック上で活動する際は、常に装備を装着し、確実に留めていなければな

   らない。 

 

 ２．安全装備コントロール 

 a) シーズン第 1 戦の車検において、損傷を受けていない安全装備 1 セット（事

   項 2.5.5.2.1 参照）が提示され、下記について確認を受けなければならない。 

    

   ・ ヘルメット  

  事項 2.4.5.2.3.a に明記されている安全規格マーク 

  有効な FIM 公認であることを示すＦＩＭ公認ラベル 

    

   ・ レザースーツ、ブーツ、グローブ   

  各アイテムのモデル名は、事前にテクニカルディレクターに提出した自

  己保証に準拠したものと同じものでなければならない。 

 

     ・ バックプロテクター次の規格マークが貼付されていなければならない。 

  EN1621-2:2014 または EN1621-2:2010  

 

     ・ チェストプロテクター その適正についてはテクニカルディレクターの

  判断による。 

  下記 2.4.5.2.3.c.v)に準拠するマークが貼付されていなければならない。 

 

 b) シーズン中、テクニカルディレクターは事項 2.5.5.2.3 に適合しているか確

   認のためにライダー装備の提出を要請する場合がある。提出された装備は、

   公式な指定試験機関に送られる。装備の提供及びテスト結果は下記のとおり

   とする。 

 

 ・ 装備マニュファクチャラ―は、複製品をテスト用に提供しなければならない。 

 

・ 転倒等により損傷を受けた装備は損傷を受けていない部分でテストを行う。 

 

・ 基準値に満たずテストに不合格となったアイテムについては、当該アイテムの

マニュファクチャラ―は、彼らの経費で使用された装備の複製品を使用する更

なるテストを要求する事が出来る。 

 

 



101 
 

・ 初めのテスト及び追加のテストの双方で否定的な結果を得た場合、マニュファ

クチャラ―に夜自己保証は停止され、マニュファクチャラ―は 30 日以内に問

題部分を修正し、証明しなければならない。 

 

・ この期間内に問題解決が出来ない場合、マニュファクチャラ―は不合格となっ

た製品の供給が認められない。 

 

 ３．ＦＩＭライダー装備の最低要件(REMR) 

 a) ヘルメット及びバイザーの基準 

     付録、図６参照 

 ・ ヘルメットは FIM 公認とし、有効な FIM 公認ラベルがなければならない。 

   

・ ディスポ―ザブルバイザーの“ティアオフ”は認められる。 

 

・ ワイルドカードエントリーのヘルメット規則は事項 2.4.6.5 参照。 

 

・ 例外として、代理ライダーまたは代替えライダーは、他の世界選手権サーキッ

トレースクラスに参加することが認められる FIM の認める国際規格のヘルメ

ットでの参加が認められる。この例外規則はあるシーズンの最初の 2 つの GP

イベントのみ（もしイベントが連続して開催される場合は 3 つのイベント）

認められ、以降は事項 2.4.5.2.3 が適用される。 

 

 b) レザースーツ及びエアバッグシステム、グローブ、ブーツ、バックプロテク

   ターの認証資格 

    

     全てのライダーの安全装備は事項 2.5.5.2.3.c セクション i から vi に明記さ   

   れている要件に合致していなければならない。以下の手順が適用される。 

 

・ デザイン毎のサンプルまたはモデルは、ＦＩＭ規格テーブル１の要件を満たし

ていなければならない。またエアバッグシステムについてはグランプリエアバ

ッグ 2018 の要件を満たしていなければならない。 

 

このデザインまたはモデルの各サンプルは、パーマネントマーキングによるモ

デルコード同等のものでなければならない。 
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テストに合格した個々のデザインまたはモデルは、マニュファクチャラ―によ

る自己証明ガ認められ、公式書類にＦＩＭ公認規格取得と明記する事が出来る。 

 

・ この証明書コピーが MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・アルドリッ

ジ氏：danny@irta.org.uk ）及びＦＩＭレーシングホモロゲーションプログ

ラム(frhp@fim.ch )に送られる。 

 

・ レザースーツに限り、ライダーの為にマニュファクチャラ―はライダーレース

スーツで―タフベースファイルに完全に記録されなければならない。 

 

・ このデータベースは MotoGP テクニカルディレクターにも提供され、ライダ

ーに提供されたり、提供を取りやめた時に最新の情報にしなければならない。 

 

・ テクニカルディレクター及びライダーもまたデータベースからレザースーツ

の情報を撤廃する権利を有する。 

 

 c) レザースーツ、グローブ、ブーツ、バック及びチェストプロテクターの規格 

 i) レザースーツ 

 ・ テーブル１コラム１を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

   ない。 

 

・ 表面エリアの最大 50％までの耐摩擦伸縮素材の使用が認められるが、テーブ

ル１コラム１の要件を満たしていなければならない。 

 

・ 肩、ひじ、ひざ及びすねは EN1621-1:2012 に適合するガ―ド（パッド）

が含まれても良い。 

 

・ 下記要件を満たしたエアバッグシステムを装備したレザースーツが義務とさ

れる。 

 

― エアバッグシステムは上記 b)の承認を受けていなければならない。 

 

― 各ライダーは、各トラックセッションを機能するエアバッグシステムでス     

  タートしなければならない。エアバッグが展開した後、プラクティスまた  

  はレースの継続する責任はライダーにある。（本規則により Moto2 の 

  QP1、ＱＰ２、は一つのトラックセッションと考慮される） 

mailto:danny@irta.org.uk
mailto:frhp@fim.ch
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   ― 代理または代替えライダーについて、エアバッグシステムの使用はシー

     ズン最初の大会時は推奨とし、それ以降のシーズンは義務とする。 

 

   － MotoGP ワイルドカードライダーのエアバッグの使用は義務とされる。

     ワイルドカードライダーの装備は大会前の車検時にテクニカルディレク

     ターに提示されなければならない。 

 

 ii) グローブ 

・ テーブル１コラム３を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

 

・ 最低 50 ㎜にわたりレザースーツの手首迄を覆う長さがなければならない。 

 

・ 手にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不可） 

 

・ 適切なこぶし（指関節部）プロテクションが施されていなければならない。 

 

 iii) ブーツ 

・ テーブル１コラム４を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

 

・ 表面エリアの最大 40％までの屈曲ゾーンが認められるが、テーブル１コラム

５の要件を満たしていなければならない。 

 

・ 最低 70 ㎜にわたりレザースーツを覆う長さがなければならない。 

 

・ 足にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不可） 

 

 iv) バックプロテクター 

・ EN1621-2:2014 または EN1621-2:2010 に適合していなければならな

い。 

 

・ 背部全般的または部分的なものでも良い。 
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 v) チェストプロテクター 

 ・ フルチェストプロテクター（シングルピースとしてデザインされたプロテク

   ター）及び部分的チェストプロテクター（2 分割式にデザインされたプロテ

   クター）が認められる。 

 

・ 全てのタイプのチェストプロテクター（フルまたは分割式）は、保護する範囲 

は 230㎠以下であってはならない。 

 

・ prEN1621-3（レベル１または２）に準拠したＢタイププロテクターが認め

られる。 

 

 vi)  マーキング 

・ 装備マニュファクチャラ―が上記 i)から iv)及び下記テーブル１に適合する事

をテストし、証明した時点で、製品のモデルナンバーを付したパーマネントマ

ーキングを貼付することができる。 

 

・ レーススーツのマーキングは、独自のシリアルナンバーも追記される。 

 

  テーブル１ 材質特性 

  １ ２ ３ ４ ５ 

テスト テスト方法 スーツ 

皮 革 及

び メ イ

ン素材 

スーツ 

伸縮エリ

ア 

グローブ 

手のひら 

及び 

手の甲 

ブーツ 

全 エ リ

ア 

ブーツ 

屈 曲 エ リ

ア 

引 き 裂

き 

ISO 3377-1

または 

EN338(N) 

＞50 ＞５０ ＞３０ ＞100 ＞６０ 

摩擦 EN338 

（サイクル） 

＞600 ＞400 ＞300 ＞800 ＞500 

縫い目 EN13935-1 

（スーツ、ブ

ーツ） 

EN13594 

（グローブ） 

＞１２ ＞１２ ＞８ ＞１５ ＞１５ 
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 ４．クラッシュ後のライダー装備チェック 

   クラッシュ後、テクニカルディレクターは、次のプラクティス、ウォームア

   ップまたはレースに出走する前に、ライダーの装備を確認するよう彼の自由

     裁量により要請する場合がある。 

 

   テクニカルディレクターまたは当該アイテム製造マニュファクチャラ―代表

     により、装備のアイテムが走行するためには損傷を受け過ぎていると判断し

   た場合、ライダーは、コースに入る前に当該アイテムを交換するか修理しな

   ければならない。 

 

   装備の状態、ライダーの保護具としての適切性に関してはテクニカルディレ

   クターが事前に当該アイテムのマニュファクチャラ―と協議し、最終判断を

   下す。 

 

2.5.5.3 車検の手順 

 1. 各サーキットには、車検用エリアが設置されるものとする。このエリアには、

   テクニカルディレクターの監視の下に車検長の監督によって、様々な検査の

   実施に向け適切な器具類が準備されること、すなわち： 

   ⅰ) マシンの音量測定機材 

 

   ⅱ) 較正用の分銅つき重量測定器 

 

   ⅲ) エンジン排気量測定機材 

 

   ⅳ) その他の寸法や技術規則に明記された基準を測定するために必要な器     

     材やゲージ類 

 

 2. 車検の手順は、規則に定められたスケジュールに従って実施される。車検員   

   は、テクニカルディレクターの要望に応じ、マシンおよび装備品のチェック

   ができるよう、大会期間を通して待機していなければならない。 

 

 3. 車両の提示は、技術規則に適合しているとの絶対的な供述とみなされる。全   

   ての技術規則および安全規則に車両が適合しているかの責任はチームにある。 
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 4. 初回の車検時のライダーの出席は必須ではない。ただし、Moto2 及び Moto3

   クラス場合は例外で、ライダーが重量検査のためにヘルメット及び全ての防

   護装具を持参しなければならない。 

 

 5. モーターサイクルは、チームの名のもとに初回の車検で検査され、各マシンは、

   車両仕様および車検結果を記録する車検カードを用意する車検員によって登

   録される。そしてそのチームのライダーはそのマシンを使用する権利を持つ。 

 

６．初めの車検時に、車検員は重量（Moto3 および Moto2 クラスはライダーの   

  体重を加算）、音量を含め、車両の技術的詳細を検査、記録しなければならず、   

  テクニカルディレクターの要請により、規則の他の観点でも技術的に適合し   

  ているかを検査する場合もある。 

 

 8   各競技会において、最初のプラクティス前の車検終了時に車検員は、当該レ

     ース用のチームライダーによって使用されるマシンの登録が済み、車検に合

   格したことを示す小さなステッカーを、マシンに貼付する。 

 

９ 車検長は、車検結果報告書を作成し、テクニカルディレクターを介し、大会     

  運営委員会に提出する。 

 

10 車検員は、事故に関係した全てのマシンに対して再車検を行わなくてはなら 

  ない。また、必要に応じて、修復されたマシンに新しい車検合格ステッカー   

  を発行する。この再車検は通常、当該ライダーのピット内で行われる。チー   

  ムは、マシンのいかなる修理作業およびその使用が可能であるかに関して、 

  全責任を負うものとする。 

 

11 車検員は、テクニカルディレクターの指示に従い、大会期間中またはレース 

  後にマシンが技術規則と適合しているかを再検査するため、および技術に関   

  する抗議が出された場合に車検を監視できるよう、待機していなくてはなら 

  ない。 

 

 12 レース終了後、車検長は、上位 3 台のモーターサイクルとテクニカルディレ

   クターが指定した 1 台のモーターサイクルが、抗議に対応するため６０分間

   車検場に保管されるよう手配しなくてはならない。 
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   モーターサイクルは、いかなる FIM グランプル技術規則に対しても適合して

   いるかどうかテクニカルディレクターの監視の下、テクニカルディレクター

   の決定に基づチェックされる場合がある。 

 

 13 テクニカルディレクターが必要とした場合、チームに対して当該パーツまた

   はサンプルの提出をするよう要請することができる。 

 

14.  クォリファイまたはレース後のテクニカルチェックにおいて、トラック上で  

 損傷又は技術的問題により不合格となった場合、常に MotoGP テクニカル  

 ディレクターの判断により下記プロトコールが適用される。 

 

a) 最低重量に達していないマシンの場合 

i)液体の流出 

  ・ テクニカルディレクターによりトラック上における事故または技術

    的問題により液体の流出があったとの物的証拠が確認された場合、

    シーズンスタート時におけるマニュファクチャラーの公表地まで       

       液体の補充を認めることができる。 

 

     ・ 液体を保持する部品（例：ラヂエター）の損傷により交換が必要と

     なる場合、テクニカルディレクターが新しい部品が損傷部品と同一

       のものであると確信した場合に限り、テクニカルディレクター監視

    下で交換が認められる。MotoGP クラスにおいては、テクニカルデ

       ィレクターは、ライダーの第 2（スペア）マシンから交換部品を流用

       することを要請する場合がある。 

 

  ii) 材質又は部品の損失 

   ・ テクニカルディレクターは、マシンがトラック上での事故または

     技術的問題による部品または材質の損失を確認した場合、下記条

        件に則り部品の交換を認める場合がある。 

 

   ・ テクニカルディレクターは、新たな部品がオリジナルのものと同

     じものであるか確認しなければならない。 

 

    ・テクニカルディレクターが、部品または材質の損失があったと 

  認めうる実証に欠ける場合、交換する前にオリジナルのパーツが確   

  認できなければならない。 
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   ・ バラストの紛失の場合、サーキットオフィシャルがそれを発見し、

     車検に戻された時点で、新たなものに交換することが認められる。 

 

b) 音量規制値を超えるマシンの場合 

   ・ テクニカルディレクターが、トラック上での事故または技術的な

     問題から損傷または紛失されたと十分な物的証拠があると認める

     場合、その損傷又は紛失したエキゾーストパイプを交換する事を

     許可することが出来る。その後マシンは再スタートすることが出

        来る。 

 

   ・ MotoGP クラスにおいて、テクニカルディレクターは、ライダ 

     ーの第 2（スペア）マシンのエキゾーストパーツを交換部品とす

        るよう要請することが出来る。 

 

2.5.5.4  音量検査 

 1. 音量検査は、検査されるモーターサイクルと壁またはその他の障害物の間に   

   最低 10m の空間のある屋外で行われなければならない。またその場所は、   

   周囲の音が最小限でなくてはならない。 

 

 2. 測定機器は検査実施前および定期的に誤差修正されなければならない。 

 

 3. 測定機器はエキゾーストパイプの先端から 50 ㎝後方、またパイプに対して 

   45°の角度で上方または左右いずれかに設置されなければならない。 

 

 4. 常に適用される最大音量は： 

   Moto2： 118dB/A 

 

   便宜上、検査は固定 RPM で実施されてもよい。 

 短気筒 2 気筒 3 気筒 4 気筒 

Moto2 5500rpm 5500rpm 5500rpm 5500rpm 

 2019 年シーズンにおいて、Moto2 ワイルドカードエントリーは受け付けられな

 い。2020 シーズンに関して再検討される。 

  

2.5.6  ワイルドカード 

  ワイルドカードエントリーは、上記 MotoGP 技術規則の全て遵守するとともに、

 下記条件が科される。 
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 １ 各ワイルドカードエントリーは、各大会期間中最大 3 基のエンジンが認めら

   れる。 

  

 ２ ワイルドカードライダーのライダー安全装備（事項 2.5.5.2） 

    ― 事項 2.5.5.2 の例外として、代理ライダーまたは代替えライダーは、

      他の世界選手権サーキットレースクラスに参加することが認められる

      FIM の認める国際規格のヘルメットでの参加が認められる。この例外

      規則はあるシーズンの最初の 2 つの GP イベントのみ（もしイベント

      が連続して開催される場合は 3 つのイベント）認められ、以降は事項

      2.5.5.2.3（FIM ヘルメットホモロゲーション）が適用される。 

 

    － 承認モデルナンバー及びシリアル（管理）ナンバーのないその他安全

      装備は、その仕様に関してテクニカルディレクターの許可を必要とす

      る。 

 

    － 大会開始前の車検に他の装備と共に提出される彼らのエアバッグシス

      テムが現行の FIM 規則に準拠しているかどうか確認することは全ての

      ワイルドカードライダーの責任とする。 

 

    － レザースーツにエアバッグシステムは事項 2.5.52.3 に準拠していな    

      ければならない。 
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2.6 Moto3 クラス技術規則 

 Moto3 マニュファクチャラーのエントリー及び供給条件、Moto3 チームのため

 の装備は事項 1.11.11 参照。 

 

2.6.3 エンジン 

2.6.3.1  エンジンの説明 

 1．使用を認められるエンジンは 4 ストロークの原理で作動するレシプロ式のも  

   のに限定される。 

   

  各エンジンシリンダーの垂直切断面およびピストンの断面は、円形でなけれ   

  ばならない。シリンダーおよびピストンの円形断面の直径の相違は、どの 2   

  点で測定しても 5％以下の誤差でなければならない。 

 

 2．エンジンは自然吸気でなければならない。 

 

 3. エンジンの排気量はシリンダーの行程容積によって定められる。すなわち、   

  シリンダーボア面積×ストローク×気筒数である。 

 

    排気量の許容誤差は認められない。 

 

    エンジン排気量は外気温のもとで測定されなければならない。 

 

 Moto3 クラスのエンジン 

 11 エンジンの最大 rpm は公式 ECU にて管理される。Rpm リミッターの設定

   値は 13500rpm とする。 

 

 12 Moto3 クラスエンジンバルブ 

・ バルブタイミングシステムの作動は一つのチェーンで行われなければならな

い。一つのアクスルのみ回転させるまたはローテーションセンターとなる中間

のドライブギアがシステムに認められる。（付録 Moto3 図１判例参照） 

 

・ 往復可動のみ行う（レシプロ）インレット及びエキゾーストバルブが認められ

る。また各インレット及びエキゾーストには最大 2 つのバルブが認められる。 
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2.6.3.2  Moto3 エンジン供給 

 21 Moto3 エンジンの定義及び公認 

a) エンジンとはインテークシステム（スロットルボディー、インジェクター）

及びトランスミッションを含む完全なエンジンとする。コンプリートエン

ジンとは、イニシャルマッピング手順を受ける状態にあり（事項

2.6.3.5.24、それゆえ必要なセンサー及びカリブレーションを作動させ

る電子部品（例：スパークプラグ、ピックアップ、アイドルバイパスモー

ター（ある場合）、等）を含むものとする。 

 

b) 各エンジンマニュファクチャラーは、1 シーズンにつき最大２つの異なる

エンジンの公認を受けることができる。マニュファクチャラーは、契約ラ

イダー全員に同仕様のエンジンを供給しなければならず、ワイルドカード

エントリー用に２番目の仕様（ある場合）も準備する。 

 

c) 契約及びワイルドカードエントリーの場合、公認されたエンジン及びパー

ツのみ使用が認められる。 

 

22 Moto3 エンジンの有効性 

a) 選手権にエントリーするマニュファクチャラーは、最低 6 名のライダーに

１シーズンあたり 6 基のエンジンパッケージとスペアパーツを供給しな

ければならない。 

 

b) 各エンジンマニュファクチャラーは十分なエンジンパーッケージとスペ

アパーツを 1 シーズン最大 14 名（要望のある場合）のライダーに供給し

なければならない。以下の条件が適用される。 

 

i)この要件については、特別な場合（例：新規マニュファクチャラーが初

めて参加する）、オーガナイザーによって Moto3 マニュファクチャーの

同意の元に調整される。 

 

ii)最低供給数は、完全な車両またはセパレートエンジンで構成される。完

全な車両を供給するマニュファクチャラーは、シーズンを無事に終えるた

めにユーザーがスペアのコンプリートエンジン及びパーツを購入するこ

とを認めなければならない。 
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iii)マニュファクチャラーによる支払及び期間要望に則ったエンジン供給

に関する要望は、最初の公式に受け入れられた要望から最低要望を決定す

るまでの順番は発生順とする。 

 

iv)この各異なるエンジン仕様（事項 2.6.3.5.24）に関する最小供給はマ

ニュファクチャラーの申し出による。 

 

v)コンプリートエンジンの予告はその量に関わらず最大 4 か月とする。予

告は公式なオーダーを受けるかエンジンエントリー手順（事項

2.6.3.5.24）が完了したどちらか遅い日にちとする。 

 

 

 23 Moto3 エンジン価格 

a) エンジン 1 基の最大価格は 12000 ユーロを超えるものであっては

ならない。如何なるオプションパーツやサービス契約もこの価格限度

を超えるために使用されてはならない。 

 

b) 契約ライダーに関して、マニュファクチャラーは、ユーザーチームに

対し、当該シーズンの Moto3 エンジンレンタルパッケージとしてラ

イダー1 名あたり最大 60000 ユーロ（税金、輸送料除く）で供給す

ることができる。Moto3 エンジンレンタルパッケージは下記で構成

される。 

 

       ・6 基のエンジン スロットルボディー、ギヤボックス除く 

    ・２つのスロットルボディー 

      ・２つの完全なギヤボックス 

 

追加のギヤボックスはチームの要望により貸し出すことができる。

チームは最大２つのコンプリートギヤボックスを 1 シーズン、1 ラ

イダー当たり 2500 ユーロで借りることができる。これ以上の追加

のギヤボックスを借りる場合、マニュファクチャラーの承認価格表

に則り請求される。 

  

c) 上記 b)の例外として、初めて moto3 に参加するエンジンマニュファクチ

ャラーは 1 シーズン 1 名あたり最大 8 基（事項 2.6.3.3.11.b）まで認め

られる。故に初めて参加するマニュファクチャラーは最大 79000 ユーロ
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（税金、輸送料除く）とし、Moto3 エンジンレンタルパッケージは以下 

の通り構成される。 

 

       ・８基のエンジン スロットルボディー、ギヤボックス除く 

    ・２つのスロットルボディー 

      ・２つの完全なギヤボックス 

 

追加のギヤボックスはチームの要望により貸し出すことができる。

チームは最大２つのコンプリートギヤボックスを 1 シーズン、1 ラ

イダー当たり 2500 ユーロで借りることができる。これ以上の追加

のギヤボックスを借りる場合、マニュファクチャラーの承認価格表

に則り請求される。 

 

 24 Moto3 エンジン割り当て及び立証 

a) エンジン、スロットルボディーとギヤボックスは、マニュファクチャ

ラーによってマニュファクチャラーの所有物としてチームに貸し出

され、シーズン終了後にチームはエンジン、スロットルボディー及び

ギヤボックスをマニュファクチャラーに返却しなければならない。し

かし、エンジンの配分は仕様の公平性を維持するためオーガナイザー

によって行われる。 

 

b) マニュファクチャラーはエンジン（最初はライダー1 名あたり最低 2

基のエンジン）をシーズンにおけるライダー毎の最大エンジン数規定 

を守り、シーズン前にテクニカルディレクターによって承認された予

定内に搬送する。搬送予定には検証用の追加のエンジンが含まれてい

なければならず、また、十分な数のスペアエンジン（数はマニュファ

クチャラーにより決められ、テクニカルディレクターによって承認さ

れる）が含まれていなければならない。 

 

c) エンジンは、各マニュファクチャラーがチームに供給するエンジンを

無作為に選択するテクニカルディレクターとそのスタッフによって

封印される。 

 

d) テクニカルディレクター及びスタッフは初めの搬送エンジンから無

作為にエンジンを選択し封印し、サンプルエンジンとして保管する。 
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次に搬送されるエンジンからテクニカルディレクター及びスタッフ

は 1 基のエンジンを無作為に抽出し、封印を解き、サンプルエンジン

と比較する。 

 

正しい仕様と判明した時点でエンジンは封印され、無作為にチームに

配布される。確認後に封印されたエンジンの仕様に関する講義は一切

受け付けられない。 

 

車検時に分解を行ったエンジンは、テクニカルディレクター及びスタ

ッフ監視の元組みなおされるか、マニュファクチャラーが割り当て対

象から除外することができる。 

 

e) マニュファクチャラーは搬送するエンジンを新しいものかリビルト

のものとするか決定することとし、リビルトの場合は、リビルトの「過

程でどのパーツを交換するかはマニュファクチャラーの判断による。

すべてのエンジンはエンジン公認規定に合致していなければならな

い。 

 

f) マニュファクチャラーは各ライダー数に見合う数のエンジンを搬送

することを保証しなければならない。ライダーの割り当てエンジン数

を減少させなければならない場合、各ライダーには同数とならなけれ

ばならず、各ライダーには最低 2 基の使用できるエンジンが常に提供

できなければならない。しかし、エンジンをメカニカルプロブレムに

より減少させなければならない場合、1 回のみスペアエンジン群から

配給することができる。 

 

25 Moto3 エンジンメンテナンス及び最新化 

a) チームによるエンジンのメンテナンス及びリビルトは認められない。

エンジンは公式の封印シールが貼られチームに配送される。 

 

b) オプション及びアフターマーケットパーツは認められない。しかし、

封印シールを剥がすことなく交換できるパーツは除く。そのパーツの

承認、供給および価格に関する規定は事項 2.6.3.2.26 が適用される。 
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c) 信頼性または安全に関わる（例：パーツの欠陥等）ことが証明された

場合、マニュファクチャラーはグランプリ委員会に問題解決のための

パーツの交換を申請することができる。その申請が承認された場合、

チームは請求されてはならず、またエンジン出力性能が向上するもの

であってはならない。 

 

26 Moto3 パーツの供給 

a) 各エンジンマニュファクチャラーは、価格及び交換可能なすべてのエ

ンジンパーツ（公式封印シールに関わらないパーツ）のリードタイム

リストを提出しなければならない。リストには、 

・スロットルボディー及びトランスミッションを除くコンプリートエ 

ンジン 

 

・シーズン中に紹介されたギヤボックスパーツ最新価格リスト（事項

2.6.3.2.27.b）ギヤボックス仕様の最新化のみとする。価格リストは

コンプリートギヤボックスのリストとしパーツの総額が 2500 ユー

ロを超えてはならない。 

 

・センサーの公式パーツリストは複数のマニュファクチャラーによ

るリストが掲載されてもよい。センサーパッケージ価格は、エンジン

またはシャーシの総額を超えてはならず、センサーリストは、シーズ

ン最初のイベントの車検後に纏められる。 

 

b) この価格表はオーガナイザーの承認が必要とされ、マニュファクチャ

ラーは発表された価格以上で販売することはできない。承認は、価格

とこれらパーツおよびテクノロジーの現行マーケットのリードタイ

ムを基準とされる。 

 

c) 関連マニュファクチャラーのパーツリストにあるパーツのみ使用で

きる。新ブランドまたはパーツサプライヤーは、エンジンマニュファ

クチャラーの承認が必要とされ、パーツはマニュファクチャラーのパ

ーツリストに掲載される。 

 

・バックトルクリミッタークラッチアッセンブリー（BTL またはス

リッパークラッチ）は例外とする。これは新たなものがマニュファク

チャラーによるオリジナルのクラッチに対応するもの、または第三者
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（アフターマーケット）サプライヤーからチームに供給される。いず

れの場合も、クラッチアッセンブリーの価格は最大 1500 ユーロと

する（税別、輸送料別）。第三者により供給されたクラッチは最初に

テクニカルディレクターの承認が必要（承認には当該パーツの価格表

提出が必要）とされ、初めに紹介された時には事項 2.6.3.2.22 にあ

る通りライダーと同数が最低必要とされる。 

 

d) リスト上にあるパーツのアップデートは認められるが、テクニカルデ

ィレクターの承認が必要とされるとともに公式パーツリストに掲載

されなければならない。アップデートパーツの価格及びリードタイム

は、マニュファクチャラーの承認パーツリストにあるオリジナルのパ

ーツのもの以上であってはならない。アップデートパーツは、同時に

すべてのライダーが入手可能でなければならず、マニュファクチャラ

ーが準備が整うまでは使用することが認められない。 

 

27 Moto3 エンジン及びパーツのアップデート 

エンジンまたはエンジンパーツのアップデートは、シーズン中は認められない

が、下記例外を除く。 

a) 1 シーズンに 1 度のみスロットルボディーのアップデートが認めら

れる。アップデートされた場合、アップデートされたユニットが無料

で提供され、同時に、契約ライダーにも提供されなければならない。

チームから追加のユニット要望がある場合、マニュファクチャラーの

承認レンタル価格リストに基づきチームに請求される。 

 

b) ギヤボックスコンプリートまたは個々の構成部品は 1 シーズンに 1

度アップデートが認められる。アップデートされた場合、アップデー

トされたユニットが無料で提供され、同時に、契約ライダーにも提供

されなければならない。 

 

コンプリートギヤボックスがアップデートされた場合、チームは、１

シーズン中各契約ライダー用に追加のアップデートギヤボックスを

最大 2 つまでレンタルすることが認められ、各 2500 ユーロ以内で

なければならない。 
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アップデートがコンプリートギヤボックスではなく一つかそれ以上

の構成のものである場合、ギヤボックスアップデート価格リスト（事

項 2.6.3.2.26.a）に従って請求される。チームは最大追加の 2 つの

アップデートパーツをこの価格借りることができる。追加の要望があ

る場合、それはマニュファクチャラーの通常の価格表にある料金とな

る。 

 

２８ Moto3 公認パーツ 

テクニカルディレクターに承認されたパーツのみ Moto3 エンジンに使用

することができる。これらパーツはマニュファクチャラーのエンジンの承

認されたバージョン向けの承認パーツ、または第三者（アフターマーケッ

ト）クラッチサプライヤーの承認パーツリストにあるものとする。 

 

特殊なエンジンデザイン向けではない一般的な付属品、ボルトやファスナ

ー等、は承認にはならない。 

 

 2.6.3.3 エンジン耐久性 

    Moto3 クラス 

11 Moto3 クラスにおける各契約ライダーの有効エンジン数は、１シーズンを 

通してライダー１名当たり最大６基とする。この制限はプラクティス及び GP

時のレースのみ適用され、イベント外のテストには適用されない。 

 

a) 何らかの理由でライダーの変更のある場合、代わりのライダーは、オリジ

ナルのライダーのエンジン割り当てが適用される。 

 

b) 初めて Moto3 シーズンに参加するエンジンマニュファクチャラーは、１

シーズンのライダー１名あたりのエンジンは最大８基とされる。 

 

c) 各ワイルドカードエントリーの場合は、大会毎に２つのエンジンの使用が

認められる。 

 

１２ 各ライダーによって使用されるエンジンは、第 1 戦前にテクニカルディレ 

クターまたはそのスタッフによってマーキングが施され、封印される。新

たなエンジンを使用前にテクニカルディレクターに登録することはチーム

の義務とする。登録され、初めて使用されたエンジンは、チーム内であっ

てもライダー間で交換することは認められない。エンジン使用の定義は、
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当該エンジンを搭載したモーターサイクルが、ピットレーン出口のトラン

スポンダー計測ポイントを通過した時点とする。 

 

 13 エンジンは封印（ワイヤー、ID タブ、ステッカー等）され、主構成部品（以 

下は代表例であり、これに限られることではない。クランクシャフト並びに 

そのベアリング、コンロッド及びそのベアリング、ピストン、ピストンリン

グ及びピストンピン、バルブ及びスプリング、カムシャフト等）の変更は認

められない。封印する位置はテクニカルディレクターにより承認されなけれ

ばならない。 

 

a) シリンダーヘッドカバーは、シリンダーヘッドから取り外されてはならな

い。エンジンのデザインが、シリンダーヘッドカバーを開けることなくバ

ルブクリアランス及び/あるいはカムチェーンメンテナンスを可能とする

場合、封印シールを剥がすことなくカムシャフト及びロッカーアームを取

り除くことは不可能である。 

 

b) シリンダーヘッド及びシリンダー（ある場合）、はエンジンから取り外さ

れてはならない。（シリンダーヘッドはシリンダーに、シリンダーはエン

ジンクランクケースにワイヤーで固定されている） 

 

c) クランクケースは開けることができない。（k ジュランクケースの半分同

士がワイヤーで固定される） 

 

セキュリティーシールを取り外すことなく交換できるすべてのパーツは

交換することができる。テクニカルディレクターまたはスタッフの監視下

以外でシールまたはワイヤーの破損、取り外しは、エンジンリビルドと考

慮され、エンジン破損、不正な改造やセキュリティーシールの紛失ととも

に割り当て内の新たなエンジンと考慮される。 

 

 14 いかなる理由があろうとも、参加者が割り当て以外の他のエンジンを使用し 

なければならない場合、新たなエンジンを使用する前にテクニカルディレク

ターに報告しなければならず、レースディレクションはスポーツ規則（事項

1.21.20）に則り適切なペナルティーを科す。 

 

損傷したエンジンは、割り当て分から外され、もし再利用される場合、それ

は新たなエンジンと考慮され、適切なペナルティーの対象となる。 
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15 封印に関する回数の規制はナック、割り当てられたエンジンは、モーターサ 

イクルに搭載し、セキュリティーシールがとりハッズされていない限り使用

することができる。ライダーの割り当て内の封印された別のエンジン（新規

または使用済み）との交換は仕様が認められ、ペナルティーの対象とはなら

ない。 

 

16 上記の例外として、チームは、以下の場合に封印シールの取り外しをテクニ  

カルディレクターに申請することができる。 

 

a) 可能か否かはテクニカルディレクターの単独判断による。 

 

b) いかなる認められた作業もテクニカルディレクターの監視下で行う。 

 

c) 唯一の目的は 

i) 転倒による封印されたエンジンの確認、清掃、損傷部位の補修のため。 

監視下で行う補修作業で認められるパーツの交換は、不動アイテム（カ

バー、ケース及び関連シール）とし、テクニカルディレクターが転倒に

よる損傷パーツを示す。 または 

 

ii)シリンダーヘッドカバー（カムカバー）を開け、安全に関する目視確認 

を行う。カバーのシール/ガスケット以外、如何なるパーツも取り外さ

れてたり改造されたりしてはならない。 

 

d) 上記テクニカルディレクターによって認められた作業は、他の Moto3 マ

ニュファクチャラーに報告される。 

 

2.6.3.5. エレクトロニクス 

 2. タイヤの温度/圧センサーは全てのクラスで認められる。 

 

 Moto3 イグニッション、エレクトロニクス及びデータロガー 

21 a) シリーズオーガナイザーが供給するイグニッション/フュエルイグニッ 

ションコントロールユニット（ＥＣＵ）のみ認められる。この ECU には

最大一つのイグニッションドライバー（エンジン rpm リミッター含む）

があり、オーガナイザーが支給したままとし、ハードウェア及びソフト

ウェアは無改造のままとする。ECU から送られるシグナルを追加のデバ

イスやモジュールを使用して変更することは禁止される。インジェクタ
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ー、バイパスシステム及びイグニッションはオリジナルかつ非改造のＥ

ＣＵシグナルによって作動しなければならない。 

b)チームが ECU 設定（コンフィギュレーション）ファイルを改造するた 

めに、ECU マニュファクチャラーによって供給される公式レースバー 

ジョンの ECU ソフトウェアのみ使用することができる。 

 

エンジンの公式マニュファクチャラー（またはその代表）のみが新た

な設定（コンフィギュレーション）ファイルを提供することが認めら

れる。（全ユーザーに対応しなければならない）マニュファクチャラー

は、ファクトリーバージョンのソフトウェアを使用して既存の設定（コ

ンフィギュレーション）ファイルを変更することができる。 

 

c)大会のフリープラクティス２終了後 4 時間以内に各マニュファクチャ 

ラー及び ECU サプライヤーは新たな設定（コンフィギュレーション）

ファイルを当該大会または近々の大会時に使用することについてテク

ニカルディレクターの許可を得なければならない。 

 

・一度設定（コンフィギュレーション）ファイルが供給されたら、レ 

ースバージョンの ECU ソフトウェアとして認められたもの以外、そ

れを変更することは認められない。 

 

・すべてのユーザーに対して、どの設定（コンフィギュレーション） 

ファイルが使用を認められているかを告知するのはめにゅふぁクチ 

ャラーの義務である。 

 

・すべての設定（コンフィギュレーション）ファイルは、認められた 

時点で、マニュファクチャラーが取り消しを要望しない限り、シー 

ズン終了まで承認リストに絵記載される。 

 

d)テクニカルディレクターはチームに対し、マシンに搭載されているＥ 

ＣＵを同等のものと交換することを要求することが出来る。 

 

e)公式 ECU にはデータロガー米が含まれ、それ以外のデータロガーは認 

められない。データ分析ソフトウェアは管理されない。 

 

f)ワイヤリングハーネス内のデータロガーのダウンロードケーブルは、公 
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認時のスタンダードタイプか完全に互換すえうものでなければならな 

い。コネクタータイプ及びコネクションの詳細は ECU サプライヤー米 

によるオンラインドキュメントに掲載される。 

 

   注米 すべての ECU 及び電子アイテムはマークが施されている。 

   詳細はウェブサイト http://www.dellprto-pe.com/ 

 

 22 エンジンマネージメント関連の義務 

付録 Moto3 図２参照 

イグニッション及びセンサーを含むエンジンマネージメント装備及びデザ

イン 

 

 23 エンジンマネージメント関連の推奨 

    付録 Moto3 図３参照 

タイミングパターン、O2 センサー、ノックセンサー、アイドルコントロー

ル、ダッシュボードを含む推奨されるエンジンマネージメント及び電子装備

とデザイン 

 

 

 24 新しいエンジンが公式 ECU に適合するための公式初回（イニシャル）マッ 

ピング及びセットアップ手順が義務とされる。 

      付録 Moto3 図４ 

    イニシャルマッピングオプション 

 

2.6.3.6  フュエルシステム 

 Moto3 クラス フュエルシステム 

 15 最大燃圧は、5.0 Bar とする。 

 

 16 可変長インレットトラクトシステムは認められない。 

 

 17 ライダーによって出力をコントロールするためのスロットルコントロールバ 

ルブは、スロットルボディー1 つにつき 1 つのみとし、それはライダーによ

って操作される機械式（ケーブル）のものでなければならない。その他出力

デバイス（インジェクター及びアイドルコントロールエアバイパスを除く）

がエンジンインテーク前のインレットトラクト内にあってはならない。ライ

ダーの入力とスロットル間の機械的接続を干渉することは認められない。 

http://www.dellprto-pe.com/
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18 エアバイパスシステムによるアイドルスピード（エンジンブレーキ含む）調 

整は、ECU によるものは認められる。そのバイパスの最大サイズは 12 ㎜相

当の直径とし、コントロールシステムにはバタフライタイプコントロールバ

ルブが含まれてもよい。 

 

19 フュエルインジェクターは、エンジンインテークバルブのアップストリーム 

に位置していなければならない。 

 

 20 公式 ECU によってコントロールされるスロットボディー1 つに対して最大 

２つのフュエルインジェクター、及び 2 つの独立したフュエルインジェクタ 

ードライバーが認められる。 

 

21 エンジンサンプブリーザーガス、空気/燃料の混合がインレットトラクト及び 

燃焼室チャンバーに認められる。 

 

2.6.3.7  エキゾースト 

 1. エキゾーストの排出口は、リアタイヤの後端に沿って直線に引かれた線より  

  後ろに突出してはならない。 

 

 2. 安全上の理由から、エキゾーストパイプの露出した端部は鋭利な面とせず、  

  丸みをつけなければならない。 

 

 3. 可変長エキゾーストシステムの使用は認められない。 

 

 4. 排気ガス再循環（EGR）システムの使用は認められない。 

 

 Moto3 クラスエキゾースト 

 11 エキゾーストシステム内に如何なる不動パーツ（バルブ、バッフル等）も認 

められない。 

 

 12 エキゾーストは、Moto3 シャーシ認証規則（事項 2.6.4）には含まれないた 

めエキゾーストサプライヤーの選択は自由とする。 
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2.6.3.8  制御システム 

 １ 油圧および／または空気圧動力システムはシリンダーの吸気口／排気バルブ

   スプリングを除き、いずれも使用を認められないマシンに搭載された油圧系

   統は、以下に明確化されているとおり、ライダーの手動操作によってのみ作

   動すること、 

 

 ブレーキ／クラッチ用のマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による

一般的な油圧制御は許可される。 

 

 ニューマチック（空気圧）エンジンバルブ閉鎖システムは MotpGP クラスの

みで許可される。 

 

 エンジンの潤滑／冷却用のオイル／水ポンプは使用を認められる。 

 

 潤滑、冷却以外の目的（油圧制御システムなど）でのエンジン潤滑オイルの

使用は許可されない。 

 

 2. 油圧式および／または電気／電子システムによって駆動される可変バルブタイ

  ミングと可変バルブリフトシステムの使用は認められない。 

 

2.6.3.9  トランスミッション 

 1.  ギア比は最大 6 速とする。 

 

 2.  ツインクラッチトランスミッションシステム（DSG）の使用は認められな      

    い。 

 

 3.  無段変速機（CVT）の使用は認められない。 

 

 4.  自動変速装置は不可とされる。クイックシフターシステムの補助機能が付      

    いたマニュアルトランスミッションの使用は認められる。 

 

 Moto3 クラストランスミッション 

 11 各ギヤボックススピードにつき最大 2 種のギヤ比、及びプライマリードライ 

ブギヤには 3 種のギヤ比が認められる。チームは、シーズン初めに各ギヤに 

対して選択したギヤボックス比を宣言しなければならず、このレシオがシー 

ズンを通して使用されなければならない。 
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12 ギヤボックスシステムは通常のタイプでなければならない。通常とは、ギヤ 

の必須パーツとしてエンゲージメントドッグにより常時噛合い、シフトフォ 

ーク及びシフトカムまたはドラムによって作動し、一度に 1 セットのギヤが 

噛合うものをいう。シームレスシフトトランスミッション（自動的マニュア 

ルトランスミッション、瞬時ギヤチェンジシステム等）と呼ばれるものは認 

められない。 

 

13 エレクトロマニュアル及び/またはエレクトロハイドロクラッチ駆動システ 

ムは認められない。 

 

2.6.3.10 素材 

 備考：ここでの「X 基準合金」や「X の素材」は要素 X(例えば鉄、鉄または鉄を

       基準とした合金)が％w/w のもとに、合金の中でも最もすぐれた要素でなけ

       ればならないことを意味する。 

 

 1.  下記部品の構造にチタニウムを使用することは禁止される。 

  ・ フレーム/シャーシ、ただしボルト及びファスナーを除く。（シャー

    シがどのパーツによって構成されるかは、テクニカルディレクター

       ンも決定が最終とされる。） 

 

・ スイングアーム、ボルト及びファスナー除く。 

  

・ スイングアームスピンドル 

 

・ ホイールスピンドル（ホイールスピンドルについては軽合金の使用も

また禁止される。 

 

・ ハンドルバー 

 

・ フロンとサスペンションインナー及びアウターチューブ及びボトム

（例：アクスルマウントポイント） 

 

・ ショックアブソーバーピストンシャフト及びダンパーチューブ 
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2. クランクシャフトとカムシャフトの基本構造は鉄素材、スチールまたは鋳鉄     

  製のものでなければばらない。バランスを保つことを目的とした上でクラン 

  クシャフトに異なる材料を組み込むことは許可される。 

 

 3.  ピストン、シリンダーヘッドおよびシリンダーブロックについてはカーボン

    またはアラミドファイバー強化素材を用いた複合構造であってはならない。 

 

 4.  ブレーキキャリパーには、弾力係数 80Gpa 以下のアルミニウム素材を使用

   しなければならない。 

 

 ５ ブレーキホースからブレーキキャリパー及びブレーキマスターシリンダーへ

   の全てのコネクター（フロント及びリア）には、引張強度 500Mpa 以上の

   スチールまたはチタニウム合金性の構造部品でなければならない。 

 

   リアブレーキホースのみ真鍮製のコネクターが認められる。 

 

 ６  モーターサイクルおよびエンジンのいかなる部分にも弾力 50Gpa/       

    (g/cm3)以上の金属素材を使用してはならない。 

 

 ７  MMC（金属マトリックス複合材料）と FRM（繊維強化金属）の使用は禁   

    止される。 

 

 ８  Moto3 クラスにおいて、下記素材規定が適用される。 

a) エンジンクランクケース、シリンダーブロック及びシリンダーヘッドは

キャストアルミニウム軽合金製のみとする。 

 

b) ピストンはアルミニウム合金製でなければならない。 

 

c) ピストンピンは鉄製でなければならない。 

 

d) コネクティングロッド、バルブ及びバルブスプリングは鉄製またはチタ

ニウム素材を基本とした合金製とする。 
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2.6.4 シャーシ 

 Moto3 シャーシの承認と供給 

a) ローリングシャーシは、Moto3 クラスに参加するエンジンマニュファクチャ

ラーによって供給される。このマニュファクチャラーは、サブコンストラクタ

ーまたは独立したサプライヤーを任命し、シャーシまたは構成部品の提供を行

うが、認証、価格及びコンプリートシャーシの販売に関してはマニュファクチ

ャラーが責任を有する。 

 

b) 各マニュファクチャラーは自社のシャーシの 1 つのバージョンのみ認証され、

更に第三社が供給する 1 つのバージョンのシャーシは認証される。チームは前

年に認証されたシャーシを使用することができるが、下記を条件とする。 

 

・ シーズン中のパフォーマンスパーツ（以下を参照）へのアップグレー

ドは認められない。 

 

・ マニュファクチャラーによる前年の認証コンプリートシャーシパー

ツリストに掲載されていないセンサーは認められない。 

 

・ 同じパーツでない限り、当該シーズンのパフォーマンスパーツを前年

に使用されたシャーシに使用することは認められない。 

 

c) ホイールとエキゾースト（下記 f 及び h 参照）を除く、全てのパフォーマンス

パーツは承認されなければならず、その承認申請期限は毎年1月31日とする。

承認にはモーターサイクルに必要なすべてのパーツの価格表も必要とされ、総

額はコンプリートシャーシパッケージ価格の 120％を超えるものであっては

ならない。 

 

d) 技術的内容、テクニカルディレクターが承認のために要望する図面及びサンプ

ルパーツの申請期限はシーズン第 1 戦の車検終了までとする。技術的情報及び

図面はテクニカルディレクターが彼の判断で必要とするレベルの詳細及び情

報を満足するものでなければならない。 

 

e) コンプリートローリングシャーシ（エンジン、ECU、データロガー、トラン

スポンダー）の価格は上限 85000 ユーロ（税金、輸送費別）とする。コンプ

リートローリングシャーシのために必要なすべてのパーツ、非承認パーツであ

るホイール、エキゾーストシステム及びパフォーマンスパーツとして列挙され
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ているパーツを含む、が供給されなければならない。価格には、シーズン中の

パフォーマンスパーツのうちの一つの 1 度のアップデートが含まれる。（g 参

照） 

 

f) 以下のアイテムはパフォーマンスパーツとして指定され、公認されなければな

らない。公認されたパフォーマンスパーツのみが GP イベントで使用すること

ができる。 

 

・ シャーシ 

 

・ スイングアーム 

 

・ ラヂエター及び/あるいはヒートエクスチェンジャー 

 

・ エアボックスコンプリート（ブリーザー、キャッチタンク及び関連コ

ネクターを含む。 

 

・ シート 

 

・ エアロボディー 

 

・ シート及び/またはボディーワークは材質の削除による改造が認めら

れる。 

 

・ 燃料タンク 

 

・ サスペンション（内部及びセッティングパーツを除く） 

 

・ サスペンションの内部パーツは公認とはならず、管理されない。チー

ムまたはサスペンションマニュファクチャラーによる改造または交

換はいつでも行うことができる。 

 

g) パフォーマンスーパーツとして指定された各シャーシの構成部品はシーズン

に 1 回のみアップデートすることができる。アップデートされたパーツは、当

該マニュファクチャラーの全ユーザーが即座に入手可能なように十分な数が

製作され、アップデートされた各パーツは、各契約ライダーには無償で提供さ
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れなければならない。アップデートパーツを追加発注する場合、マニュファク

チャラーの承認された価格表に基づいて請求される。しかし、アップデートパ

ーツはオリジナルパーツの価格を超えるものであってはならない。 

 

h) パフォーマンスパーツに指定されないその他シャーシパーツは、承認を必要と

されず、価格条件や供給条件も適用されない。しかし、マニュファクチャラー

が供給するコンプリートローリングシャーシにはすべてのアイテムが含まれ

ていなければならない。 

2.6.4.1 重量 

 1.  以下が許容される最低重量である： 

    Moto3 モーターサイクル＋ライダー：  152Ｋｇ  

  

 2.  最低車両重量を満たすためにバラストの追加が認められる。 

 

 3.  車両重量は初回の車検にて検査される。しかしメインの重量検査は、プラ   

   クティスセッションあるいはレース終了後に実施される。マシンの重量は、

   競技出場時の状態、すなわち燃料タンクを搭載した状態でノーマルレベルの

   オイルと水に加え、計時用トランスポンダー、カメラ機材、電子データログ

   機材等の追加装備品を搭載した状態で計測される。 

 

   Moto3 の重量チェックは、フル装備のライダーと車両の重量の合計とする。

   指定された重量測定エリアでは、プラクティス中にランダム重量チェックが

   行われる。 

 

2.6.4.2 安全性と構造基準 

 注：図１、２、３も参照のこと。 

 

 1.  シャーシデザインと構造 

   シャーシはプロトタイプのものであるとし、FIM グランプリ技術規則の定め

   る範囲内で、その設計や構造は自由とする。プロトタイプ以外の車両（つま

   り一般公道用として製作されるシリーズプロダクションなど）のメインフレ

   ーム、スイングアーム、燃料タンク、シートおよびフェアリング／ボディー

   ワークの使用は認められない。 
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 2.  スロットルツイストグリップ 

   スロットルツイストグリップは、手を離したときに自動的に閉じられるもの

   とする。 

 

 3.  ステアリング 

   a) ハンドルバーの幅は最低 450 ㎜とし、先端はソリッドまたはゴムで覆  

  われたものとする。ハンドルバーの幅とは、ハンドルバーグリップまた

   はスロットルツイストグリップの外側の間隔を測定されたものとする。 

 

   b) ステアリングは中心線の両側に最低 15°にわたって可動しなくてはな 

  らない。 

 

   c) ステアリングロックした状態で、ハンドルバーと燃料タンクフレーム及び

  ／または車体の間に、最低 30 ㎜のクリアランスを確保するために、スト

     ップを設置しなければならない。 

 

 4. フットレスト 

   フットレストの先端は丸みがあり、中空でなく、半径が最低 8 ㎜の球状であ

   ること。 

 

 5. ハンドルバーレバー 

   レバーの長さはピボットっポイント（回転軸）から測定して 200 ㎜以上あっ

   てはならない。 

 

 6. クリアランス 

   a) マシンは荷重のかからない状態で、タイヤ以外が路面に接しないまま垂

  直状態から 50°の角度で傾けることが可能でなければならない。 

 

   b)  サスペンションおよび全てのリアホイールアジャストメントの位置にか

  かわらず、タイヤの円周に沿って常に最低 15 ㎜のクリアランスがなく 

  てはならない。 

 

 7. ブリザーパイプ 

   エンジンまたはギヤボックスからのブリザーパイプは、エアボックスおよび

   ／もしくは適切な容器に排出しなくてはならない。 
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 8.  チェーンガード 

     チェーンガードは、リアホイールのロワードライブチェーンとドライブスプ

   ロケットの溝の間に挟まれないように取り付けられていなければならない。 

 

 9. エンジンカバー 

側面のエンジンカバーにはオイルが含まれており、衝突時に地面と接触する  

可能性があるので複合材料、例えばナイロンやカーボンまたはケブラー®で

   作られたセカンドカバーで保護しなければならない。アルミニウム

またはス  チールからできているプレートおよび／またはバーも許可され

ている。これ  らすべてのデバイスは、突然の衝撃や摩耗に対して耐性が

あるよう設計され  なければならず、適切かつ確実に固定しなければなら

ない。 

 

   このような保護はテクニカルディレクターの指示により、MotoGP クラスの

   ノンプロトタイプエンジンにも必須である。 

 

 10. タイミングトランスポンダー 

  a)  全てのマシンは、正しい位置に、エントリーしているクラスに対して正

  しいタイプの計時トランスポンダーを取り付ける必要がある。トランス

  ポンダーはオフシャルタイムキーパーにより承認または供給されたもの

  でなければならず、タイムキーパーの助言およびテクニカルディレクタ

  ーの承認したマシンの位置に固定しなければならない。 

 

  b) トランスポンダーは、マシンがピットまたはトラック上にあろうと、また、

    ライダーがエンジンを切ったとしても常に電源が供給されるものでなけ    

    ればならない。 

 

  c) X2 トランスポンダーが能を最大限に発揮し十分な冷却を得るためにモータ

     ーサイクルの前部ラヂエターの下、モーターサイクルの後方に 10cm 以内     

   の誤差内で取り付けられていなければならない。フェアリングは、トランス

     ポンダーの下に下記寸法を持つケブラーウィンドーがなければならない。 

 

     トランスポンダー本体より前部に 6cm、後部に 6cm、また両側に 3cm を     

   カバーしていなければならない。トランスポンダー及びケブラーウィンドー

     は、メタリックテープまたはその他トランスポンダー機能を妨げる材質のも

     ので覆われてはならない。 
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 d）トランスポンダーは、ワイヤリング、電源、データーやシグナルの入力／出   

   力を含め、オーガナイザーからの要求通りに完全に機能する必要がある。シ

   グナルがマシンに表示される必要がある場合、テクニカルディレクターの承

   認によって表示装置（例えばダッシュボード）が適合され、完全に機能され

   なければならない。 

 

 11. オンボードカメラ 

   a)  オーガナイザーが車載カメラの搭載を、第 1.21.13 に記載されている通

     り、チームに要請した場合、カメラとその付属機器は全てのプラクティ

  スセッションおよびレース中、またはオーガナイザーの要求通りに、搭

  載されていなければならない。 

 

     b) カメラと付属機器は遅くとも競技会のプラクティス初日の前日午前 10 

  時までに搭載を指定されたチームに供給される。 

 

c)チームは、カメラ装着の供給を委託された業者が搭載作業を行いやすいよう、 

妥当な範囲で関係者を受け入れ協力しなければならない。 

 

d) 全ての車載カメラ装置は取付説明書に従ってオーガナイザーが指定した

マシンの場所に装着しなければならない。このような装着の詳細について

は前シーズンの 7 月までにメーカーやチームに伝達される。 

 

e) オーガナイザーによりオンボードカメラの搭載を要請されなかった全て

のマシンは、カメラに代わり、カメラ搭載場所にダミーウェイトを取り付

けることを要請される。位置と各ダミーウェイトの重量は、公式カメラ、

トランスミッター（全てのワイヤー類の重量含む）及びバッテリーの取り

付け位置と同じ位置でなければならない。各アイテムの公式重量はオーガ

ナイザーによって定められ各ダミーウェイトは許容誤差10グラム以内と

する。チームはダミーウェイトを準備しなければならず、そのデザイン及

び材質は自由とする。 

 

 12. セーフティーライト 

   全てのモーターサイクルには、雨または視界が悪いコンディション時にレー

   スディレクションの指示により使用するレッドライト機能をマシンの後部に

   取り付けなければならない。チームは、レインタイヤが装着されているとき
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   はいつでもライトがオンになっていることを確認する必要がある。 

   ライトは以下を遵守しなければならない： 

 

a) ライトの向きはマシンの中心線（モーターサイクル走行方向）

と平行、かつ後から少なくともマシン中心線の左右両側に

15°の角度にはっきりと見えなければならない。 

 

b) ほぼマシンの中心線上のシート／後部車体、テクニカルディ

レクターが承認した位置に取り付けられる。取付位置や視界

をめぐる問題が発生した際には、テクニカル ディレク

ターが最終判断を下す。 

 

c) 電源出力／同等光度：10－15W（白熱灯） 0.6－1.8W

（LED） 

 

d) セーフティーライト用電源は、マシンのメインワイヤリング

および電池から分離される。 

 

2.6.4.3  ブレーキ 

 1. モーターサイクルには各ホイールに最低１つ、独立操作のできるブレーキが   

   装備されていなくてはならない。 

 

 ２ Moto3 クラスにおいて、鉄製ブレーキディスクのみ認められる。 

  

 ４ 全クラスにおいて、ブレーキディスクのセラミック複合素材の割合は質量の

   2％を超えてはならない。 

 

   セラミック素材とは、無機、非金属個体と定義されている。 

   （例：Al2O3, SiC, B4C, Ti5Si3, SiO2, Si3N4） 

 

   その他認められる材質に関してはブレーキ構造素材事項 2.5.3.10.4)及び 5)

   を参照 

 

 ５. 誤って別のマシンと衝突した際に作動するハンドルブレーキレバーを保護す

   るために、モーターサイクルは、ブレーキレバープロテクションを装着する

   必要がある。許容されるプロテクションには、正面から見てブレーキレバー
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   をカバーするために十分に拡張されたフェアリングが含まれている。 

   このようなデバイスは効果的に機能するために十分な強度を持っていなけれ

   ばならない。また、負傷またはそれに引っかかるなどライダーのリスクにな

   らないよう設計されなければならない。またそれは（テクニカルディレクタ

   ーの判断で）危険なフィッティングとみなされないような装着が必要とされ

   る。 

 

   ブレーキレバープロテクションがブレーキシステムの一部（例：ブレーキマ

   スターシリンダー）に接触している場合、適切なブレーキ操作を妨げている

   旨を、ブレーキシステムメーカーはテクニカルディレクターに対して書面で

   正式に申し出る必要がある。 

 

 ６ アンチロックブレーキシステム（ABS）の使用は許可されていない。ブレー

   キングはライダーの手動操作によってのみ作動、コントロールする必要があ

   る。ブレーキシステムのマスター／スレーブシリンダーなどの手／足による

   従来の油圧制御は許可される（事項 2.5.3.8 制御システム 参照）。しかし

   電子的または機械的なシステムによるブレーキ圧の増加や制御は不可である

   ライダーの直接的マニュアル操作は許される。具体的には、ライダーがブレ

   ーキを適用する際にロックする車輪を防ぐよう設計されたブレーキシステム

     は禁止されている。 

 

2.6.4.4 サスペンションおよびダンパー 

  電気／電子制御式サスペンション、車高、ステアリングダンパーシステムの使

  用は認められない。サスペンションおよびステアリングダンパーシステムの調

  整は、人による手動操作と機械的／油圧式の調節装置により行われるものとす

  る。 

 

2.6.4.5  燃料タンク 

 1. 燃料キャップは漏れ防止ができ、確実な封鎖機能を備えていなければならな  

  い。 

 

 2. 燃料タンクブリーザーパイプは、モーターサイクル 1 台に一つの最低容量   

   200 ㏄の適切なキャッチタンクに排出しなければならない。 

 

 3.  全ての構造形式の燃料タンクには、難燃性素材が充填されているか、もしく

   は燃料セルブラダーで内部を覆われているものとする。 
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   全てのクラスにおいて、非金属の複合素材製（カーボンファイバー、アラミ

   ドファイバー、グラスファイバー等）でできている燃料タンクは燃料セルブ

   ラダーを備えているか、もしくは FIM 燃料タンク公認基準に明記されている、

   燃料タンク素材検査に合格した素材のものでなければならない。 

 

    燃料セルブラダーを持たない複合素材製の燃料タンクの場合、FIM 燃料タン

   ク基準に合致している証明ラベルを貼付しなければならない。このラベルに

   は、燃料タンク製造会社名、タンク製造年月日、および検査機関名が明記さ

   れていること。 

 

     各メーカーは FIM/CCR 事務局宛てに、合格した燃料タンクの形式と燃料タ

    ンクラベルの写しを送付しなければならない。 

 

     燃料タンク検査基準および基準に関する詳細は FIM より入手可能である。 

     ( http://www.fim-live.com/en/library/ ) 

 

     燃料セルブラダーは、FIM/FCB-2005 に適合するかまたはそれ以上のもの

    でなければならない。上記基準の詳細は FIM より入手可能である。 

 

 4.  燃料タンクが車体にボルトで固定されている場合を除き、燃料タンクからエ

     ンジン／インジェクターシステムへの全ての燃料ラインは、セルフシーリン

     グ分離バルブを備える必要がある。このバルブは、燃料ラインのある部分が

     破損したり、燃料タンクに取り付けたり、引っ張り出したりした場合に必要

     積載量の 50％以下に分離される。 

  

 6.  燃料補給は、非圧力式の容器から行われるものとし、車両の燃料タンクは、

     人工的に大気圧以上の圧力をかけるものであってはならない。エアボックス

     と燃料タンク内の圧力を等しくするために、エアボックスを介して燃料タン

     クを大気に排出することは認められる。 

 

2.6.4.7  ボディーワーク 

 付録参照、図７，８，９ 

１ ウィンドスクリーンエッジ、また、その他すべてのフェアリングの露出した   

  部分のエッジは丸みをつけられていなければならない。 

 

http://www.fim-live.com/en/library/
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 ２ ボディーワークの最大幅は、600 ㎜を超えてはならない。シートまたはその

   後方にある全ての物の幅は、450 ㎜を超えてはならない。（エキゾーストパイ

   プは例外とする） 

   

 ３ ボディーワークは、フロントホイールスピンドルの中心から垂直に引かれた

   線及びリアタイヤの後端から垂直に引かれた線から突出してはならない。こ

   の測定は、サスペンションが完全に伸びた状態で測定される。 

 

 ４ 横から見た場合、下記が見えていなければならない： 

  a)  最低 180°にわたるリアホイールリム。 

 

  b) マッドガード、フォーク、または着脱式のエアーインテークに覆わ 

     れた部分を除くフロントホイールリム全体。 

 

  c) 上腕を除き、ノーマルポジションに座ったライダー。 

 

    注： 上記の規則を欺くように透明の材質を使用することは禁止される。     

     上記の規則に関して、ブレーキパーツまたはホイール用のカバーは、ホ

         イールリムの視界を遮るボディーワークとは見なされない。 

 

 5.   マシンのいかなる部分も、リアタイヤの後端から垂直に引かれた線より後方

    に突出してはならない。 

 

 6.  シートユニットとライダーの着座位置の後方の差は最大（約）150 ㎜とする。

    シートパッドまたはカバーを除くライダーの着座位置のフラットベースの   

      上部表面に対して 90°の角度で計測される。シートユニットに装備されて

   いるいかなるオンボードカメラ／アンテナもこの計測には含まれない。 

 

 7.   マッドガードの装着は、義務付けられていない。装着された場合、フロント

   マッドガードは、以下に記す場所より先に突出してはならない： 

   

b) フロント先端： 

フロントホイールスピンドルを通る水平線から上と前に 45°に引かれた

直線より前。 
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   b)  リア先端 

  フロントホイールスピンドルのリヤまで水平に引かれた線より下。 

 

      サスペンションレッグおよびホイールスピンドルに近いマッドガードマウ

    ント／ブラケットおよびフォークレッグカバーとブレーキディスクカバー

    は、マッドガードの一部とみなされない。 

 

 8   フェアリングまたはボディーワークから突出しているデバイスまたは形状、

    及びエアロダイナミックは影響（ダウンフォースの強化、空気力学的な跡を

     乱す）を及ぼすボディーストリームライニング（例：ウィング、フィン、膨

     らみ等）は認められない。 

 

     テクニカルディレクターは装置またはフェアリングデザインが上記定義に   

    か なっているものかどうか唯一判断を下す。 

  

     可動式エアロダイナミックデバイスは禁止されている。 

 

 9.  車両の下部フェアリングは、取り付けられていなければならず、エンジンの

    破損時に、そのエンジンに使用されるエンジンオイルとエンジンクーラント

     総量の最低半分（MotoGP クラスは最低 5 リットル）を保持できる構造に

    なっていなくてはならない。この測定はモーターサイクルにフェアリングが

    取り付けられている状態で行われる必要があると、同時に、両方の車輪が地

      面についており、モーターサイクルは水平に対して 90°で直立している状

      態で行われる。 

 

      車両の下部フェアリングには、25 ㎜の孔が最大で 2 つ開けられているもの

    とする。これらの孔は、ドライコンディション時には閉じられ、レースディ

      レクターがウェットレースコンディションを宣言した場合には開けられば   

    ならない。 

 

 10 Moto3 エアロボディーの承認 

   Moto3 エアロボディーは、モーターサイクルが前進している状態時の気流   

     によって直接影響を受けるモーターサイクルボディーワークの一部であり、

   ライダーの身体またはモーターサイクル車体パーツによる後流（エアロダイ

   ナミックシャドウ）には含まれない。そのため、図１０，１１に示す通り、
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   エアロボディーは、フロントフェアリングとフロントフェンダー（マッドガ

   ード）という２つの異なったよう悪阻から構成されている。 

 

   ウィンドスクリーンを除く外形のみが本条項に規定され、以下のパーツはエ

   アロボディーの一部とはされない。（ウィンドスクリーン、冷却ダクト、フ   

   ェアリングサポート、その他ボディーワークの外観プロフィール内にあるパ

   ーツ） 

 

a) エアロボディーは公認され、サンプルまたは詳細図面（テクニカルディレ

クターが満足いくもの）が、第 1 戦の車検終了前までにテクニカルディレ

クターに提出されなければならない。図面は、エアロラインの位置が明示

されていなければならない。エアロラインとは、その側面が最低 1 か所で

ロワーボディープロフィールと接点がある平行である仮想ラインの上方

300ｍｍで、それより上の全てのエアロボディーの側面を指す。（図 11

参照） 

 

ｂ）承認は、マニュファクチャラーを基準に行われる。 

 

c) シーズン中、各ライダーは、コンポーネント毎（例：フロントフェアリン

グ及びフロントフェンダーは２つのコンポーネント）のアップデート（最

新化）が認められる。サンプルまたはアップデート（最新化）されたアイ

テムの図面が、当該アイテムがトラック上で使用される前にテクニカルデ

ィレクターに提出されなければならない。アップデートには、同一マニュ

ファクチャラーの以前に公認されたエアロボディーコンポーネントから

構成されていても良い。最新化された物及びオリジナルのエアロボディー

の両方が使用されても良い。（例：各ライダー最大 2 つのエアロボディー

が認められる）しかし、それぞれのエアロボディーは別の公認を受け、パ

ーツを相互に入れ替えしてはならない。エアロボディーの２つのコンポー

ネントを混在させることは認められる。例：初めのフロントフェアリング

をその当時または最新化されたフロントフェンダーとともにモーターサ

イクルに使用することが出来る。（またはその逆） 

 

d) アップグレードされたエアロボディーの供給は、Moto3 シャーシ規則の

パフォーマンスパーツ（事項 2.6.4.g）が適用される。 
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e) 各承認エアロボディーコンポーネント（フロントフェアリング及びフロン

トフェンダー）は、がモーターサイクルに合わせて取り付けられるような

異なるパーツで構成されても良い。各コンポーネントのパーツは、合わせ

てキットと称され、同じパーツで異なるオプションがあってはならない。

パーツの一部がモーターサイクルに取りつけられなくとも良い。（例：ウ

ェット時にのみされるハンドガード） 

 

f) 公認に影響を及ぼざないエアロボディーパーツの素材を取り除く（例：ト

リミング、穴開け等）ことは認められる。但し、素材の追加は認められな

い。 

 

g) エアロラインより下の承認エアロボディーの一部の側面は改造が認めら

れる。 

 

・ 改造の目的は車両の部品による干渉のためのクリアランス確保（例：

エキゾーストパイプ、エンジンケース等）のためデザインはその効果

を得るためのものでテクニカルディレクターの裁量による。 

 

・ 新たなボディー外部表面は、現行のものより３０ｍｍ以上オフセット

してはならない。 

 

・ 側面の変更面積は（例：左右両側の全変更箇所）300 ㎠以下とする。 

 

2.6.4.8  ホイールリム 

 1. 許可されるホイールリムのサイズは下記の通りである： 

   フロント   リア 

   Moto3 最大幅 2.50 インチ 最大幅 3.50 インチ 

   直径１７インチのみ 直径１７インチのみ 

  

 2. 全クラスにおいて、複合構造ホイール（炭素繊維、ガラス強化繊維または同 

   等の物などを 含む）の使用は認められない。ホイール構造に許可される素材

   は、マグネシウムとアルミニウム合金である。 

 

 ３．全てのホイールは、発行されている基準「2018FIM グランプリホイール基

   準」に準拠ていなければならず、ホイールマニュファクチャラーによって証
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   明されなければならない。 

   （FIM ウェブサイト http://www.fim-live.com/en/library モーターサイ    

    クルパーツテスト基準参照） 

 

   下記の手順がとられる。 

・ 異なったデザインの各ホイールまたはモデルは FIM 基準に記載され

ているテストに合格していなければならない。 

 

・ そのデザインまたはモデルの各ホイールにはタイヤに取り付け状態

で視認でき、そのホイールに定められている識別コードまたはモデル

コードが恒久的に記されていなければならない。 

 

・ 基準テストを合格した個々のデザインまたはモデルは、ホイールマニ

ュファクチャラーによって、当該ホイールが 2018FIM グランプリホ

イール基準である公認基準に準拠している旨を記載した証明書が発

行されなければならない。 

 

・ この遵守証明書は、MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・ア

ルドリッジ danny@irta.org.uk）及びレーシングホモロゲーション

プログラム(frhp@fim.ch)。この証明書コピーは、購入者に、購入し

た公認ホイールとともに渡さなければならない。 

 

４ ホイールは、Moto3 シャーシ認証規定（事項 2.6.4）には含まれないため、 

ホイールサプライヤーの選択は自由とする。 

 

2.6.4.9 タイヤ規制 

1. 全クラスにおいて、公式テストを含むグランプリ競技会で使用できるのは、各 

クラスの公式タイヤサプライヤーのタイヤのみとする。 

 

   オフィシャルタイヤサプライヤーは、競技会にエントリーしている全てのラ

   イダーに十分な数のタイヤを供給しなければならない。 

 

   各競技会に使用されるタイヤの仕様は、タイヤサプライヤーにより決定され

   る。関連クラスおよび／または指定された各仕様のタイヤは全てのライダー

   に提供されるものとし、また全ライダーに提供されるタイヤの総本数は均等

   でなければならない。 

http://www.fim-live.com/en/library
mailto:danny@irta.org.uk
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   タイヤは公式タイヤサプライヤー、テクニカルディレクターおよびオーガナ

   イザーとの協議の上で合意されたパラメーターに従って使用しなければなら

   ない。パラメーターには圧力、温度、またはその他の利用ガイドラインが含

   まれている。チームは、テクニカルディレクター、その担当者、および公式

   タイヤサプライヤーによってタイヤパラメーター及びデータロガーからのタ

   イヤプレッシャー及び/または温度データのチェックの要求を受けた場合、い

   かなるときでもその要求に従わなければならない。 

 

   トラック上にある間にタイヤプレッシャーを調整する為のホイールへの如何

   なるデバイスの使用も認められない。 

 

   如何なるライダーまたはチームが運営パラメータ外のタイヤをしたことが   

   判明した場合、ペナルティーの対象となる。テクニカルディレクターのオフ

   ィシャルタイヤサプライヤーとの相談の上での決定は、最終のものとされる。 

 

 2. 公式プラクティス開始前の 2 日間に、タイヤサプライヤーは、大会で使用す

   るタイヤの仕様、本数および認証マークを含む詳細をテクニカルディレクタ

   ーに提出しなければならない。 

 

   テクニカルディレクターとその担当者は、各出場ライダーに使用を限定され

   たタイヤを分配する。（第 2.6.4.9.3 記載の通り）各々のタイヤの分配は、   

   無作為に行うことを基本とし、タイヤサプライヤー、チームおよびライダー

   が関与しないようにする。 

 

   タイヤ分配終了後にライダー変更がある場合、代替ライダーは、元のライダ

   ーに分配されたタイヤを使用しなければならない。 

 

 3. グランプリレース競技会において、各ライダーは、タイヤ本数と仕様が各競   

   技会で下記の通り制限される： 

 

   C. Moto3 クラス 

     全てのプラクティスセッション、ウォームアップおよびレース中のスリッ

        クタイヤ本数は最大 17 本とされ、内訳は下記の通り： 

 

   フロントスリックタイヤ： 
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   2 種類のスタンダード仕様(S、M、H)で構成される 8 本のフロントタイヤ 

   リアスリックタイヤ： 

   2 種類のスタンダード仕様（S、M、H）で構成される９本のリアタイヤ※ 

    

   ※Ｑ１、Ｑ２クォリファイセッションの両方に参加したライダー（最大 4 名）

    には、ソフトコンパウンド（最もグリップ力のある当該大会時に準備され 

た 2 種の仕様）のリアタイヤ 1 本がＱ２後に追加支給される。（よって、 

支給された場合は最大 10 本となる） 

   

   フロント及びリアタイヤ共に、各ライダーに供給される各大会毎の仕様およ

   び仕様毎の本数は公式タイヤサプライヤーの単独裁量で決定される。全ライ

   ダーは同じ供給を受ける。 

 

   レインタイヤの本数制限は無いが、公式タイヤサプライヤーの現行仕様が使

   用される。タイヤサプライヤーは、各ライダーに 4 セットのレインタイヤを

   準備しなければならない。前大会からの正しい仕様のタイヤは使用すること

   が出来る。 

 

 4. a)  ライダーは、（事項 2.6.4.9.3 の記載の通り）彼／彼女に分配されたタイ

  ヤのみの使用が認められる。 

 

    b)   タイヤは個々に識別されるため、チームメート間を含むライダー間の交

        換が禁止されている。また、テクニカルディレクターの許可がある場合 

        を除き（例：第 2.6.4.9.8 に該当する場合など）、配給後にタイヤサプラ

        イヤーによって交換されてはならない。 

   

    c)  タイヤの配給後に、タイヤサプライヤーが必要と判断する場合を除き、タ

        イヤの性能（タイヤウォーマーの使用は例外）に影響を及ぼすようなハ 

        ンドカット、その他の行為、処理などにより、タイヤを著しく変化させ 

        ることは一切認められない。そのような加工はタイヤサプライヤーのみ        

     に許可されるものであり、その場合全ライダーに対し平等に実施される。 

 

 5. 分配された各タイヤは、そのタイヤ仕様がマーキングされ、固有のシリアル     

   ナンバーを付した公式の識別ラベルが貼られなければならない。もし、ラベ

   ルの破損や損失があった場合は、タイヤ会社はタイヤの仕様について、テク

   ニカルディレクターに満足のいく説明をしなければならない。タイヤは、使
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   用前後のいかなる時でも、規則に適合しているか検査を受ける場合がある。 

 6.  レースが中断された場合、ライダーは、レース再スタートの際にも最初に割     

   り当てられマーキングタイヤを使用しなければならない。 

 

 7.  稀なケースとして、（例えばタイヤフィッティングの段階で）タイヤが偶発     

   的に破損し、テクニカルディレクターが使用不可と判断した場合、テクニカ

     ルディレクターの承認を受け、同仕様のタイヤへの交換が認められる。その

     場合、交換されたタイヤにはマーキングが施され、当該ライダーの割り当て

   本数に含むものとする。ダメージを受けたタイヤは割り当て分より除外され

     再び割り当てられることはない。 

    

     一旦使用された（すなわちピットレーンを出た）タイヤは、損傷や欠陥を理

     由に交換することを認められない。ただし以下の条件に該当する場合を除く： 

 

   a) タイヤサプライヤーが、タイヤの破損は製造工程上の欠陥やタイヤフィ

         ッティングの問題（すなわちチームのコントロール外）により生じたも

         のであり、衝撃、切断、摩耗または事故など、その他の理由によるもの

         ではないということを、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

   b)  タイヤサプライヤーが、破損の度合いが高く、タイヤの使用には安全上

         問題があると、テクニカルディレクターに対し確証できる場合。 

 

   c) レースの 3 分の 2 以上走っているとみなされているタイヤは、交換を考

     慮されることはない。走行距離についてはタイヤサプライヤーとの協議

     の上、テクニカルディレクターによってのみ判断が下される。またチー

     ムはクレームを裏付けるためにラップチャートやロガーデータなどの情

     報の提出を求められることがある。 

   

         交換が許可されるかどうかという決定については、テクニカルディレク

     ターの判断が最終決定となる。 

  

   d) タイヤ交換が認められる場合、損傷したタイヤと同じスペックの中から、

     テクニカルディレクターおよび／またはその担当者が任意に選択したタ

     イヤが割り当てられる。 
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 8.  競技会期間中、安全を損なうような異例の不測事態がタイヤサプライヤーに   

   生じ、その供給を受けているライダーが安全にレースに臨むことができない

   場合、タイヤサプライヤーはテクニカルディレクターおよびレースディレク

   ションに対し、その問題を早急に報告しなければならない。 

 

   適切なタイヤの再割り当てはテクニカルディレクターの監視の下で行われ   

   る。再度割り当てられるタイヤについては、全てのライダーに対して同じ仕

   様と本数となり、本数はタイヤサプライヤーとテクニカルディレクターの協

   議の上で決定される。 

 

 9.  テスト、Moto3 クラスの場合： 

   D) 全ての冬季及びレース後のテストに関して、各ライダーは、各テストで

     使用することが出来るタイヤの本数と仕様が規制される。タイヤサプラ

     イヤーは、各テストに持ち込む仕様の種類と本数を決定する。テストに

     参加する各ライダーは同一のスタンダード仕様及び本数のタイヤを使用

     する。 

  

     タイヤサプライヤーは、異なる仕様の追加のタイヤを開発を目的として

     選択することが出来る。開発用タイヤの割り当てに関する決定はタイヤ

     サプライヤーの独断裁量による。 

 

2.6.4.10 ナンバーとバックグラウンド 

   1. レーシングナンバーは、中央の位置にマシンフェアリングの前部に装着 

  しなければならない。リアやサイドはオプションとする。 

 

   2. 数字の縦寸法は、最低 140 ㎜でなければならない。 

    

   3. ナンバーは読み取りやすく、シンプルなフォントで、バックグラウンド 

  色に対し目立つ色彩で表記されること。 

      

     Moto3 クラス において、ナンバーは地色と明確に異なる一つの色でな

     ければならない。細い枠線を入れることは認められる。2 桁番号の場合、

     数字の間は開け（最低 10ｍｍ）、その封じの間部分から地色が見得なけ

     ればならない。反射色（例：銀色、金色等）の使用は禁止される。 
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   4. バックグラウンドは単色とし、番号の周囲に最低 25 ㎜の余白があるも 

  のとする。 

 

     Moto3 において、反射色（例：銀色、金色等）の使用は禁止される。 

 

   ５ Moto3 クラスにおいて、1 名以上のライダーのあるチームは、異なるナ

     ンバー及び/あるいは地色でライダーを区別しなければならない。 

 

   ６ ナンバーの視認性に関する疑義がある場合には、テクニカルディレクタ

  ーの決定が最終のものとされる。 

 

2.6.5 全般 

2.6.5.1 燃料およびオイル 

   1. 全てのモーターサイクルは、各レースクラスの FIM グランプリ仕様を遵

  守し、無鉛ガソリンを燃料としなければならない。 

 

   2.  無鉛ガソリンは下記の場合、FIM グランプリ仕様に合致しているものと

  みなされる： 

 

 (a)下記の特性を持っている場合： 

特性 単位 最低 最高 テスト方式 

          

RON   95.0 102.0 ISO 5164 

MON   85.0 90.0 ISO 5163 

酸素 % (m/m)  2.7 ISO 22854 

ベンジン % (v/v)  1.0 ISO 22854 

蒸気圧（DVPE) kPa  90 EN 13016-1 

鉛 mg/L  5.0 EN 237 

１５℃での密度 kg/㎥ 720.0 775.0 ASTM D 4052 

酸化安定度 分 360  ASTM D 525 

ゴム存在量 mg/100mL  5.0 EN ISO 6246 

硫黄 mg/kg  10 ASTM D 5453 

窒素 % (m/m)  0.2 ASTM D 4629 

銅腐食 比率  Class 1 ISO 2160 

蒸留度：      
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70℃で % (v/v) 22.0 50.0 ISO 3405 

100℃で % (v/v) 46.0 71.0 ISO 3405 

150℃で % (v/v) 75.0  ISO 3405 

最終沸点 ℃  210.0 ISO 3405 

残留物 % (v/v)  2.0 ISO 3405 

オレフィン（*） % (v/v)  18.0 ISO 22854 

芳香物質（*） % (v/v)  35.0 ISO 22854 

ダイオレフィン総

量 
% m/m  1.0 

GCMS/HPLC 

GCMS/HPLC 

外観   
透明で 

明るい 
 視覚による検査 

 

  全てのテスト方式は正確なステートメントを含める。議論が生じた場合、

  テスト方法の精度に基づいた結果の解釈と論争を解決するための手順、

  ISO 4259 の記載事項を使用しなければならない。 

 

  (b)  水素と炭素のみを含有の場合、5% m/m 未満の濃度において存在する 

  個々の炭化水素成分の合計は、燃料の少なくとも 30% m/m でなけれ 

  ばならない。 

 

  構成物に関する規定は、以下の測定方法に従うものとする。 

 

  A ＝１００－ B － C 

 

  つまり： 

 

  A とは 5%m/m 未満の濃度において存在する個々の炭化水素成分の合 

  計（% m/m） 

 

  B とは燃料に含まれる酸化物濃度の合計（ % m/m ） 

 

  C とは 5% m/m 以上の濃度において存在する個々の炭化水素の合計 

  （%m/m） 

 

  テスト方式はガスクロマトグラフィーによるものとする。 
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   (c) 各炭素数のナフテン、オレフィン、および芳香物質の総濃度は、下記の 

  表に示される限度を超えてはならない。 

 

 

 

 

  

  二環および多環オレフィンは許可されない。外気酸素が不在の状態で発

  熱反応を起こす可能性のある物質が燃料に含まれていてはならない。 

 

    (d)  下記に記す酸化添加物のみ許可される: 

  メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコ

  ール、メチルターシャリーブチルエーテル、エチルターシャリーブチル

  エーテル、第三アミルメチルエーテル、ジ‐イソプロピルビニルエーテ

  ル、n-プロピルアルコール、第三プチルアルコール、n-プチルアルコー

  ル、第二プチルアルコール 

 

   (e)  マンガン（<1 ㎎/L）、鉛（<5mg/L）、鉄（<5mg/L）、およびニッケル

  （<5mg/L）添加物はいずれも、上記記載の限度を超えてはならない。 

 

     (f)  Moto3 クラスにおいて、エンジン潤滑用オイルは、FIM グランプリ   

     Moto3 仕様に準拠していなければならず、指定オイルサプライヤによっ

     て設定された当該クラスの公式オイルフィンガープリントに合致されて

     いなければならない。 

 

   (g)  Moto3 クラスにおいて、燃料及びオイルの仕様は指定燃料サプライヤー

      が決定し、オーガナイザーとともにオイルサプライヤー並びに公式エン

  ジンサプライヤーの完全合意によっていつでも変更することが出来る。 

 

  ３ Moto3 クラスの燃料及びオイル 

a) 指定燃料サプライヤーからの燃料のみ認められる。この燃料は全ての

公式イベント時に入手出来、FIM グランプリ規則の仕様に合致するも

のである。この燃料は如何なる添加物も変更もせずに使用されなけれ

ばならない。 

 

% m/m C4 C5 C6 C7 C8 C9+
ナフテン 0 5 10 10 10 10
オレフィン 5 20 20 15 10 10
芳香物質 1.2 35 35 30
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b) 指定オイルサプライヤーからのエンジンオイルのみ認められる。この

オイルは全ての公式イベント時に入手出来、FIM グランプリ規則の当

該クラスの仕様に合致するものである。この公式オイルは如何なる添

加物も変更もせずに使用されなければならない。テクニカルディレク

ターはいつでも如何なるチームまたはマシンからもオイルサンプル

を要求することが出来る。 

 

  5. 燃料の承認 

  1． 選手権で使用される全ての燃料は、その燃料が使用されるレース 

    の前に承認を受けなければならない。参加チームにガソリンを供給

    する燃料会社は、仕様の適合性を調べるために、10 ㍑（2×5L） 

    の燃料を、FIM/Dorna が指定した検査機関に提出しなくてはなら 

    ない。燃料が仕様に適合した場合、テストレポート番号の付された

       証明書が発行される。そのテストレポート番号は、レース出場前に

       該当するチームに渡されなければならない。 

 

     ２ Moto3クラスに参加するチームにエンジン潤滑用にオイルを供給す

       る全ての会社は、仕様の適合性を調べるために、２㍑（2×１L） 

    のオイルを、FIM/Dorna が指定した検査機関に提出しなくてはなら

    ない。オイルが仕様に適合した場合、テストレポート番号の付され

    た証明書が発行される。そのテストレポート番号は、レース出場前

       に該当するチームに渡されなければならない。 

 

  ３  木曜日の車検時に、各チームは使用する燃料とオイルに関して証明

    書に記されたテストレポート番号を申し出る。この情報はグランプ

    リごとに、各モーターサイクルのテクニカルコントロールブックに

       記入される。 

 

    したがって、使用される燃料は、その燃料が使用されるレース直前

       の木曜日の午後までに承認されなければならない。 

 

  ４  グランプリサーキットで、プラクティス、ウォームアップ中、又は

    レース後に燃料サンプルの提示が求められた場合、チームはグラン

    プリテクニカルディレクターに、燃料およびオイルのテストレポー

       ト番号を申告しなければならない。誤った番号を申告したチームに
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      は、罰則が科される。 

  ５  各燃料会社および／またはオイル会社はバッチ分析および基本的 

      フィンガープリントの確定に関する費用の支払いを研究所に対し 

      て行う責任がある。 

 

 6. 燃料サンプル採取および検査 

  1. グランプリテクニカルディレクターは、燃料サンプル採取の実施お 

      よび管理の責任者となるシニアテクニカル車検員 1 名を任命する。 

 

  2．通常、燃料検査の対象として選択されるマシンは、上位 3 位の中か 

      ら選ばれ、車両検査のためパルクフェルメに誘導される。 

 

  3．他の完走者も燃料検査のために、無作為抽出される場合がある。 

     選ばれたライダーのピットボックス入口に車検員が配置され、当該車

      両は直ちに車検員に引率されて車検場または「パークフェルメ」に移

   動しなければならない。 

 

  4．検査される燃料は、ライダー名、チーム名および燃料の採取された 

      マシン名の記された「A」と「B」の 2 本のボトル容器に移し替えら 

    れる。ボトルはテクニカルディレクターおよび／または車検員によっ

   て閉じられ、封印され、ラベルを貼られる。 

 

  5．燃料サンプル用には新品のボトルのみが使用され、燃料を移すため 

      には新品の用具のみが使用される。 

 

  6．直ちに、燃料サンプル申告書に次のような記入が行われる。これは 

   シート例に明記されているように、すなわち当該ライダーおよびマシ

   ンの識別、採取実施日および場所を含むすべての必要な情報を記載す

   る。チームの担当責任者は、これら全ての情報が正しいということを

      確認した上で、申告書に署名する。 

 

  7．サンプル「A」は、燃料サンプル申告書の写しを添え、正式に指定 

   された検査機関に送付される。燃料サンプルは、ガスクロマトグラフ

    ィーにより公認のガソリンおよびオイルと比較検査される。必要に応

   じてオクタン価向上剤や燃料促進剤が添加されていないことを確認す 

る為、鉛、マンガン、鉄、ニッケル、窒素及び酸素を含む何らかの成 
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分の濃度測定がテクニカルディレクターの要請で行われることがある。 

   もし偏差が、FIM/Dorna によりチームの使用が認められていた別の燃

      料と混ざってしまったことを示している場合、燃料サンプルが事項    

      2.6.5.1.2 に記載れている FIM グランプリ仕様の範囲内である限り、

      当該燃料サンプルは適合しているとみなされる。 

 

   サンプル「A」の分析費用は FIM/Dorna によって支払われる。 

 

  8．サンプル「B」は、抗議が生じた場合および／もしくは FIM の指定検

    査機関による再検査が必要とされる場合に備えた安全策として、FIM

      指定の保管所に引き渡される。サンプル「B」の分析費用は、当該チ

       ームにより支払われるものとする。 

 

  9． 両サンプルは、許可された輸送業者により運搬されるものとする。 

 

  10．検査機関は、サンプルを受け取った後、可能な限り速やかに燃料 

    分析結果をグランプリテクニカルディレクターへ送付し、さらにそ

       の写しを FIM に送らなくてはならない。 

 

  11．分析結果が規則に合致していないことが判明した場合、テクニカル

    ディレクターは分析結果の受理後できるだけ早く、FIM、グランプリ

       レースディレクションおよびライダー／チーム代表者にその旨を通

     知しなければならない。 

 

    検査機関によるサンプル「A」の分析結果の報告を受けてから 48 

    時間以内に、当該チームは FIM およびテクニカルディレクターに対

    して、サンプル B の二次的専門検査が必要か否かを通知しなければ

    ならない。 

 

    FIM MotoGP スチュワードは、最終的な検査結果に基づき競技会会

    場で裁定を下す。その決定に対する抗議は、FIM MotoGP スチュワ

       ードが裁定を下したグランプリ競技会に際し任命された FIM アピー

       ルスチュワードによって審問される。 

 

    最終検査結果が出された後に開催されるグランプリがない場合、FIM 

    MotoGP スチュワードはできる限り迅速に裁定を下す。FIM  
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    MotoGP スチュワードの決定に対する抗議はその特定の目的のため

    に指名された FIM アピールスチュワードにより審問される。 

 

  12．公式検査機関の燃料分析の責任者はテクニカルディレクターに対し、

    サンプル「B」の検査が行われる前に、サンプル「B」の識別と封印

    の状態が正確であるということを確認しなければならない。 

 

  13．事項 2.6.5.1.6.7 に記載されているように、サンプルがガソリンの

    承認仕様に適合しないおよび／またはオクタン価向上剤や燃料促進

    剤が添加されていると判明した場合、当該ライダーは自動的に選手

    権に失格したものとみなされる。 

 

    競技者の燃料サンプル分析結果（サンプル「A」もしくは「B」サン

    プル）は、競技者に有利な方が考慮される。 

 

 7.  燃料温度 

   Moto3 クラスにおいて、車両に搭載されている燃料は、テクニカルディレク

   ターによる検査によって外気温よりも低くなってはならない。燃料タンクカ

   バーを取り外す以外、燃料を外気温以下に冷却する装置をマシンに取り付け

   ることは禁止されている。 

 

 ８．燃料取扱いにおける安全性 

   ・ モーターサイクルへの燃料供給に使用する燃料容器に給油する際には，

     帯電防止マット及びアースリストバンドの使用が義務とされる。 

 

・ モーターサイクルの燃料タンクに給油する際には、公認された給油口/

 燃料ダンプを使用することは義務とする。 

 

・ 全ての燃料を取扱う装備は、テクニカルディレクターの承認が必要とさ

 れる。 

 

2.6.5.2 ライダーの安全装備 

 １．各契約ライダーは、各大会最低 2 セットの如何なる損傷も受けていない安全

   装備を準備して臨まなければならない。 

   準備しなければならない安全装備とは以下をいう。 

   ・ヘルメット 
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   ・レザースーツ（ワンピース） 

    ・グローブ 

    ・ブーツ 

    ・バックプロテクター 

    ・チェスト（胸部）プロテクター 

 

   トラック上で活動する際は、常に装備を装着し、確実に留めていなければな

   らない。 

 

 ２．安全装備コントロール 

 a) シーズン第 1 戦の車検において、損傷を受けていない安全装備 1 セット（事

   項 2.5.5.2.1 参照）が提示され、下記について確認を受けなければならない。 

    

   ・ ヘルメット  

  有効な FIM 公認であることを示すＦＩＭ公認ラベル 

    

   ・ レザースーツ、ブーツ、グローブ   

  各アイテムのモデル名は、事前にテクニカルディレクターに提出した自

  己保証に準拠したものと同じものでなければならない。 

 

     ・ バックプロテクター次の規格マークが貼付されていなければならない。 

  EN1621-2:2014 または EN1621-2:2010  

 

     ・ チェストプロテクター その適正についてはテクニカルディレクターの

  判断による。 

  下記 2.6.5.2.3.c.v)に準拠するマークが貼付されていなければならない。 

 

 b) シーズン中、テクニカルディレクターは事項 2.65.5.2.3 に適合しているか確

   認のためにライダー装備の提出を要請する場合がある。提出された装備は、

   公式な指定試験機関に送られる。装備の提供及びテスト結果は下記のとおり

   とする。 

 

 ・ 装備マニュファクチャラ―は、複製品をテスト用に提供しなければならない。 

 

・ 転倒等により損傷を受けた装備は損傷を受けていない部分でテストを行う。 
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・ 基準値に満たずテストに不合格となったアイテムについては、当該アイテムの

マニュファクチャラ―は、彼らの経費で使用された装備の複製品を使用する更

なるテストを要求する事が出来る。 

 

・ 初めのテスト及び追加のテストの双方で否定的な結果を得た場合、マニュファ

クチャラ―に夜自己保証は停止され、マニュファクチャラ―は 30 日以内に問

題部分を修正し、証明しなければならない。 

 

・ この期間内に問題解決が出来ない場合、マニュファクチャラ―は不合格となっ

た製品の供給が認められない。 

 

 ３．ＦＩＭライダー装備の最低要件(REMR) 

 a) ヘルメット及びバイザーの基準 

 ・ ヘルメットは FIM 公認とし、有効な FIM 公認ラベルがなければならない。 

   

・ ディスポ―ザブルバイザーの“ティアオフ”は認められる。 

 

・ ワイルドカードエントリーのヘルメット規則は事項 2.6.6.5 参照。 

 

・ 例外として、代理ライダーまたは代替えライダーは、他の世界選手権サーキッ

トレースクラスに参加することが認められる FIM の認める国際規格のヘルメ

ットでの参加が認められる。この例外規則はあるシーズンの最初の 2 つの GP

イベントのみ（もしイベントが連続して開催される場合は 3 つのイベント）

認められ、以降は事項 2.6.5.2.3 が適用される。 

 

 b) レザースーツ及びエアバッグシステム、グローブ、ブーツ、バックプロテク

   ターの認証資格 

    

     全てのライダーの安全装備は事項 2.6.5.2.3.c セクション i から vi に明記さ   

   れている要件に合致していなければならない。以下の手順が適用される。 

 

・ デザイン毎のサンプルまたはモデルは、ＦＩＭ規格テーブル１の要件を満たし

ていなければならない。またエアバッグシステムについてはグランプリエアバ

ッグ 2018 の要件を満たしていなければならない。 
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このデザインまたはモデルの各サンプルは、パーマネントマーキングによるモ

デルコード同等のものでなければならない。 

 

テストに合格した個々のデザインまたはモデルは、マニュファクチャラ―によ

る自己証明ガ認められ、公式書類にＦＩＭ公認規格取得と明記する事が出来る。 

 

・ この証明書コピーが MotoGP テクニカルディレクター（ダニー・アルドリッ

ジ氏：danny@irta.org.uk ）及びＦＩＭレーシングホモロゲーションプログ

ラム(frhp@fim.ch )に送られる。 

 

・ レザースーツに限り、ライダーの為にマニュファクチャラ―はライダーレース

スーツで―タフベースファイルに完全に記録されなければならない。 

 

・ このデータベースは MotoGP テクニカルディレクターにも提供され、ライダ

ーに提供されたり、提供を取りやめた時に最新の情報にしなければならない。 

 

・ テクニカルディレクター及びライダーもまたデータベースからレザースーツ

の情報を撤廃する権利を有する。 

 

 c) レザースーツ、グローブ、ブーツ、バック及びチェストプロテクターの規格 

 i) レザースーツ 

 ・ テーブル１コラム１を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

   ない。 

 

・ 表面エリアの最大 50％までの耐摩擦伸縮素材の使用が認められるが、テーブ

ル１コラム１の要件を満たしていなければならない。 

 

・ 肩、ひじ、ひざ及び脛は EN1621-1:2012 に適合するガ―ド（パッド）が

含まれても良い。 

 

・ 下記要件を満たしたエアバッグシステムを装備したレザースーツが義務とさ

れる。 

 

― エアバッグシステムは上記 b)の承認を受けていなければならない。 

 

mailto:danny@irta.org.uk
mailto:frhp@fim.ch
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― 各ライダーは、各トラックセッションを機能するエアバッグシステムでス     

  タートしなければならない。エアバッグが展開した後、プラクティスまた  

  はレースの継続する責任はライダーにある。（本規則により Moto3 の 

  QP1、ＱＰ２、は一つのトラックセッションと考慮される） 

 

   ― 代理または代替えライダーについて、エアバッグシステムの使用はシー

     ズン最初の大会時は推奨とし、それ以降のシーズンは義務とする。 

 

   － MotoGP ワイルドカードライダーのエアバッグの使用は義務とされる。

     ワイルドカードライダーの装備は大会前の車検時にテクニカルディレク

     ターに提示されなければならない。 

 

 ii) グローブ 

・ テーブル１コラム３を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

 

・ 最低 50 ㎜にわたりレザースーツの手首迄を覆う長さがなければならない。 

 

・ 手にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不可） 

 

・ 適切なこぶし（指関節部）プロテクションが施されていなければならない。 

 

 iii) ブーツ 

・ テーブル１コラム４を満たす皮革または同等の素材で製作されなければなら

ない。 

 

・ 表面エリアの最大 40％までの屈曲ゾーンが認められるが、テーブル１コラム

５の要件を満たしていなければならない。 

 

・ 最低 70 ㎜にわたりレザースーツを覆う長さがなければならない。 

 

・ 足にしっかりと留めることが出来なければならない。（伸縮性素材単体は不可） 

 

 iv) バックプロテクター 

・ EN1621-2:2014 または EN1621-2:2010 に適合していなければならな
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い。 

・ 背部全般的または部分的なものでも良い。 

 

 v) チェストプロテクター 

 ・ フルチェストプロテクター（シングルピースとしてデザインされたプロテク

   ター）及び部分的チェストプロテクター（2 分割式にデザインされたプロテ

   クター）が認められる。 

 

・ 全てのタイプのチェストプロテクター（フルまたは分割式）は、保護する範囲 

は 230㎠以下であってはならない。 

 

・ prEN1621-3（レベル１または２）に準拠したＢタイププロテクターが認め

られる。 

 

 vi)  マーキング 

・ 装備マニュファクチャラ―が上記 i)から iv)及び下記テーブル１に適合する事

をテストし、証明した時点で、製品のモデルナンバーを付したパーマネントマ

ーキングを貼付することができる。 

 

・ レーススーツのマーキングは、独自のシリアルナンバーも追記される。 

 

  テーブル１ 材質特性 

  １ ２ ３ ４ ５ 

テスト テスト方法 スーツ 

皮 革 及

び メ イ

ン素材 

スーツ 

伸縮エリ

ア 

グローブ 

手のひら 

及び 

手の甲 

ブーツ 

全 エ リ

ア 

ブーツ 

屈 曲 エ リ

ア 

引 き 裂

き 

ISO 3377-1

または 

EN338(N) 

＞50 ＞５０ ＞３０ ＞100 ＞６０ 

摩擦 EN338 

（サイクル） 

＞600 ＞400 ＞300 ＞800 ＞500 

縫い目 EN13935-1 

（スーツ、ブ

ーツ） 

EN13594 

＞１２ ＞１２ ＞８ ＞１５ ＞１５ 
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（グローブ） 

 ４．クラッシュ後のライダー装備チェック 

   クラッシュ後、テクニカルディレクターは、次のプラクティス、ウォームア

   ップまたはレースに出走する前に、ライダーの装備を確認するよう彼の自由

     裁量により要請する場合がある。 

 

   テクニカルディレクターまたは当該アイテム製造マニュファクチャラ―代表

     により、装備のアイテムが走行するためには損傷を受け過ぎていると判断し

   た場合、ライダーは、コースに入る前に当該アイテムを交換するか修理しな

   ければならない。 

 

   装備の状態、ライダーの保護具としての適切性に関してはテクニカルディレ

   クターが事前に当該アイテムのマニュファクチャラ―と協議し、最終判断を

   下す。 

 

2.6.5.3 車検の手順 

 1. 各サーキットには、車検用エリアが設置されるものとする。このエリアには、

   テクニカルディレクターの監視の下に車検長の監督によって、様々な検査の

   実施に向け適切な器具類が準備されること、すなわち： 

   ⅰ) マシンの音量測定機材 

 

   ⅱ) 較正用の分銅つき重量測定器 

 

   ⅲ) エンジン排気量測定機材 

 

   ⅳ) その他の寸法や技術規則に明記された基準を測定するために必要な器     

     材やゲージ類 

 

 2. 車検の手順は、規則に定められたスケジュールに従って実施される。車検員   

   は、テクニカルディレクターの要望に応じ、マシンおよび装備品のチェック

   ができるよう、大会期間を通して待機していなければならない。 

 

 3. 車両の提示は、技術規則に適合しているとの絶対的な供述とみなされる。全   

   ての技術規則および安全規則に車両が適合しているかの責任はチームにある。 
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 4. 初回の車検時のライダーの出席は必須ではない。ただし、Moto2 及び Moto3

   クラス場合は例外で、ライダーが重量検査のためにヘルメット及び全ての防

   護装具を持参しなければならない。 

 

 5. モーターサイクルは、チームの名のもとに初回の車検で検査され、各マシンは、

   車両仕様および車検結果を記録する車検カードを用意する車検員によって登

   録される。そしてそのチームのライダーはそのマシンを使用する権利を持つ。 

 

６．初めの車検時に、車検員は重量（Moto3 および Moto2 クラスはライダーの   

  体重を加算）、音量を含め、車両の技術的詳細を検査、記録しなければならず、   

  テクニカルディレクターの要請により、規則の他の観点でも技術的に適合し   

  ているかを検査する場合もある。 

 

 8   各競技会において、最初のプラクティス前の車検終了時に車検員は、当該レ

     ース用のチームライダーによって使用されるマシンの登録が済み、車検に合

   格したことを示す小さなステッカーを、マシンに貼付する。 

 

９ 車検長は、車検結果報告書を作成し、テクニカルディレクターを介し、大会     

  運営委員会に提出する。 

 

10 車検員は、事故に関係した全てのマシンに対して再車検を行わなくてはなら 

  ない。また、必要に応じて、修復されたマシンに新しい車検合格ステッカー   

  を発行する。この再車検は通常、当該ライダーのピット内で行われる。チー   

  ムは、マシンのいかなる修理作業およびその使用が可能であるかに関して、 

  全責任を負うものとする。 

 

11 車検員は、テクニカルディレクターの指示に従い、大会期間中またはレース 

  後にマシンが技術規則と適合しているかを再検査するため、および技術に関   

  する抗議が出された場合に車検を監視できるよう、待機していなくてはなら 

  ない。 

 

 12 レース終了後、車検長は、上位 3 台のモーターサイクルとテクニカルディレ

   クターが指定した 1 台のモーターサイクルが、抗議に対応するため６０分間

   車検場に保管されるよう手配しなくてはならない。 
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   モーターサイクルは、いかなる FIM グランプル技術規則に対しても適合して

   いるかどうかテクニカルディレクターの監視の下、テクニカルディレクター

   の決定に基づチェックされる場合がある。 

 

 13 テクニカルディレクターが必要とした場合、チームに対して当該パーツまた

   はサンプルの提出をするよう要請することができる。 

 

15.  クォリファイまたはレース後のテクニカルチェックにおいて、トラック上で  

 損傷又は技術的問題により不合格となった場合、常に MotoGP テクニカル  

 ディレクターの判断により下記プロトコールが適用される。 

 

a) 最低重量に達していないマシンの場合 

i)液体の流出 

  ・ テクニカルディレクターによりトラック上における事故または技術

    的問題により液体の流出があったとの物的証拠が確認された場合、

    シーズンスタート時におけるマニュファクチャラーの公表地まで       

       液体の補充を認めることができる。 

 

     ・ 液体を保持する部品（例：ラヂエター）の損傷により交換が必要と

     なる場合、テクニカルディレクターが新しい部品が損傷部品と同一

       のものであると確信した場合に限り、テクニカルディレクター監視

    下で交換が認められる。MotoGP クラスにおいては、テクニカルデ

       ィレクターは、ライダーの第 2（スペア）マシンから交換部品を流用

       することを要請する場合がある。 

 

  ii) 材質又は部品の損失 

   ・ テクニカルディレクターは、マシンがトラック上での事故または

     技術的問題による部品または材質の損失を確認した場合、下記条

        件に則り部品の交換を認める場合がある。 

 

   ・ テクニカルディレクターは、新たな部品がオリジナルのものと同

     じものであるか確認しなければならない。 

 

    ・テクニカルディレクターが、部品または材質の損失があったと 

  認めうる実証に欠ける場合、交換する前にオリジナルのパーツが確   
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  認できなければならない。 

   ・ バラストの紛失の場合、サーキットオフィシャルがそれを発見し、

     車検に戻された時点で、新たなものに交換することが認められる。 

 

b) 音量規制値を超えるマシンの場合 

   ・ テクニカルディレクターが、トラック上での事故または技術的な

     問題から損傷または紛失されたと十分な物的証拠があると認める

     場合、その損傷又は紛失したエキゾーストパイプを交換する事を

     許可することが出来る。その後マシンは再スタートすることが出

        来る。 

 

   ・ MotoGP クラスにおいて、テクニカルディレクターは、ライダ 

     ーの第 2（スペア）マシンのエキゾーストパーツを交換部品とす

        るよう要請することが出来る。 

 

2.６.5.4  音量検査 

 1. 音量検査は、検査されるモーターサイクルと壁またはその他の障害物の間に   

   最低 10m の空間のある屋外で行われなければならない。またその場所は、   

   周囲の音が最小限でなくてはならない。 

 

 2. 測定機器は検査実施前および定期的に誤差修正されなければならない。 

 

 3. 測定機器はエキゾーストパイプの先端から 50 ㎝後方、またパイプに対して 

   45°の角度で上方または左右いずれかに設置されなければならない。 

 

 4. 常に適用される最大音量は： 

   Moto3： 115dB/A 

 

   便宜上、検査は固定 RPM で実施されてもよい。 

 短気筒 2 気筒 3 気筒 4 気筒 

Moto3 5500rpm 5500rpm 5500rpm 5500rpm 

   

2.6.6  ワイルドカード 

  ワイルドカードエントリーは、上記 Moto3 技術規則の全て遵守するとともに、

 下記条件が科される。 
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 １ 各ワイルドカードエントリーは、各大会期間中最大 2 基のエンジンが認めら

   れる。 

  

 ２ ワイルドカードエントリーは、FIM グランプリ世界選手権 Moto3 クラスまた 

は FIM CEV Moto3 ジュニア世界選手権に参加しているマニュファクチャラ 

ーのエンジンで現行の FIM 世界選手権グランプリ規則に準拠したエンジンを 

使用することができる。 

 

そのエンジンは現状公認されているもの、または 2014 年、2015 年、2016 

年、2017 年に関連する選手権で使用され FIM 世界選手権グランプリ規則に 

準拠するものとする。 

 

 

   いかなる場合においても、ワイルドカードエントリーは、使用したい関連す 

るマニュファクチャラーのエンジンの仕様を宣言しなければならず、当該マ 

ニュファクチャラーの承認 ECU マッピングを当該大会で使用しなければな 

らない。ワイルドカードエントリーは、大会前の車検においてマニュファク 

チャラーの書面による承認うぃテクニカルディレクターに提示しなければな 

らない。 

 

 ３ ワイルドカードエントリーは現行のボディーワーク規則に従わなければなら 

ない。（事項 2.6.4.7） 

 

 ４ ワイルドカードとして初めて参加した大会の車検前に以下の情報をテクニカ 

ルディレクターに提出しなければならない。 

  

・ギヤボックス 

 

 ５ ワイルドカードライダーのライダー安全装備（事項 2.6.5.2） 

    ― 事項 2.6.5.2 の例外として、代理ライダーまたは代替えライダーは、

      他の世界選手権サーキットレースクラスに参加することが認められる

      FIM の認める国際規格のヘルメットでの参加が認められる。この例外

      規則はあるシーズンの最初の 2 つの GP イベントのみ（もしイベント

      が連続して開催される場合は 3 つのイベント）認められ、以降は事項

      2.6.5.2.3（FIM ヘルメットホモロゲーション）が適用される。 
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    － 承認モデルナンバー及びシリアル（管理）ナンバーのないその他安全

      装備は、その仕様に関してテクニカルディレクターの許可を必要とす

      る。 

 

    － 大会開始前の車検に他の装備と共に提出される彼らのエアバッグシス

      テムが現行の FIM 規則に準拠しているかどうか確認することは全ての

      ワイルドカードライダーの責任とする。 

 

    － レザースーツにエアバッグシステムは事項 2.6.52.3 に準拠していな    

      ければならない。 
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